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第１章 総則 

 

 

 

 

節 主な記載内容 

第１節 計画の目的 ○滝上町地域防災計画について、町民の生命、身体及び財産

を災害から保護することが目的であることを記載。 

第２節 計画の位置付け ○滝上町地域防災計画について、滝上町及び各防災関係機関

の事務又は業務、国の防災基本計画や北海道地域防災計画

等との整合や関連について記載。 

第３節 計画の構成及び修正 ○滝上町地域防災計画の構成、関連法令との関係、東日本大

震災からの教訓に基づく『自助』『共助』『公助』を踏まえ

た計画である旨と修正の流れについて記載。 

第４節 防災関係機関の実施責任

と処理すべき事務又は業務

の大綱 

○滝上町及び防災関係機関などの実施責任について明示の

上、各機関の防災事務又は業務の大綱を記載。 

第５節 町民及び事業所の基本的

責務 

○『自助』『共助』『公助』を踏まえた町民及び事業所それぞ

れの基本的責務について記載。 
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第１節 計画の目的 

 

滝上町地域防災計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条の規定に基づき、滝

上町防災会議が作成する計画であり、滝上町で発生する災害に関し、予防活動、応急対策活動

及び復旧活動等の一連の災害対策を実施するにあたり、防災関係機関がその機能のすべてをあ

げて、町民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、具体的事項を定め本町の防災の万

全を期することを目的とする。 

 

 

【用語の定義】 

この計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

１．基 本 法  災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号） 

２．救 助 法  災害救助法（昭和 22年法律第 118号） 

３．水 防 法  水防法（昭和 24年法律第 193号） 

４．町 防 災 会 議  滝上町防災会議 

５．本 部 （ 長 ）  滝上町災害対策本部（長） 

６．町 防 災 計 画  滝上町地域防災計画 

７．防 災 関 係 機 関  滝上町防災会議条例（昭和 38年条例第４号）第３条に定める

委員の属する機関 

８．消 防 滝 上 支 署  紋別地区消防組合消防署滝上支署 

９．災 害  災害対策基本法第２条第１号に定める災害「暴風、竜巻、豪雨、

豪雪、洪水、がけ崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地

すべりその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆

発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令

で定める原因により生ずる被害をいう」 

１０．防 災  災害対策基本法第２条第２号に定める防災「災害を未然に防

止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災

害の復旧を図ることをいう」 

１１．要 配 慮 者  災害対策基本法第８条第２項第１５号に定める要配慮者「高

齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者をいう」 

１２．避難行動要支援者  災害対策基本法第４９条の１０第１項に定める避難行動要支

援者「要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するお

それがある場合に自ら避難することが困難な者であって、そ

の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するも

のをいう」 
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第２節 計画の位置付け 

 

町防災計画は、滝上町の処理すべき事務又は業務を中心として、各防災関係機関の責任を明

確にするとともに、各機関が防災に関し行う事務又は業務を有機的に結合した計画である。 

また、町防災計画は、国の防災方針を定めた防災基本計画、北海道地域防災計画及び北海道水

防計画との整合性及び関連性を有し、滝上町の特性や災害環境にあわせた独自の計画である。 
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第３節 計画の構成及び修正 

 

町防災計画は、「総則」、「滝上町の環境と災害」、「防災組織」、「災害情報通信計画」、「災害予

防計画」、「災害応急対策計画」、「事故災害対策計画」、「災害復旧復興・被災者援護計画」の８つ

の章と「資料編」で構成され、基本法、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対

策の推進に関する法律（以下、土砂災害防止法）等で規定される各種災害の防災対策に関わる計

画となっている。 

また、本計画は、東日本大震災など、近年多発する各種災害発生時の教訓を踏まえ、『自助』

『共助』『公助』が連携し、一体となって防災対策に万全を尽くすための計画である。 

なお、本計画は、基本法第42条の規定に基づき各関係機関が毎年検討を重ね、必要があると

認めるときは、町防災会議の承認を得て修正する。 

ただし、軽易な事項等は会長が修正し、町防災会議に報告するものとする。 

また、滝上町及び防災関係機関は、自己の所掌する事項について検討し、必要がある場合は修

正内容を町防災会議（事務局：滝上町住民生活課）に提出するものとする。 
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■町民及び町職員ワークショップ等での検討 
■滝上町防災会議での調整・審議 

滝上町 
地域防災計画 

第１節 計画の目的 
第２節 計画の位置付け 
第３節 計画の構成及び修正 
第４節 防災関係機関の実施責任と処理すべき事務又は業

務の大綱 
第５節 町民及び事業所の基本的責務 

 

基本法第42条 

第１章 総則 

第２章 滝上町の環境と災害 

第１節 気象等特別警報、警報、注意報及び気象情報等の
伝達計画 

第２節 気象等特別警報、警報、注意報及び気象情報等の
種類及び発表基準 

第３節 災害通信計画 
第４節 災害情報等の報告、収集及び伝達計画 

第３章 防災組織 

第４章 災害情報通信計画 

第１節 東日本大震災の教訓 
第２節 災害に強いまちづくりの推進 
第３節 災害に強い人づくりの推進 
第４節 町民の防災力向上 
第５節 防災体制の強化 
第６節 防災思想・知識の普及・啓発及び防災教育の推進

計画 
第７節 防災訓練計画 
第８節 避難体制の整備 
第９節 避難行動要支援者対策計画 
第１０節 食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備 
第１１節 雪害対策計画 
第１２節 融雪災害対策計画 
第１３節 水防計画 
第１４節 低地の浸水対策計画 
第１５節 土砂災害対策計画 
第１６節 地震災害対策計画 
第１７節 消防計画 
第１８節 業務継続計画の策定 

第５章 災害予防計画 

第１節 応急措置実施計画 
第２節 動員計画 
第３節 災害広報・情報提供計画 
第４節 避難・救助救出計画 
第５節 救急医療対策計画 
第６節 災害警備計画 
第７節 交通・輸送対策計画 
第８節 食料供給計画 
第９節 給水計画 
第１０節 衣料生活必需品等物資供給計画 
第１１節 医療救護計画 
第１２節 防疫計画 
第１３節 廃棄物等処理計画 
第１４節 行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画 
第１５節 障害物除去計画 
第１６節 家庭動物等対策計画 
第１７節 文教対策計画 
第１８節 住宅対策計画 
第１９節 ライフライン対策計画 
第２０節 農業用施設対策計画 
第２１節 労務共有計画 
第２２節 消防防災ヘリコプター活用計画 
第２３節 自衛隊派遣要請計画 
第２４節 広域応援計画 
第２５節 災害救助法の適用と実施 
 

第６章 災害応急対策計画 

第７章 事故災害対策計画 

資料編 

第８章 災害復旧復興・被災

者援護計画 
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第４節 防災関係機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

 

１ 実施責任 

(1) 町 

町は、地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため第一次的責任

者として指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体及び地域住民

の協力を得て防災活動を実施する。 

(2) 道 

道は、道の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害が

町の区域を越えて広域にわたるとき、災害の規模が町で処理することが不適当と認められ

るとき、あるいは災害活動内容において統一的処理を必要としたり、市町村間の連絡調整

を必要とするときなどに各機関及び公共的団体の協力を得て、防災活動を実施する。 

(3) 指定地方行政機関 

道の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指定行政機関

及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとともに道、町の活動が

円滑に行われるようにその業務に協力する。 

(4) 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性にかんがみ、自ら防災活動を

実施するとともに、道及び町の活動が円滑に行われるようにその業務に協力する。 

(5) 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素から災害予防体制の整備を図るとと

もに災害時には応急措置を実施する。また、町その他の防災関係機関の防災活動に協力す

る。 

(6) 地域住民 

地域住民は、自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、自発的な防災活動に参

加する等、地域の防災力の向上に努める。 

 

２ 処理すべき防災事務又は業務の大綱 

町防災会議の構成機関及び公共的団体、その他防災上重要な施設において、その防災上処理

すべき事務又は業務の大綱は次のとおりである。 
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区 分 機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

指 定 地 方 

行 政 機 関 

網 走 開 発 建 設 部 

遠 軽 開 発 事 務 所 

1.河川流域における排出油事故発生時の情報伝達に関す

ること。 

2.災害対策現地情報連絡員（リエゾン）及び緊急対応の

実施による町への支援に関すること。 

網 走 開 発 建 設 部 

興 部 道 路 事 務 所 

1.国道の維持管理及び災害復旧を行うこと。 

2.被災地の交通情報の収集及び交通路の確保を行うこ

と。 

3.災害対策現地情報連絡員（リエゾン）及び緊急対応の

実施による町への支援に関すること。 

網走西部森林管理署 

西 紋 別 支 署 

1.所轄国有林につき保安林の配置の適正化と施業の合理

化を図ること。 

2.直轄国有林の復旧治山及び予防治山を実施すること。 

3.林野火災の予防対策をたてその未然防止を行うこと。 

4.災害時において地方公共団体等の要請があった場合、

可能な範囲において緊急対策及び復旧用材の供給を行

うこと。 

網 走 地 方 気 象 台 

1.気象、地象、水象等の観測並びにその成果の収集及び

発表を行うこと。 

2.気象、地象、水象の予報及び特別警報・警報・注意報

並びに台風、大雨、竜巻等突風に関する情報等の伝達

及び住民への周知に努めること。 

3.気象業務に必要な観測体制の充実並びに予報、通信等

の施設及び設備の整備に関すること。 

4.気象庁が発表する緊急地震速報（警報）について、緊

急地震速報の利用の心得等の周知・広報に関すること。 

5.町が行う緊急安全確保、避難指示及び高齢者等避難（以

下「避難情報（避難指示等）」という。）の判断・伝達

マニュアルや防災ハザードマップ等の作成に関する技

術的な支援・協力に関すること。 

6.災害の発生が予想されるときや災害発生時における町

や北海道に対する気象状況の推移やその予想の解説等

に関すること。 

7.町や北海道、そのほかの防災関係機関と連携した防災

気象情報の理解促進、防災知識の普及・啓発活動に関

すること。 

北 海 道 

（知事部局） 
オホーツク総合振興局 

1.オホーツク総合振興局地域災害対策連絡協議会に関す

ること。 

2.防災に関する組織の整備を図り、資材の備蓄、その他

災害予防措置を講ずること。 

3.災害応急対策及び災害復旧対策の実施に関すること。 

4.町及び指定地方公共機関の処理する防災に関する事務

又は業務の実施を助け、総合調整を図ること。 

5.自衛隊の災害派遣要請に関すること。 
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6.防災知識の普及及び教育並びに過去の災害から得られ

た教訓を伝承する活動の支援に関すること。 

7.救助法の適用及び実施に関すること。 

8.その他災害発生の防御及び被害拡大の防止のための 

 措置に関すること。 

オホーツク総合振興局 

保健環境部紋別地域保健室 

（紋別保健所） 

1.災害時における医療救護活動を推進すること。 

2.災害時における防疫活動等の指示を行うこと。 

3.災害時における給水、清掃等環境衛生活動を推進する

こと。 

4.医療、防疫、薬剤の確保及び供給に関する調整を行う

こと。 

5.食品環境衛生の指導監視に関すること。 

6.死亡獣畜処理に関すること。 

オホーツク総合振興局

網走建設管理部紋別出張所 

1.水防技術の指導を行うこと。 

2.災害時において関係河川の水位、雨量の情報収集及び

報告を行うこと。 

3.関係河川の改良、修繕及び災害復旧に係る工事に関す

ること。 

4.関係河川の維持管理に関すること。 

5.災害時において関係公共土木被害の調査を実施するこ

と。 

6.公共土木施設災害対策を実施すること。 

7.被災地の交通情報の収集及び交通路の確保を行うこ

と。 

8.道道の維持、災害復旧等に関すること。 

北海道警察 紋 別 警 察 署 

1.住民の避難誘導及び救出救助並びに緊急交通路の確保

（交通の規制等含む）を行うこと。 

2.災害情報の収集を行うこと｡ 

3.被災地、避難場所、危険箇所等の警戒に関すること。 

4.犯罪の予防、取締り等に関すること。 

5.危険物に対する保安対策に関すること。 

6.広報活動に関すること。 

7.防災関係機関が行う防災業務の協力に関すること。 

8.行方不明者の捜索及び死体の検視に関すること。 

滝 上 町 滝 上 町 役 場 

1.町防災会議に関する事務を行うこと。 

2.本部の設置及び組織の運営に関すること。 

3.防災に関する組織の整備を図り、資材の備蓄、地域内

の災害予防応急対策の総合調整を講ずること。 

4.町の所掌に係る災害予防、災害応急対策及び災害復旧

を行うこと。 

5.災害に関する情報の収集、伝達及び広報並びに被害状

況の調査に関すること。 

6.防災訓練の実施及び防災意識の普及向上に関するこ

と。 

7.住民の自発的な防災活動の促進に関すること。 

8.防災知識の普及及び教育並びに過去の災害から得られ
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た教訓を伝承する活動の支援に関すること。 

9.自主防災組織設立及び活動の支援に関すること。 

10.自衛隊の災害派遣要請依頼に関すること。 

滝上町教育委員会 

1.災害時における被災児童及び生徒の救護並びに応急教

育の指導を行うこと。 

2.教育施設の被害調査及び報告に関すること。 

3.文教施設及び文化財の保全対策等の実施に関するこ

と。 

滝上町国民健康保険診療所 
1.災害時における被災者の収容、治療等の業務に関する

こと。 

消 防 機 関 
消防滝上支署

及 び 滝 上 消 防 団 

1.災害時における人命救助、財産保護、消防及び水防に

関すること。 

2.災害時における町民の避難誘導に関すること。 

3.災害の予防措置に関すること。 

4.防災教育、訓練等の普及・啓発及び指導に関すること。 

5.災害時における医療機関との協力体制に関すること。 

6.町の要請に基づく防災対策の支援、協力に関すること。 

7.災害時における消防団の出動命令に関すること。 

8.その他消防業務に関すること。 

指定公共機関

及び指定地方

公共機関 

日本郵便株式会社 

（滝上郵便局） 

（濁川郵便局） 

（滝西郵便局） 

1．災害時における郵便輸送の確保及び郵便業務運営の確

保を図ること。 

2.郵便の非常取り扱いを行うこと。 

3.窓口掲示を利用した広報活動に関すること。 

4.協定に基づく災害時・平時における協力・連携に関す 

ること。 

東 日 本 電 信 電 話

株式会社北海道事業部 

1.気象官署からの警報を市町村に伝達すること。（ＮＴＴ

東日本仙台センター） 

2.災害時優先電話を設定し、災害時に利用制限を実施し

重要通信の確保を図ること。 

3．被災電話設備の応急対策及び復旧対策を行い通信の確

保を図ること。 

㈱ＮＴＴドコモ 

北海道支社 

1.災害発生時の携帯電話等による重要通信の確保を図る

こと。 

2.被災電話設備の応急対策及び復旧対策を行い通信の確

保を行うこと。 

ＫＤＤＩ株式会社 

1.災害発生時の携帯電話等による重要通信の確保を図る

こと。 

2.被災電話設備の応急対策及び復旧対策を行い通信の確

保を行うこと。 

ソフトバンク 

モバイル株式会社 

1.災害発生時の携帯電話等による重要通信の確保を図る

こと。 

2.被災電話設備の応急対策及び復旧対策を行い通信の確

保を行うこと。 

ＮＨＫ北見放送局 

1.気象警報及び被害状況等に関する報道を実施し、防災

広報に関する業務を行うこと。 

2.防災に係る知識の普及に関すること。 

北海道エルピーガス 1.被害状況調査及び応急対策を行うこと。 
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災 害 対 策 協 議 会 2.災害復旧対策と復旧状況の情報提供を行うこと。 

北海道電力ネットワ

ーク株式会社（紋別

ネットワークセンタ

ー） 

1.所管の発電施設等の防災管理を行うこと。 

2.災害時における電力の円滑なる供給を行うよう努める

こと。 

3.電力施設の災害と復旧見込み等の周知に関すること。 

4.協定に基づく災害時・平時における協力・連携に関す

ること。 

社団法人紋別医師会 
1.災害時における救急医療及び医療防疫対策を行うこ

と。 

日本赤十字社北海道

支部（滝上分区） 

1.災害時における医療、助産等の救助業務に関すること。 

2.救援物資の供給に関すること。 

3.救助に関し、民間団体及び個人の行う救助活動の連絡

調整に関すること。 

4.災害義援金品の受領、配分及び募集に関すること。 

公共的団体及

び防災上重要

な施設の管理

者 

オホーツクはまなす農業協同組合

滝 上 支 所 

1.町が行う被害状況調査及び応急対策の協力を行うこ

と。 

2.共同利用施設の災害応急対策及び災害復旧対策を行う

こと。 

3.被災組合員に対する融資及びその斡旋を行うこと。 

4.農業生産資材及び生活物資の確保斡旋を行うこと。 

滝 上 町 森 林 組 合 

1.町が行う被害状況調査及び応急対策の協力を行うこ

と。 

2.林野火災時における消火及び応急対策に関すること。 

3.被災組合員に対する融資及びその斡旋を行うこと。 

4.林野火災の予防に関すること。 

滝上林業協同組合 

1.町が行う被害状況調査及び応急対策の協力を行うこ

と。 

2.林野火災時における消火及び応急対策に関すること。 

3.被災組合員に対する融資及びその斡旋を行うこと。 

4.林野火災の予防に関すること。 

滝上町森林愛護組合

連合会（単位森林愛

護組合） 

1.林野火災の予防に関すること。 

滝 上 町 商 工 会 

1.被害商工業者の経営指導及び融資斡旋に関すること。 

2.災害時における物価の安定及び救援物資の確保につい

て協力すること。 

北 紋 バ ス ㈱ 

1.災害時における避難者及び救援物資の緊急輸送を行う

こと。 

2.災害時における復旧資材の輸送協力を行うこと。 

町 内 輸 送 事 業 者 
1.災害時における避難者及び救援物資の緊急輸送等につ

いて関係機関の支援を行うこと。 

一般病院･診療所 1.災害時において医療対策について協力すること。 
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危険物関係施設の管理者 
1.災害時における危険物の保安に関する措置を行うこ

と。 

滝上町建設業協会 1.災害時における応急対策の実施協力に関すること。 

滝上町社会福祉協議会 

1.被災者の救護活動について協力すること。 

2.災害時における炊き出し、災害予防、災害応急対策の

協力に関すること。 

3.協定に基づく平時における町と連携した防災教育の実

施に関すること。 

4.協定に基づく災害ボランティアセンターの設置・運営

に関すること。 
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第５節 町民及び事業所の基本的責務 

 

自然災害の発生を防ぐことは不可能であり、特に大規模災害発生時には、町及び防災関係機関だけ

では、災害時の救助・救急・消火活動、避難等の対応や二次災害の防止を行うことは不可能である。 

そのため、災害時の被害を最小化する「減災」の考え方を防災の基本方針とし、被災したとしても

町民の命が失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、様々な対策を

実施し、災害に備えなければならない。 

特に、町民一人ひとりが「自らの安全は自らで守る」との自覚を持ち、地域が連携して行動するこ

とが重要である。また、町内の事業所においても「災害を最小限にくい止め、地域社会に貢献する」

ことを基本理念として、事業所内の災害対策にあたることが求められる。 

町の防災対策は、北海道防災対策基本条例（平成21年北海道条例第8号）第3条の基本理念に基づき、

『自助（自らの安全を自らで守ること）』、『共助（地域において互いに助け合うこと）』及び『公助（町

及び防災関係機関が実施する対策）』のそれぞれが効果的に推進されるよう、町民・事業所、滝上町

及び防災関係機関の適切な役割分担による協働により、着実に実施されなければならない。 

そのため、地域の多様な視点を反映した防災対策により地域防災力の向上を図るため、防災に関

する政策・方針の決定に際して、女性や高齢者、障がい者等の参画を拡大し、多様なニーズに対応

できる防災体制の確立を図る必要がある。 

 

■町民・事業所のすべきこと 

◆町民が 

すべきこと 

自助 

○自らの命は自らで守る 

○日頃からの災害に対する備えを心がける 

○災害に関心を持ち、自主的に行動する 

共助 ○地域においてお互いに助け合う 

◆事業所が 

すべきこと 

自助 

○防災行動マニュアルなど防災体制を整備する 

○業務継続計画（ＢＣＰ）を作成し、早期に業務を回復する 

○迅速な指示・避難誘導により、従業員の安全を確保する 

共助 ○避難者・被災者への物資提供など、可能な範囲で社会に貢献する 
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１ 町民の責務 

東日本大震災等の経験を踏まえ、町民は、自らの安全は自らが守るという防災の基本に立ち、平

常時から、防災に関する知識の習得や食品、飲料水をはじめとする生活必需物資の備蓄など、自ら

災害に対する備えを行うとともに、一般的に自分は大丈夫という思い込み（正常性バイアス）が働

くことを自覚しながら、防災訓練など自発的な防災活動への参加や災害教訓の伝承に努めるもの

とする。 

また、災害時に自らの安全を守るよう行動するとともに、近隣の負傷者や避難行動要支援者への

支援、避難所における自主的活動、町及び防災関係機関が実施する防災活動への協力など、地域に

おける被害の拡大防止や軽減への寄与に努めるものとする。 

 

■町民の基本的責務 

平 常 時 の 備 え 

1. 避難の方法（避難路、避難場所等）及び家族との連絡方法の確認。 

2. 「最低3日間、推奨1週間」分の食料、飲料水、携帯トイレ・簡易ト

イレ、トイレットペーパー、女性用品、ポータブルストーブ等の備

蓄、非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池、携帯電話充

電器等）の準備、自動車へのこまめな満タン給油及び自宅等の暖房・

給湯用燃料の確保。 

3. 隣近所との協力関係の構築。 

4. 災害危険区域等、地域における災害の危険性の把握。 

5. 防災訓練、研修会等への積極的参加による防災知識、応急救護技術

等の習得。 

6. 町内会における要配慮者への配慮。 

7.  自主防災組織の結成による備蓄や訓練の実施。 

8. 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等を行う。 

災 害 時 の 対 策 

1. 自らの安全の確保。 

2. 気象・災害情報の自発的収集と隣近所への周知伝達。 

3. 地域における被災状況の把握。 

4. 隣近所の負傷者及び避難行動要支援者の救助・支援。 

5. 住宅が破壊された場合等、状況に応じた自主避難。 

6. 避難場所の運営への自主的な協力・参加。（住民主体の避難所運営体

制の構築） 

7. 町・防災関係機関の活動への協力。 

8. 初期消火活動や避難・誘導等の応急対策。 

9. 自主防災組織への参加・活動。 

災害緊急事態の

布告があったと

き の 協 力 

国の経済や公共の福祉に重大な影響を及ぼすような異常で激甚な非常災

害が発生し、基本法第105条に基づく災害緊急事態の布告が発せられ、内

閣総理大臣から社会的・経済的混乱を抑制するため、生活必需品等国民

生活との関連性が高い物資や燃料等国民経済上重要な物資をみだりに購

入しないこと等の協力を求められた場合は、住民はこれに応ずるように

努めるものとする。 

 

２ 事業所の責務 

災害応急対策や災害復旧に必要となる食料、飲料水、生活必需品等の物資・資材又は役務の供給・

提供に関する者をはじめとする各事業者は、日常的に災害の発生に備える意識を高め、自ら防災対
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策を実施するとともに、町、防災関係機関及び自主防災組織等が行う防災対策に協力しなければな

らない。 

このため、従業員や施設利用者の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域への貢献・地域

との共生等、災害時に果たす役割を十分に認識し、各事業者において災害時に業務を継続するため

の事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するとともに、防災体制の整備や防災訓練の実施、取引先とのサ

プライチェーンの確保等の事業継続上の取組を継続的に実施するなどの取組を通じて、防災活動

の推進に努めるものとする。 

 

■事業所の責務 

平 常 時 の 備 え 

1. 災害時行動マニュアルの作成。 

2. 災害危険区域等、地域における災害の危険性の把握。 

3. 防災体制の整備。 

4. 防災訓練の実施及び従業員等に対する防災教育の実施。 

5. 「最低3日間、推奨1週間」分の食料、飲料水、携帯トイレ・簡易ト

イレ、トイレットペーパー、女性用品、ポータブルストーブ等の備

蓄、非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池、携帯電話充

電器等）の準備、自動車へのこまめな満タン給油及び自宅等の暖房・

給湯用燃料の確保。 

6. 事業継続計画（ＢＣＰ）の作成。 

7. 事業所の耐震化の促進。 

8. 予想被害からの復旧計画策定。 

9. 燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応。 

10. 取引先とのサプライチェーンの確保。 

災 害 時 の 対 策 

1. 所有管理する施設の被害把握と二次災害の発生防止。 

2. 従業員及び施設利用者への災害情報の提供。 

3. 従業員及び施設利用者の避難誘導及び救助。 

4. 初期消火活動等の応急対策。 

5. 避難者の受入れ、ボランティア活動への支援、物資の供給等、可能

な限りの地域貢献。 

6. 事業の継続又は早期再開・復旧 

 

３ 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 

１ 町内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者（要配慮者利用施設や地 

下街等の施設管理者を含む。）（以下「地区居住者等」という。）は、当該地区における防災力の 

向上を図るため、協働により、防災訓練の実施、物資等の備蓄、避難行動要支援者の避難支援体 

制の構築等の自発的な防災活動の推進に努めるものとする。 

２ 地区居住者等は、必要に応じて、当該地区における自発的な防災活動に関する計画を作成し、 

地区防災計画の素案として町防災会議に提案するなど、町との連携に努めるものとする。 

３ 町防災会議は、地区防災計画の提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて町 

地域防災計画に地区防災計画を定める必要性について判断し、必要があると認めるときは、町地 

域防災計画に地区防災計画を定める。 

４ 町は、個別避難計画が作成されている避難行動要支援者が居住する地区において、地区防災計 

画を定める場合は、地域全体での避難が円滑に行われるよう、個別避難計画で定められた内容を 
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前提とした避難支援の役割分担及び支援内容を整理し、両計画の整合が図られるよう努めるも 

のとする。また、訓練等により、両計画の一体的な運用が図られるよう努めるものとする。 

５ 町は、自主防災組織の育成、強化を図るとともに、住民一人ひとりが自ら行う防災活動の促進 

 により、町における地域社会の防災体制の充実を図るものとする。 

 

４ 住民活動等の展開 

災害に関する知識と各自の防災対策に習熟し、その実践を促進する町民運動が継続的に展開さ 

れるよう、災害予防責任者をはじめ、町民個人や家庭、事業者や団体等、多様な主体の連携により、 

防災の日、防災週間、水防月間、土砂災害防止月間、山地災害防止キャンペーン、津波防災の日、 

防災とボランティアの日、防災とボランティア週間等のあらゆる機会を活用し、防災意識を高揚す 

るための様々な取組を行い、広く町民の参加を呼びかけるものとする。 
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第２章 滝上町の環境と災害 

 

 

 

 

 

節 主な記載内容 

第１節 滝上町の概要 ○滝上町の位置及び面積、地勢と地質及び気象などの

自然環境、人口や道路ネットワークなどの社会環境

について記載。 

第２節 自然環境 

第３節 社会環境 

第４節 災害履歴 ○滝上町で起こり得る災害、水防危険区域や浸水予想

地域、土砂災害危険箇所など、災害に対して警戒す

べき区域について記載。 第５節 重要警戒区域 
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第１節 滝上町の概要 

 

１ 位置及び面積 

 

滝上町は網走管内の西部に位置し、北端北緯 44°17′南端北緯 43°55′東端東経 143°12′

西端東経 142°50′にあり、面積は 766.89k㎡である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滝上町の位置図 

 

第２節 自然環境 

 

１ 地勢と地質 

 

滝上町の地勢は北見山脈のなかにあり、三方を山に囲まれ中央を渚滑川が流れ、流域は南

西部が高く、北東に向かって低い狭長平坦地である。 

地質は粘板岩、砂岩を主とする日高層が全域に広く分布し、河川に沿って第４紀の段丘堆

積層が高所に、低所には現河床堆積物である沖積層が帯状に分布している。河川として、渚

滑川・オシラネップ川・サクルー川がある。 

 

２ 気  象 

 

滝上町はオホーツクの気象圏にあるが、周囲を山脈に囲まれて直接の影響を受けることは

少なく、盆地的、大陸型的気象条件となることが多い。風向きは、夏は東北東、冬は西南西

からの風が多く、気温は夏は 30℃を超え、冬は-30℃以下になることがあり寒暖の差が著し

い。降水量は年間 800㎜程度で降水量及び降雨日数が少なく、近年日照時間が短い気象傾向

にある。 

※資料編３－１：気象状況  

 

滝上町 
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第３節 社会環境 

 

滝上町の人口は、昭和30年代をピークに減少傾向にあ

り、現在2,344人である。年齢構成別人口では、65歳以上

の高齢者が占める割合が年々高くなり、この傾向は今後も

続くものと予想される。 

周辺都市への交通は、国道273号が町の中心を走り、紋

別市・旭川市へと通じている。また、道道61号（士別滝の

上線）と道道137号（遠軽雄武線）が走り、北は西興部

村、南は紋別市、西は士別市に通じている。 

 

 

 

 

滝上町の道路ネットワーク 

 

■滝上町の人口の推移（人口・世帯数） ※総務省統計局「国勢調査」 

 昭和 
35 年 

昭和 
40 年 

昭和 
45 年 

昭和 
50 年 

昭和 
55 年 

昭和 
60 年 

平成 
2 年 

平成 
7 年 

平成 
12 年 

平成 
17 年 

平成 
22 年 

総数 13,437 11,363 8,514 6,711 5,673 5,026 4,499 4,084 3,799 3,366 3,028 

男 6,778 5,566 4,140 3,265 2,768 2,429 2,183 1,938 1,811 1,573 1,429 

女 6,659 5,797 4,374 3,446 2,905 2,597 2,316 2,146 1,988 1,793 1,599 

世帯数 2,836 2,780 2,416 2,127 2,017 1,844 1,733 1,636 1,578 1,478 1,376 

 平成 
27 年 

令和 
2 年 

 
総数 2,721 2,421 

男 1,292 1,177 

女 1,429 1,244 

世帯数 1,295 1,201 

■滝上町の年齢構成別人口の推移 ※総務省統計局「国勢調査」 

  昭和 
35 年 

昭和 
40 年 

昭和 
45 年 

昭和 
50 年 

昭和 
55 年 

昭和 
60 年 

平成 
2 年 

平成 
7 年 

平成 
12 年 

平成 
17 年 

平成 
22 年 

年少人口 4,857 3,501 2,230 1,483 1,045 842 690 547 436 341 269 
生産 

年齢人口 7,957 7,140 5,595 4,609 3,967 3,416 2,894 2,460 2,205 1,805 1,593 

老年人口 623 722 689 619 661 768 915 1,077 1,158 1,220 1,166 

総 数 13,437 11,363 8,514 6,711 5,673 5,026 4,499 4,084 3,799 3,366 3,028 
 平成 

27 年 
令和 
2 年 

年少人口 239 202 
生産 

年齢人口 1,362 1,135 

老年人口 1,120 1,084 

総 数 2,721 2,421 
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第４節 災害履歴 

 

１ 融雪増水 

融雪による河川の増水は山地融雪期の 4月中旬から発生するが、本町を流れる河川の護岸

は整備されていて危険性が少なくなっている。 

２ 雪  害 

本地域は 11 月から 3 月にかけて降雪期となり、１日の積雪量は 76ｃｍになることもあ

り、吹雪による交通被害の発生が予想される。 

３ 暴風被害 

暴風雨は、本地方だけに限られていないが、例年 9 月から 10 月にかけて多く発生し、台

風の経路によっては多大な被害をもたらすことがある。 

４ 土砂災害 

本地域は、土砂災害危険箇所が多く存在し、土砂災害による被害の発生が想定される。 

５ 水  害 

本地域は、台風や豪雨による被害が発生している。令和 3 年 7 月の水防法改正に基づき、

洪水予報河川及び水位周知河川に指定されていない河川等における水害リスク情報を共有

するため、令和 4 年に道は iRIC を用いて想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域図を

公表したことから、今後も水害による被害の発生が想定される。 

６ 地震災害 

本地域は、近年被害をもたらすような地震は発生していないが、発生する確率は低いもの

の、大きな地震が全く発生しないとはいえない。 

 

滝上町におけるこれまで発生した災害記録を資料編３－２に示す。 

※資料編３－２：災害記録 
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第５節 重要警戒区域 

 

災害が予想される重要警戒区域の実情を調査し、容易に応急対策が講じられるようにすると

ともに、その地域に対する施設の整備計画を明らかにする。 

滝上町には、水防危険区域 3箇所、市街地における低地帯の浸水予想区域 3箇所、土砂災害危

険箇所が土石流危険渓流 45 箇所、急傾斜地崩壊危険箇所 26 箇所、地すべり危険箇所 3 箇所の

計 74箇所、地すべり・がけ崩れ等危険箇所 10箇所、その他災害が想定される区域 22箇所があ

る。 

平成 29年 3月、土砂災害防止法の規定に基づき、土砂災害危険箇所のうち、特に警戒避難体

制を整備すべき箇所として、土砂災害警戒区域 51 箇所、土砂災害特別警戒区域 31箇所の区域指

定が行われた。残りの土砂災害危険箇所 23箇所については、令和 3年 5月、同法の規定に基づ

き、土砂災害危険箇所のうち、特に警戒避難体制を整備すべき箇所として、土砂災害警戒区域 23

箇所、土砂災害特別警戒区域 8箇所の区域指定が行われた。 

 

１ 重要警戒区域 

(1) 水防区域 

河川が増水し、河川の溢水、堤防の決壊などで災害が予想され、警戒を必要とする区域。 

※資料編３－３：水防危険区域一覧及び区域図 

(2) 洪水浸水想定区域 

河川が氾濫した場合に想定される洪水浸水想定区域と浸水した場合に想定される水深。 

※資料編３－４：洪水浸水想定区域図（１１河川） 

（3） 市街地における低地帯の浸水予想区域 

大雨等により市街地で排水能力以上に増水し、低地で浸水のおそれが予想される区域。 

※資料編３－５：市街地における低地帯の浸水予想区域一覧及び区域図 

（4） 土石流危険渓流区域 

大雨等により、土石流による災害が予想される区域。 

なお、これに準ずる渓流は、必要に応じ警戒するものとする。 

※資料編３－６：土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 

（5） 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 

大雨等により、土石流、がけ崩れ、地すべりによる災害が予想される区域。 

※資料編３－６：土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 

（6） 地すべり・がけ崩れ等危険区域 

大雨等により、地すべり、がけ崩れ等の災害が予想される区域。 

※資料編３－７：地すべり・がけ崩れ等危険区域一覧及び区域図 

（7） 山地災害危険地区 

降雨等により山や沢など（山地）から発生する土砂災害のおそれがある地区。 

※資料編３－８：山地災害危険地区一覧及び位置図 

（8） その他被害が予想される区域 

過去の浸水実績など、その他災害が予想される区域。 
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※資料編３－９：その他災害が予想される区域一覧及び区域図 

※資料編３－１０：浸水実績及び災害危険箇所図 
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第３章 防災組織 

 

 

災害の予防、応急対策及び復旧等の防災活動に即応する体制を確立し、災害対策の総合的運営

を図るため、防災に関する組織及びその運営等に関する事項を定め、災害対策の実施体制の確立

を図るものとする。 

節 主な記載内容 

第１節 防災会議 ○町防災会議の位置づけと組織の構成、条例に基づく

運営について記載。 

第２節 災害対策本部 ○基本法に基づく災害対策本部の設置と組織の構成、

対策本部各班の業務分担、災害対策本部の設置基

準、廃止の時期及び公表、配備体制などについて記

載。 

第３節 防災関係機関 ○災害時に滝上町において、人員及び資材が不足した

場合などに、必要に応じて協力要請を行う自衛隊、

警察、消防等の防災関係機関及び要請方法等につい

て記載。 

第４節 住民組織・防災ボランティア ○基本法第 7 条の趣旨に基づき、災害応急対策等を円

滑かつ迅速に行うため町長より応援協力を要請する

住民組織やボランティアの受入れについて記載。 
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第１節 防災会議 

 

町防災会議は、町長を会長とし、滝上町防災会議条例（昭和38年2月21日条例第４号）第３条

第５項に規定する者を委員として組織するものであり、その所掌事務は、本町における防災計画

を作成し、その実施を推進すると共に、町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事

項を審議することを任務とする。 

１ 防災会議の組織 

   
指定地方行政機関 

  網 走 開 発 建 設 部 
遠 軽 開 発 事 務 所 長      

 
  

   網 走 開 発 建 設 部 
興 部 道 路 事 務 所 長     

 
  

   網 走 西 部 森 林 管 理 署 
西 紋 別 支 署 長     

       

   
北 海 道 

  オ ホ ー ツ ク 総 合 振 興 局 
地域創生部地域政策課主幹（地域行政）      

      オ ホ ー ツ ク 総 合 振 興 局 
保 健 環 境 部 紋 別 地 域 保 健 室 長       

      オ ホ ー ツ ク 総 合 振 興 局 
網 走 建 設 管 理 部 紋 別 出 張 所 長       

      オ ホ ー ツ ク 総 合 振 興 局 
保健環境部紋別社会福祉事務出張所長       

       

   
北 海 道 警 察 

  
紋 別 警 察 署 長 

     

       

会 長   
滝 上 町 

  副町長、総務課長、まちづくり推進課長、住民
生活課長、建設課長、林政課長、商工観光課

長、保健福祉課長、農政課長 
滝 上 町 長     

      

       
       

   
教 育 委 員 会 

  
教 育 長 、 生 涯 教 育 課 長 

     

       

   
消 防 機 関 

  紋 別 地 区 消 防 組 合 消 防 本 部 消 防 長 

     紋 別 地 区 消 防 組 合 消 防 署 滝 上 支 署 長 

       

      
紋 別 地 区 消 防 組 合 滝 上 消 防 団 長 

      

       

   指定公共機関及び 
指定地方公共機関 

  日 本 郵 便 局 株 式 会 社 滝 上 郵 便 局 長 

     東 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 
北 海 道 事 業 部 北 見 支 店 長       

      北海道電力ネットワーク株式会社紋別ネットワークセンター所長  

      社 団 法 人 紋 別 医 師 会 長 

       

   町 長 が 防 災 上 
必 要 と 認 め る 者 

  滝 上 町 議 会 議 長 

     滝 上 町 町 内 会 連 合 会 長 

      社会福祉法人滝上町社会福祉協議会長 

      オ ホ ー ツ ク は ま な す 農 業 協 同 組 合 
総務部金融共済課滝上支店長       

      滝 上 町 商 工 会 長 

      滝 上 町 森 林 組 合 代 表 理 事 組 合 長 

      滝 上 林 業 協 同 組 合 代 表 理 事 

      滝 上 町 建 設 業 協 会 長 

      北 紋 バ ス ㈱ 代 表 取 締 役 
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２ 防災会議の運営 

防災会議の運営は、滝上町防災会議条例の定めるところによる。 

※資料編１－１：滝上町防災会議条例 

  



25 

 

第２節 災害対策本部 

 

町長は、区域内に災害が発生し又は発生するおそれがある場合で必要があると認めるとき

は、基本法第23条の2及び滝上町災害対策本部条例（昭和38年2月21日条例第5号）の規定に基づ

き災害対策本部を設置し、強力に防災活動を推進するものとする。 

※資料編１－２：滝上町災害対策本部条例 

１ 組  織   

【大規模災害時（基本）】 ※資料編４－１：滝上町災害対策本部組織図 
本 部 長  副 本 部 長   災 害 統 括 部   統括班（事務局） 防 災 活 動 係 
町 長  副 町 長   住民生活課長（正）   防 災 活 動 係 長 戸 籍 係 

    
総務課長（副） 
まちづくり推進課長（副） 

  
  

       環 境 整 備 班 住 民 環 境 係 

       住 民 環 境 係 長 住 民 税 係 
資 産 税 係 

         
本  部  員  会  議      広 報 調 整 班 管 財 係 
（ 構  成  員 ）      情 報 係 長 情 報 係 

町   長        
副 町 長 教 育 長      庶 務 対 策 班 

庶 務 係 
総 務 課 長 まちづくり推進課長      庶 務 係 長 
住 民 生 活 課 長 会 計 管 理 者        
保 健 福 祉 課 長 議 会 事 務 局 長      財 政 対 策 班 財 政 係 

まちづくり推進係 農 政 課 長 教育委員会生涯教育課長      財 政 係 長 

建 設 課 長 国 民 健 康 保 険 診 療 所 事 務 長        

林 政 課 長 農業委員会事務局長        
商 工 観 光 課 長 紋別地区消防組合滝上支署長   避難救護・保健対策部   救 護 対 策 班 福 祉 係 
農 業 振 興 担 当 課 長 国民健康保険診療所参事   保健福祉課長（正）   

福 祉 係 長 
地域包括・介護支援センター 

教育委員会生涯教育参事    会計管理者（副）   子育て支援係・こども園 
    議会事務局長（副）     
       避 難 所 設 置 班 保 健 係 
       

保 健 係 長 
議会事務局庶務係・議事係 

       出 納 室 出 納 係 
         
       保 健 班 健 康 推 進 係 

子育て世代包括支援
セ ン タ ー        健 康 推 進 係 長 

         
    現 地 対 策 部   土 木 対 策 班 管 理 係 

    
建設課長（正） 
農政課長（副） 
林政課長（副） 

  
管 理 係 長 土 木 係 

建 築 係 

    農業委員会事務局長（副）     
    農業振興担当課長(副)   上 下 水 道 対 策 班 

上 下 水 道 係 
     

  
上 下 水 道 係 長 

         
       農 林 業 対 策 班 農 政 係 

       

農 政 係 長 

振 興 担 い 手 係 
地 籍 係 

     
  地 産 食 育 係 

農業委員会農地係 
       林 政 係 
         
    商 工 対 策 部   商 工 対 策 班 

商 工 観 光 係 
    商工観光課長（正）   商 工 観 光 係 長 
         
    文 教 対 策 部   文 教 対 策 班 

総 務 学 校 教 育 係 
    教 育 長 （ 正 ）   

総務学校教育係長 
    生涯教育課長（副） 

生涯教育課参事（副） 
  社 会 教 育 係 

         
    医 療 対 策 部   医 療 対 策 班 国保診療所庶務係 

    
国保診療所長（正） 
国保診療所事務長（副） 
国保診療所看護師長（副） 

  
国保診療所庶務係長 国保診療所医事係 

※災害応急及び復旧対策を迅速かつ適切に実行するために、所属部・班の業務が発生していない

及び所属部・班内で人員の調整が可能である場合は、その他対策部の業務に従事する。なお、避

難救護・保健対策部の業務（避難所の開設・運営等）にあたっては短期的にも、中長期的にも人

数を要することから優先的に従事する。いずれの従事についても、災害統括部から指示する。 
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【大規模停電時（災害被害が少ない、被害が限定的な場合も含む）】※避難所開設が中心 

※資料編４－１：滝上町災害対策本部組織図 
本 部 長  副 本 部 長   災 害 統 括 部   統括班（事務局） 防 災 活 動 係 
町 長  副 町 長   住民生活課長（正）   防 災 活 動 係 長 戸 籍 係 

    
総務課長（副） 
まちづくり推進課長（副） 

  
  

       環 境 整 備 班 住 民 環 境 係 

       住 民 環 境 係 長 住 民 税 係 
資 産 税 係 

         
本  部  員  会  議      広 報 調 整 班 管 財 係 
（ 構  成  員 ）      情 報 係 長 情 報 係 

町   長        
副 町 長 教 育 長      庶 務 対 策 班 

庶 務 係 
総 務 課 長 まちづくり推進課長      庶 務 係 長 
住 民 生 活 課 長 会 計 管 理 者        
保 健 福 祉 課 長 議 会 事 務 局 長      財 政 対 策 班 財 政 係 

まちづくり推進係 農 政 課 長 教育委員会生涯教育課長      財 政 係 長 

建 設 課 長 国 民 健 康 保 険 診 療 所 事 務 長        

林 政 課 長 農業委員会事務局長        
商 工 観 光 課 長 紋別地区消防組合滝上支署長   避難救護・保健対策部   救 護 対 策 班 福 祉 係 
農 業 振 興 担 当 課 長 国民健康保険診療所参事   保健福祉課長（正）   

福 祉 係 長 
地域包括・介護支援センター 

教育委員会生涯教育参事    会計管理者（副）   子育て支援係・こども園 
    議会事務局長（副）     
       避 難 所 設 置 班 保 健 係 
       

保 健 係 長 
議会事務局庶務係・議事係 

       出 納 室 出 納 係 
         
       保 健 班 健 康 推 進 係 

子育て世代包括支援
セ ン タ ー        健 康 推 進 係 長 

避難所設置班（他班からの応援）        
※災害統括部から指示があった場合   現 地 対 策 部   土 木 対 策 班 管 理 係 

災害統括部 庶務対策班 庶 務 係 

  
建設課長（正） 
農政課長（副） 
林政課長（副） 

  

管 理 係 長 土 木 係 
建 築 係 災害統括部 

財政対策班 
財 政 係 

まちづくり推進係 

災害統括部 
環境整備班 

住 民 環 境 係   農業委員会事務局長（副）     

住 民 税 係   農業振興担当課長(副)   上 下 水 道 対 策 班 

上 下 水 道 係 資 産 税 係 
   

  
上 下 水 道 係 長 

災害統括部 
広報調整班 

管 財 係 

情 報 係        
避難救護・保健対策部 

保健班 
健 康 推 進 係 
子育て世代包括支援
セ ン タ ー 

   
  

農 林 業 対 策 班 農 政 係 

避難救護・保健対策部 
救護対策班 

福 祉 係 
   

  

農 政 係 長 

振 興 担 い 手 係 
地 籍 係 地 域 包 括 ・ 介 護 支 援 セ ン タ ー 

子 育 て 支 援 係 
   

  地 産 食 育 係 
農業委員会農地係 

現地対策部 
土木対策班 

管 理 係 

土 木 係      林 政 係 

建 築 係        

現地対策部 上下水道対策班 上 下 水 道 係   商 工 対 策 班   商 工 対 策 班 
商 工 観 光 係 

現地対策部 
農林業対策班 

農 政 係   商工観光課長（正）   商 工 観 光 係 長 

振 興 担 い 手 係        

地 籍 係   文 教 対 策 部   文 教 対 策 班 
総 務 学 校 教 育 係 

地 産 食 育 係   教 育 長 （ 正 ）   

総務学校教育係長 農業委員会農地係 
  生涯教育課長（副） 

生涯教育課参事（副） 

  
社 会 教 育 係 

林 政 係 

商工対策部 商工対策班 商 工 観 光 係        

文教対策部 
文教対策班 

総 務 学 校 教 育 係   医 療 対 策 部   医 療 対 策 班 国保診療所庶務係 

社 会 教 育 係 
  

国保診療所長（正） 
国保診療所事務長（副） 
国保診療所看護師長（副） 

  
国保診療所庶務係長 国保診療所医事係 

  

※【大規模災害時（基本）】の「※」は同様に適用する。 

※避難所設置班（他班からの応援）の中で、避難誘導に従事する役割である環境整備班、広

報調整班、救護対策班（こども園除く）、商工対策班、文教対策班は、避難誘導の実施可

否、実施状況を総合的に判断した上で応援を依頼する。医療対策班は、緊急時でも適切な医

療救護活動を確保できるように、避難所設置班の応援班からは除く。 



27 

 

２ 災害対策本部の業務分担 

災害対策本部の各班の業務分担は次のとおりとする。 

※資料編４－２：滝上町災害対策本部業務分担 

部名 班名 業務分担 

災
害
統
括
部 

統
括
班
（
事
務
局
） 

【災害応急対策】 

1. 災害応急対策の総合調整に関すること。 

2. 災害対策本部の設置運営・廃止及び本部員会議に関すること。 

3. 気象等特別警報・警報・注意報及び気象情報等並びに災害情報の収集、伝

達に関すること。 

4. 自衛隊災害派遣要請依頼に関すること。 

5. 災害日誌及び記録に関すること。 

6. 救助法の適用業務に関すること。 

7. 職員の非常招集の総括に関すること。 

8. 消防機関の出動要請・連絡調整に関すること。 

9. 町内会等住民組織との協力要請・連絡調整に関すること。 

10. 部内の調整に関すること。 

11. その他各部、班に属さないこと。 

12. 各部、各班及び関係機関の連絡調整に関すること。 

13. 各班の災害に関する情報及び応急対策の実施状況を取りまとめ本部に報告

すること。 

14. 災害情報の収集及び集計に関すること。 

15. 災害情報等報告取扱要領に基づく北海道への報告に関すること。 

16. 避難情報（避難指示等）の発令・伝達に関すること。 

17. ガス及び電気事業者との連絡調整に関すること。 

18. 避難場所の開設調整に関すること。 

19. 広域避難に関すること。 

20. 警戒区域の設定に関すること。 

21. 他市町村、北海道、防災関係機関への応援要請に関すること。 

22. 災害時の暖房器具・燃料の確保に関すること。 

23. 災害に関する相談及び苦情等の処理に関すること。 

24. 事故災害対策に関すること。 

25. その他、対策部業務の支援に関すること。 

※所属する部・班の業務が発生していない場合及び所属する部・班内で人 

員の調整が可能である場合はその他対策部の業務に従事する。なお、避難

救護・保健対策部の業務（避難所の開設・運営等）にあたっては短期的に

も、中長期的にも人数を要することから、優先的に従事する。いずれの従

事についても、災害統括部から指示する。 

【災害復旧対策】 

1. 災害復旧対策の総合調整に関すること。 

2. 被災者生活再建支援制度に関すること。 

3. 災害救助費の予算経費の総括に関すること。 
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環
境
整
備
班 

【災害応急対策】 

1. 被災地の防疫及び清掃に関すること。 

2. 被災地及び避難場所の環境衛生対策に関すること。 

3. 被災者の被害地への立ち入り制限に関すること。 

4. 被災地の遺体の捜索、処理及び埋葬に関すること。 

5. 逸走犬等の保護及び家庭動物の避難に関すること。 

6. 保健所との災害関係（衛生対策）の連絡調整に関すること。 

7. 災害時の廃棄物及び汚物処理に関すること。 

8. 被災者及び被災家屋等の実地調査に関すること。 

9. 避難誘導及び救出活動の支援に関すること。 

10. 警察や消防機関が行う行方不明者の捜索活動の支援に関すること。 

11. 災害情報及び被害情報の収集に関すること。 

12. その他、対策部業務の支援に関すること。 

※所属する部・班の業務が発生していない場合及び所属する部・班内で人 

員の調整が可能である場合はその他対策部の業務に従事する。なお、避難

救護・保健対策部の業務（避難所の開設・運営等）にあたっては短期的に

も、中長期的にも人数を要することから、優先的に従事する。いずれの従

事についても、災害統括部から指示する。 

【災害復旧対策】 

1. 災害復旧対策に関すること。 

2. 税の減免、徴収猶予に関すること。 

3. 罹災証明書の作成及び発行に関すること。 

4. 被災者台帳の作成に関すること。 

広
報
調
整
班 

【災害応急対策】 

1. 災害広報及び報道機関との連絡調整に関すること。 

2. 災害現場の記録写真撮影に関すること。 

3. 災害統計に関すること。 

4. 災害復旧総合計画に関すること。 

5. 災害ボランティアの受入れ、配備調整及び災害ボランティアセンター設置・ 

運営に関すること。 

6. 通信事業者との連絡調整に関すること。（通信機能の確保） 

7. 避難誘導及び救出活動の支援に関すること。 

8. 災害情報及び被害情報の収集に関すること。 

9. その他、対策部業務の支援に関すること。 

※所属する部・班の業務が発生していない場合及び所属する部・班内で人 

員の調整が可能である場合はその他対策部の業務に従事する。なお、避難

救護・保健対策部の業務（避難所の開設・運営等）にあたっては短期的に

も、中長期的にも人数を要することから、優先的に従事する。いずれの従

事についても、災害統括部から指示する。 

【災害復旧対策】 

1. 災害救助費の予算経費（災害ボランティアセンター設置・運営）に関する 

こと。 



29 

 

庶
務
対
策
班 

【災害応急対策】 

1. 庁内の非常配備体制に関すること。 

2. 応急対策のための人員の輸送に関すること。 

3. 車両借上げ及び町有車の運行管理に関すること。 

4. 災害時の輸送計画に関すること。 

5. 町村会、他市町村、北海道への応援要請に関すること 

6. 職員の非常招集に関すること。 

7. 町本部長、町副本部長の秘書に関すること。 

8. 災害視察者の接遇に関すること。 

9. 災害情報及び被害情報の収集に関すること。 

10. 町有財産の被害調査及び応急対策に関すること。 

11. その他、対策部業務の支援に関すること。 

※所属する部・班の業務が発生していない場合及び所属する部・班内で人 

員の調整が可能である場合はその他対策部の業務に従事する。なお、避難

救護・保健対策部の業務（避難所の開設・運営等）にあたっては短期的に

も、中長期的にも人数を要することから、優先的に従事する。いずれの従

事についても、災害統括部から指示する。 

【災害復旧対策】 

1. 災害対策従事者の公務災害補償に関すること。 

災
害
統
括
部 

財
政
対
策
班 

【災害応急対策】 

1. 災害関係予算の編成及び経理に関すること。 

2. 義援金品の受付、保管及び配付に関すること。 

3. 災害時の応急対策資材の供給に関すること。 

4. 災害時の食料及び衣料・生活必需品等の調達、供給に関すること。 

5. 労務供給計画及び労務者の雇上げに関すること。 

6. 救援物資の受入に関すること。 

7. 応急公用負担事務に関すること。 

8. 災害情報及び被害情報の収集に関すること。 

9. その他、財務業務に関すること。 

10. その他、対策部業務の支援に関すること。 

※所属する部・班の業務が発生していない場合及び所属する部・班内で人 

員の調整が可能である場合はその他対策部の業務に従事する。なお、避難

救護・保健対策部の業務（避難所の開設・運営等）にあたっては短期的に

も、中長期的にも人数を要することから、優先的に従事する。いずれの従

事についても、災害統括部から指示する。 

【災害復旧対策】 

1. 災害復旧予算措置及び財政援助措置に関すること。 

2. 災害見舞金・義援金の受理及び配布に関すること。 
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避
難
救
護
・
保
健
対
策
部 

救
護
対
策
班 

【災害応急対策】 

1. 被災地の救護計画及び実施に関すること。 

2. 救助機関との連絡調整に関すること。 

3. 社会福祉施設等の被害調査及び応急対策に関すること。 

4. 社会福祉施設等、町内施設入居者の避難誘導の連絡調整に関すること。 

5. 独居老人等、要配慮者の保護及び避難誘導並びに救出活動に関すること。 

6. 被災者に対する見舞金に関すること。 

7. 救助記録に関すること。 

8. 警察や消防機関が行う行方不明者の捜索活動の支援に関すること。 

9. 日本赤十字社との連絡調整に関すること。 

10. こども園の運営及び避難支援に関すること 

11. 災害ボランティアの受入に関すること。 

12. 災害情報及び被害情報の収集に関すること。 

13. その他、対策部業務の支援に関すること。 

※所属する部・班の業務が発生していない場合及び所属する部・班内で人 

員の調整が可能である場合はその他対策部の業務に従事する。なお、避難

救護・保健対策部の業務（避難所の開設・運営等）にあたっては短期的に

も、中長期的にも人数を要することから、優先的に従事する。いずれの従

事についても、災害統括部から指示する。 

【災害復旧対策】 

1. 社会福祉施設の復旧に関すること。 

2. 各福祉資金に関すること。 

避
難
所
設
置
班 

【災害応急対策】 

1. 避難場所の設置計画及び開設・運営に関すること。 

2. 被災者の受入れに関すること。 

3. 被災者の心配ごと相談に関すること。 

4. 避難所の炊き出し、食料の供給に関すること。 

5. 救援物資の受入、給与に関すること。 

6. 災害ボランティアの受入に関すること。 

7. その他、対策部業務の支援に関すること。 

※所属する部・班の業務が発生していない場合及び所属する部・班内で人 

員の調整が可能である場合はその他対策部の業務に従事する。なお、避難

救護・保健対策部の業務（避難所の開設・運営等）にあたっては短期的に

も、中長期的にも人数を要することから、優先的に従事する。いずれの従

事についても、災害統括部から指示する。 

【災害復旧対策】 

1. 避難場所の原状回復に関すること。 
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保
健
班 

【災害応急対策】  

1. 災害時の医療に関すること。 

2. 被災者の感染症予防及び患者の収容並びに紋別保健所、医療機関等との 

連絡調整に関すること。 

3. 被災者（地）及び避難場所の健康管理及び保健・栄養指導に関すること。 

4. 被災地及び避難場所の衛生対策に関すること。 

5. その他、保健業務に関すること。 

6. その他、対策部業務の支援に関すること。 

※所属する部・班の業務が発生していない場合及び所属する部・班内で人 

員の調整が可能である場合はその他対策部の業務に従事する。なお、避難

救護・保健対策部の業務（避難所の開設・運営等）にあたっては短期的に

も、中長期的にも人数を要することから、優先的に従事する。いずれの従

事についても、災害統括部から指示する。 

現
地
対
策
部 

土
木
対
策
班 

【災害応急対策】 

1. 道路、橋梁、河川等の被害調査及び応急対策に関すること。 

2. 災害時の交通不能箇所の調査及び運行路線の決定に関すること。 

3. 災害時の関係河川の情報収集に関すること。 

4. 災害時の復旧資材等の確保に関すること。 

5. 障害物の除去及び除雪に関すること。 

6. 被害建築物の調査及び応急対策に関すること。 

7. 応急仮設住宅の設置に関すること。 

8. 災害時の建築用資材の確保に関すること。 

9. 住宅被害調査記録に関すること。 

10.  部内の調整に関すること。 

11. その他、土木管理・建設業務に関すること。 

12. その他、対策部業務の支援に関すること。 

※所属する部・班の業務が発生していない場合及び所属する部・班内で人 

員の調整が可能である場合はその他対策部の業務に従事する。なお、避難

救護・保健対策部の業務（避難所の開設・運営等）にあたっては短期的に

も、中長期的にも人数を要することから、優先的に従事する。いずれの従

事についても、災害統括部から指示する。 

【災害復旧対策】 

1. 町管理の河川施設の復旧に関すること。 

2. 町管理の道路施設の復旧に関すること。 

3. 町管理の公園、緑地街路樹等の復旧に関すること。 

4. 災害時の建設用復旧資材の需給計画に関すること。 

5. 住宅の復旧に関すること。 
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現
地
対
策
部 

上
下
水
道
対
策
班 

【災害応急対策】 

1. 上下水道施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

2. 災害時における応急給水に関すること。 

3. 下水道区域の浸水防止に関すること。 

4. 関係機関との連絡調整に関すること。 

5. 断水等の広報、周知に関すること。 

6. 災害情報及び被害情報の収集に関すること。 

7. その他、上下水道業務に関すること。 

8. その他、対策部業務の支援に関すること。 

※所属する部・班の業務が発生していない場合及び所属する部・班内で人 

員の調整が可能である場合はその他対策部の業務に従事する。なお、避難

救護・保健対策部の業務（避難所の開設・運営等）にあたっては短期的に

も、中長期的にも人数を要することから、優先的に従事する。いずれの従

事についても、災害統括部から指示する。 

【災害復旧対策】 

 1. 上下水道施設の復旧に関すること。 

農
林
業
対
策
班 

【災害応急対策】 

1. 農林業被害状況調査及び応急対策に関すること。 

2. 治山、林道等の被害調査及び応急対策に関すること。 

3. 農地及び農林業施設の災害復旧に関すること。 

4. 被災家畜の防疫及び衛生に関すること。（伝染病等） 

5. 被害作物の防疫に関すること。（病害虫等） 

6. 被災林野の防疫に関すること。 

7. 農産物、種苗及び家畜飼料の確保に関すること。 

8. 家畜の避難に関すること。 

9. 死亡獣畜の処理に関すること。 

10. 農作物種苗等生産資材の確保に関すること。 

11. 林野火災に関すること。 

12. 災害情報及び被害情報の収集に関すること。 

13. その他、農林業務に関すること。 

14. その他、対策部業務の支援に関すること。 

※所属する部・班の業務が発生していない場合及び所属する部・班内で人 

員の調整が可能である場合はその他対策部の業務に従事する。なお、避難

救護・保健対策部の業務（避難所の開設・運営等）にあたっては短期的に

も、中長期的にも人数を要することから、優先的に従事する。いずれの従

事についても、災害統括部から指示する。 

【災害復旧対策】 

 1. 農林施設の復旧に関すること。 

2. 災害時の農林、畜産関係資金の融資に関すること。 
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商
工
対
策
班 

【災害応急対策】 

1. 被災企業の被害調査及び応急対策に関すること。 

2. 観光施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

3. 災害時における危険物等の保安に関すること。 

4. 観光客や外国人等の避難誘導に関すること。 

5. 災害時の消費物資の確保及び物価安定対策に関すること。 

6. 災害情報及び被害情報の収集に関すること。 

7. その他、商工業務に関すること。 

8. その他、対策部業務の支援に関すること。 

※所属する部・班の業務が発生していない場合及び所属する部・班内で人 

員の調整が可能である場合はその他対策部の業務に従事する。なお、避難

救護・保健対策部の業務（避難所の開設・運営等）にあたっては短期的に

も、中長期的にも人数を要することから、優先的に従事する。いずれの従

事についても、災害統括部から指示する。 

【災害復旧対策】 

1. 被災商工者及び観光関係業者の金融相談及び復旧に関すること。 

文
教
対
策
部 

文
教
対
策
班 

【災害応急対策】 

1. 学校教育施設・こども園施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

2. 被災学校児童・生徒の避難誘導に関すること。 

3. 災害時の応急教育に関すること。 

4. 災害時における学用品の給与に関すること。 

5. 災害時の給食施設の保全及び応急対策、炊き出しに関すること。 

6. 被災学校及びこども園の医療、防疫に関すること。 

7. 社会教育施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

8. 社会教育施設入館者の避難誘導に関すること。 

9. 災害時における文化財の被害調査及び保護対策に関すること。 

10. 災害情報及び被害情報の収集に関すること。 

11. その他、教育業務に関すること。 

12. その他、対策部業務の支援に関すること。 

※所属する部・班の業務が発生していない場合及び所属する部・班内で人 

員の調整が可能である場合はその他対策部の業務に従事する。なお、避難

救護・保健対策部の業務（避難所の開設・運営等）にあたっては短期的に

も、中長期的にも人数を要することから、優先的に従事する。いずれの従

事についても、災害統括部から指示する。 

【災害復旧対策】 

1. 学校教育施設の復旧に関すること。 

2. 社会教育施設の復旧に関すること。 
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医
療
対
策
部 

医
療
対
策
班 

【災害応急対策】 

1. 医療従事者、外来者、入院患者等の安否確認に関すること。 

2. 医療従事者、外来者、入院患者等の避難誘導に関すること。 

3. 医療救護活動に関すること。 

4. 災害時の医薬品の供給に関すること。 

5. 医療施設の応急対策に関すること。 

6. 災害情報及び被害情報の収集に関すること。 

7. その他、医療対策に関すること。 

8. その他、対策部業務の支援に関すること。 

※所属する部・班の業務が発生していない場合及び所属する部・班内で人 

員の調整が可能である場合はその他対策部の業務に従事する。なお、避難

救護・保健対策部の業務（避難所の開設・運営等）にあたっては短期的に

も、中長期的にも人数を要することから、優先的に従事する。いずれの従

事についても、災害統括部から指示する。 

【災害復旧対策】 

１ 医療施設の復旧に関すること。 
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３ 災害対策本部の設置基準、廃止の時期及び公表 

(1) 設  置 

基本法第23条の2第１項の規定により、本町地域において次に掲げる災害が発生し、又

は災害が発生するおそれがある場合に防災の推進を図るため必要と認めたとき、町長は、

災害対策本部を設置する。 

ｱ 大規模な災害が発生するおそれがあり、その対策を要するとき。 

ｲ 災害が発生しその規模及び範囲から判断して特に対策を要するとき。 

ｳ 気象、地象及び水象について情報又は警報を受け非常配備の必要があるとき。 

ｴ 震度５弱以上の地震が発生したとき。 

(2) 廃  止 

町長は予想された災害の危険が解消されたと認められるとき、又は災害発生後における

応急措置が完了したと認められたときは本部を廃止する。 

(3) 公  表 

災害対策本部を設置したときは、直ちにその旨を本部員並びに防災会議構成機関、オホ

ーツク総合振興局長、その他防災関係機関及び住民に対し電話、文書、その他の方法で通

知及び公表する。また、廃止した場合の公表については、設置の場合に準ずる。 

(4) 町長の職務代理 

災害発生時に町長との連絡が取れないような場合における災害対策本部設置等に関する

町長の職務代理者の順位は次の通りとする。 

ｱ 町長との連絡が取れない様な場合の職務代理者は副町長とする。 

ｲ 副町長との連絡が取れない様な場合の職務代理者は住民生活課長とする。 

ｳ 住民生活課長との連絡が取れない様な場合の職務代理者は総務課長とする。 

 

４ 標  識 

(1) 本部を設置したときは、役場正面玄関に標示板を掲出するものとする。 

(2) 本部長、副本部長、本部員、各班長及びその他の本部の職員が、災害時において非常活

動に従事するときは腕章を帯用するものとする。 

(3) 災害時において非常活動に使用する本部の自動車には標旗を付けるものとする。 

※資料編７－１：災害対策本部標示板・腕章及び標旗 

 

５ 本部員会議 

本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成し、災害対策の基本的な事項について

協議するものとする。 

(1) 本部員会議の開催 

ｱ 本部員は、それぞれの所管事項について会議に必要な資料を提出しなければなら

ない。 

ｲ 本部員は、必要により所要の職員を伴って会議に出席することができる。 

ｳ 本部員は、会議の招集を必要と認めるときは、災害統括部長にその旨申し出るも

のとする。 
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(2) 本部員会議の協議事項 

ｱ 本部の配備体制の切替え及び廃止に関すること。 

ｲ 災害情報、被害状況の分析と、それに伴う対策活動の基本方針に関すること。 

ｳ 応急対策実施に伴う各班の配置人員に関すること。 

ｴ 関係機関に対する応援の要請に関すること。 

ｵ その他災害対策に関する重要な事項。 

 

(3) 会議事項の周知 

会議の決定事項のうち、本部長が職員に周知する必要があると認めたものについては、

速やかにその徹底を図るものとする。 
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６ 本部の配備体制 

(1) 非常配備の基準 

ｱ 本部は、被害の防除及び軽減並びに災害発生後における応急対策の迅速かつ強力な推

進を図るため、非常配備の体制をとるものとする。ただし本部が設置されない場合であ

っても非常配備に関する基準により配備の体制をとることがあるものとする。 

ｲ 非常配備の区分、配備時期、配備内容等の基準は次のとおりとし、配備の決定は本部

長が行う。 

(2) 非常配備体制 

区分 配備時期 配備内容 任  務 担当部員 

第１ 

非常 

配備 

1.気象業務法に基づく気象

に関係する情報又は警報

が発表されたとき。 

2.震度３以上の地震が発生

したとき。 

3.その他特に本部長が必要

と認めたとき。 

気象警報､情報を関係機

関に伝達するとともに、危

険区域の状況調査を行う。

状況により更に次の配備体

制に円滑に移行できる体制

とする。 

1.情報の伝達。 

2.情報の収集。 

3.状況の調査、

把握。 

4.関係機関との

連絡調整。 

災害統括部

正副部長 

統括班長 

現地対策部

正副部長 

第２ 

非常 

配備 

1.気象業務法に基づく気象

に関係する情報又は警報

が発表され、局地的な災

害の発生が予想される場

合又は災害が発生したと

き。 

2.気象業務法に基づく気象

特別警報（大雪又は暴風

雪、大雨又は暴風）が発

表された場合。 

3.震度５弱以上の地震が発

生したとき。 

災害応急対策のため､応

急対策､救助活動､避難所の

開設など､災害発生ととも

に直ちに非常活動ができる

体制とする。 

1.情報の収集。 

2.関係機関との

連絡調整、救

護対策。 

3.応急対応。 

4.救助救済対

策。 

5.避難所の開

設､収容。 

6.避難情報等の

判断・伝達。 

全対策部 

全 部 員 

第３ 

非常 

配備 

1.広域にわたる災害の発生

が予想される場合又は被

害が特に甚大であると予

想される場合において本

部長が当該非常配備体制

を指令したとき。 

2.予想されない重大な災害

が発生したとき。 

3.震度５弱以上の地震が発

生し､広域にわたって甚

大な被害が予想されると

き。 

4.その他本部長が必要と認

めたとき。 

災害対策本部の全員をも

ってあたるもので､状況に

よりそれぞれの災害応急活

動ができる体制とする。 

1.情報の収集。 

2.関係機関との

連絡調整、救

護対策。 

3.応急対応。 

4.救助救済対

策。 

5.避難所の開

設､収容。 

全対策部

全 部 員 

（備考)災害の規模及び特性に応じ､上記基準によりがたいと認められる場合においては､臨機応

変に配備体制を整えるものとする。 

※資料編４－３：滝上町災害対策本部非常配備体制  
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７ 本部各班の配備要員 

動員（招集）の方法は次のとおりとする。 

(1) 災害統括部は本部長の非常配備決定に基づき本部員及び非常配備に係る正副部長に対し

本部の設置及び非常配備の規模を通知するものとする。 

(2) 上記の通知を受けた正副部長は、各班長に対し当該通知の内容を通知するものとする。 

(3) 各正副部長より通知を受けた各班長及び配備要員は直ちに所定の配備につくものとす

る。 

(4) 各部においては、あらかじめ部内の動員（招集）系統を確立しておくものとする。 

(5) 本部が設置されない場合における職員の動員（招集）は、本計画の定めに準じて行うも

のとする。 

 

８ 非常配備体制の活動要員 

(1) 本部の活動開始及び終了 

ｱ 活動の開始 

災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合災害対策本部の設置基準により本部

が設置されたとき、本部はその一部又は全部が活動を開始する。 

ｲ 活動の終了 

本部長は、予想された災害の危険が解消したと認められるとき、又は災害発生後にお

ける応急措置がおおむね完了したと認められるときは、本部の活動を終了し解散するも

のとする。 

(2) 非常配備体制下の活動 

ｱ 第１非常配備体制下の活動 

① 統括班長は、気象台その他関係機関と連絡をとり気象情報、警報等の収受、伝達

を行う。 

② 統括班長は、雨量、水位等に関する情報を関係先より収集する。 

③ 関係各部正副部長の命を受けた班長は、統括班からの情報又は連絡に即応し、情

勢に対応する措置を検討するとともに、随時待機職員に必要な指示を行うものとす

る。 

④ 第１非常配備につく職員の人数は、状況により各正副部長において増減するもの

とする。 

ｲ 第２非常配備体制下の活動 

① 本部の機能を円滑ならしめるため、必要に応じて本部員会議及び各部会議を開催

する。 

② 各班長は、情報の収集及び伝達体制を強化する。 

③ 災害統括部長は、関係部長及び防災会議構成機関と連絡を密にして、客観情勢を

判断するとともにその状況を本部長に報告するものとする。 

④ 各正副部長は次の措置をとり、その状況を本部長に報告するものとする。 

(ｱ) 事態の重要さを班員に徹底させ、所要の人員を非常業務につかせること。 

(ｲ) 装備、物資、資機材、設備、機械等を点検し、必要に応じて被災現地（被災予

想地）へ配置すること。 
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(ｳ) 関係班及び災害対策に関係ある外部機関との連携を密にし、活動体制を整備す

ること。 

ｳ 第３非常配備体制下の活動 

第３非常配備が指令された後は、各班は災害対策活動に全力を集中するとともにその

活動状況を随時本部長に報告するものとする。 

(3) 本部連絡責任者 

災害統括部統括班長は本部連絡責任者として、情報の収集及び連絡事項の伝達を円滑に

するため、各部の災害に関する情報及び応急対策の実施状況を取りまとめ、本部に報告す

るとともに、本部からの連絡事項を災害統括部各班長を通じ各部に伝達するものとする。 
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第３節 防災関係機関 

 

災害時における応急対策活動には本部長指揮下の町の職員が当たるものであるが、人員、資材

等の不足その他の理由により必要があるときは、本部長は、本計画の定めるところにより、自衛

隊、道、道内市町村、警察、消防、その他の防災会議構成機関、滝上町建設業協会、住民組織等

に協力を要請して、応急対策活動に万全を期するものとする。 

 

１ 自衛隊に対する協力要請 

災害に際し、人命又は財産保護のため必要がある場合に、知事（オホーツク総合振興局長）

に対し、基本法第 68 条の 2（災害派遣の要請の要求等）及び自衛隊法第 83条（災害派遣）の

規定により自衛隊の災害派遣要請を依頼するものとする。 

(1) 要請事項 

■自衛隊の支援活動 

○被害状況の把握         ○避難の援助 

○遭難者の捜索救助活動      ○水防活動 

○消防活動            ○道路又は水路の啓開 

○応急医療、救護及び防疫     ○人員及び物資の緊急輸送 

○炊飯及び給水          ○物資の無償貸与又は譲渡 

○危険物の保安及び除去      ○その他 

(2) 協力要請の方法 

本部長は、災害派遣の必要があると認められるときは、次の事項を明らかにした派遣

要請書をもって知事（オホーツク総合振興局長）に依頼する。 

また、緊急を要する場合は、口答又は電話等により依頼し、その後速やかに派遣要請

書をもって提出するものとする。 

※資料編７－２：自衛隊災害派遣要請要求書 

 

２ 警察に対する協力要請 

(1) 要請事項 

警察に対して、主に次の事項につき協力を要請する。 

○災害情報の収集 

○被災者の救出、負傷者及び疾病にかかった者の応急的救護及び死体の捜索、収容

等 

(2) 協力要請の方法 

警察に対する協力要請は、北見方面紋別警察署長を経て、北海道警察本部長に対して行

うものとする。 

(3) 水防法に基づく協力要請 

警察ヘの協力要請は、上記に定めるところによるもののほか、水防管理者又は消防機関

の長が協力要請を求めるときの水防法に規定されている事項は、次のとおりである。 
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○警戒区域の監視 水防法 第 21条第 2項 

○警察官の出動 水防法 第 22条 

○警察通信施設の利用 水防法 第 27条第 2項 

 

３ 広域応援要請 

町は、大規模災害が発生し、町単独では十分に被災者の救援等の災害応急対策を実施できな

い場合は、防災関係機関、民間団体等に対し、相互応援協定に基づく応援要請をするものとす

る。（広域応援体制図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 道に対する応援要請 

応急措置を実施するため必要があると認めるときは、基本法第 68 条の規定に基づき道

に対し応援を求め、又は応急措置の実施を要請する。 

ｱ 応援、職員の派遣・斡旋要請 

知事（オホーツク総合振興局長）に対し、応援の要請又は職員派遣・斡旋の要請を行

う。 

要請先 
オホーツク総合振興局地域創生部地域政策課 

TEL：0152-41-0625 FAX：0152-44-7261 

連絡方法 文書（緊急の場合は電話、無線で行い、事後文書送付） 

応援の要請 

○災害の状況 

○応援を必要とする理由 

○応援を希望する物資等の品名、数量 

○応援を必要とする場所・活動内容 

○その他必要な事項 

基本法第 68 条 

職員派遣 

・ 

斡旋要請 

○派遣を要請・斡旋を求める理由 

○職員の職種別人員数 

○派遣を必要とする期間 

○派遣される職員の給与その他勤務条件 

○その他必要な事項 

派遣：基本法第 29条 

斡旋：基本法第 30条 

地方自治法 252条 

災害の予防対策・応急対策・復旧対策の実施 

滝上町災害対策本部 

1.北海道・市町村  

2.指定地方行政機関（基本法第29条、第30条、第31条に基づく応援） 

3.自衛隊（基本法第68条の2、自衛隊法第83条に基づく応援） 

4.民間事業者・団体等（相互応援協定に基づく応援） 

5.道内消防本部（相互応援協定に基づく応援） 

6.緊急消防援助隊（消防組織法第44条の3に基づく応援） 
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ｲ 消防防災ヘリコプターの要請 

ヘリコプターによる傷病者の搬送、行方不明者の捜索、物資の輸送等が必要なとき

は、「北海道消防防災ヘリコプター応援協定」に基づき、道に対して消防防災ヘリコプ

ターの出動を要請する。 

提出（連絡）先 
北海道庁総務部危機対策局危機対策課防災航空室 
TEL：011-782-3233 FAX：011-782-3234 

連絡方法 
電話 
（速やかに消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票を FAXで提出） 

要請事項 

○災害の種類 
○災害発生の日時及び場所並びに災害の状況 
○災害現場の気象状況 
○災害現場の最高指揮者の職・氏名及び災害現場との連絡方法 
○消防防災ヘリコプターの離着陸場の所在地及び地上支援体制 
○応援に要する資機材の品目及び数量 
○その他必要な事項 

※資料編５－２：北海道消防防災ヘリコプター応援協定 

※資料編７－４：消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票 

※資料編７－５：消防防災ヘリコプター緊急運航に係る災害等状況報告書 

(2) 他市町村に対する応援要請 

応急措置を実施するため必要があると認めるときは、基本法第 67条の規定に基づき、他

市町村に対し応援を求める。 

また、町が締結している「災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」

に基づき速やかに応援要請する。 

さらに、自治体間で締結している「災害時における相互応援に関する協定」に基づき速

やかに応援要請する。 

ｱ 要請方法 

道内の市町村への要請が必要な場合、「災害時における北海道及び市町村相互の応援

に関する協定(平成２０年６月４日締結）」に基づき、知事(オホーツク総合振興局長）

又は市町村の長に対して応援の要請を行う。 

連絡先 
オホーツク総合振興局地域創生部地域政策課 
TEL：0152-41-0625 FAX：0152-44-7261 
又は要請先市町村 

連絡方法 電話、無線(事後文書送付） 

要請事項 

○被害の種類及び状況 
○品名、数量等 
○車両の種類、規格及び台数 
○職員の職種別人員 
○応援の場所及び応援場所への経路 
○応援の期間 
○応援の実施に関し、必要な事項 

※資料編５－３：災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定 

ｲ 応援の種類 

応援の種類は、次のとおりである。 

■市町村の応援の種類 

○食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供及び斡旋 
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○被災者の救出、医療及び防疫、施設の応急措置等に必要な資機材、物資の提供及び

斡旋 

○災害応急活動に必要な車両等の提供及び斡旋 

○災害応急活動に必要な職員の派遣 

○被災者の一時収容のための施設の提供及び斡旋 

○特に要請のあった事項 

※資料編５－３：災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定 

(3) 指定地方行政機関に対する応援要請 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、基本法第 29条の規定に基づき、指

定地方行政機関に対し、職員の派遣を要請する。 

また、基本法第 30条の規定に基づき、道に対し職員の派遣について斡旋を求める。 

(4) 消防滝上支署 

大規模災害が発生し、紋別地区内の消防機関では十分に被災者の救援等の災害応急対策

を実施できない場合は、道等に応援を要請するほか、「北海道広域消防相互応援協定」に基

づき、他市町等の長に対し、消防の広域応援を要請する。 

また、知事は、災害の状況に応じて緊急消防援助隊の応援を要請する。 

※資料編５－４：北海道広域消防相互応援協定 

(5) 民間事業者・団体等との災害時における相互応援協定に基づく応援要請 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、相互応援協定に基づき、民間事業

者や団体に対し応援を求める。 

※資料編５－１：災害時応援協定締結事業者等 

 

４ その他の町防災会議構成機関に対する協力要請 

主に消防、水防、防疫、その他の応急活動に必要な資料、技術、労力又は資材の提供につ

き町防災会議構成機関に協力を要請するものとする。 

 

５ 住民組織等への協力要請 

災害対策本部の職員をもっても応急活動を円滑に実施するための人員に不足を生じた場

合は、自主防災組織並びに町内会の組織、社会福祉協議会及び民生児童委員等に協力を要請

する。 

ｱ 協力の要請 

災害の程度により各対策部が住民組織等の協力を必要とするときは次の事項を示し、

対策本部を通じ要請するものとする。 

○応援を必要とする理由 

○作業の内容 

○所要人員 

○応援を要請する期間 

○集合及び従事場所 

ｲ 活動内容 

活動内容は次のとおりとし、作業の種別により団体の性格及び目的を考慮して、適宜

協力を求める。ただし、作業は原則として各団体の地区内とする。 
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○独居老人等、要配慮者の安否確認 

○避難所での奉仕（避難所に収容された被災者の世話などにあたる） 

○被災者のための炊き出し 

○救援物資の整理及び輸送並びに配分 

○被災者への飲料水の供給 

○被災者への医療、助産への協力 

○防疫、清掃奉仕 

○その他災害応急措置の応援 
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第４節 住民組織・災害ボランティア 

 

１ 住民組織への協力要請 

(1) 協力要請事項 

災害時において、災害応急対策を円滑かつ迅速に実施するため、基本法第7条の趣旨に基

づき、町長は災害の状況により必要と認めた場合は、次の住民組織に対し、災害対策活動

の応援協力を要請する。 

各住民組織や団体に対して協力要請する事項は、おおむね次のとおりである。 

ｱ 災害時における住民の避難誘導、救出及び被災者の保護に関すること。 

ｲ 緊急避難のための一時避難場所と、被災者の収容のための避難場所の管理運営に

関すること。 

ｳ 災害地の公共施設等の保全に関すること。 

ｴ 災害情報の本部への連絡に関すること。 

ｵ 災害情報等の地域住民に対する広報に関すること。 

ｶ 避難所内での炊き出し及び被災者の世話に関すること。 

ｷ 災害箇所の応急措置に関すること。 

ｸ 本部が行う人員、物資等の輸送に関すること。 

ｹ その他救助活動に必要な事項で、本部長が協力を求める事項。 

(2) 協力要請先 

災害時において、災害応急対策等を円滑かつ迅速に実施するため、町長は災害の状況に

より必要と認めた場合は、次の住民組織に対し、災害対策活動の応援協力を要請する。 

組織の名称 代 表 者 連 絡 方 法 

滝 下 町 内 会 会     長 

電話又は口頭にて各代表者に連絡

するものとする。 

雄 鎮 内 町 内 会 会     長 

濁川町内会（R5.4～） 会     長 

新 町 町 内 会 会     長 

あけぼの町町内会 会     長 

元 町 町 内 会 会     長 

旭 町 町 内 会 会     長 

栄 町 町 内 会 会     長 

滝 美 町 町 内 会 会     長 

幸 町 町 内 会 会     長 

札 久 留 町 内 会 会     長 

一 区 町 内 会 会     長 

二 区 町 内 会 会     長 

三 区 町 内 会 会     長 

滝 西 町 内 会 会     長 

四 区 町 内 会 会     長 

 

２ 災害ボランティアの受入れ 

(1) ボランティア団体等の協力 

町長は、滝上町社会福祉協議会、奉仕団又は各種ボランティア団体・NPO等からの協力

申入れ等により、ボランティアセンターを設置するなどして、災害応急対策の実施につ

いて協力を受ける。 
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(2) ボランティアの受入れ 

町長は、道、滝上町社会福祉協議会及び関係機関と協力し、ボランティアに対する被

災地のニーズの把握に努めるとともに、ボランティアの受入れ、調整等その受入れ体制

を確保するように努める。また、受入れに際し、高齢者介護等、ボランティアの技能等

が効果的に活かされるよう配慮するとともに、必要に応じてボランティア活動の拠点を

提供するなど、ボランティア活動の円滑な実施が図られるよう支援に努める。 

(3) ボランティア等の活動 

   ボランティア等に依頼する内容は、主として次のとおりとする。 

ｱ 災害・安否・生活情報の収集・伝達。 

ｲ 炊き出し、その他の災害救助活動。 

ｳ 高齢者、障がい者等の介護、看護補助。 

ｴ 清掃及び防疫。 

ｵ 災害応急対策物資、資機材等の輸送及び配分。 

ｶ 応急復旧現場における危険を伴わない軽易な作業。 

ｷ 災害応急対策事務の補助。 

ｸ 被災建築物の応急危険度判定。 

ｹ 救急・救護活動。 

ｺ 医療・救護活動。 

ｻ 外国語通訳。 

ｼ 非常通信。 

ｽ 被災者の心のケア活動。 

ｾ 被災母子のケア活動。 

ｿ 被災動物の保護・救助活動。 

ﾀ ボランティア・コーディネート。 

(4) ボランティア活動の環境整備 

    道、町、滝上町社会福祉協議会及び関係機関は、ボランティア活動の必要性や役割等に 

ついての共通理解のもと、平常時から中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援 

や活動調整を行う組織）を含めたネットワークを構築するとともに、ボランティア活動に 

関する住民への受援・支援等の普及啓発を行う。また、被災者のニーズや支援活動の全体 

像を把握するものとする。 

町及び滝上町社会福祉協議会は、市町村災害ボランティアセンターの設置・運営に関す 

る規定等の整備やコーディネーター等の確保・育成に努める。災害時においては、ボラン 

ティア活動が迅速かつ円滑に行われるよう、滝上町社会福祉協議会等と連携し、災害ボラ 

ンティアセンターの早期設置を進めるとともに、ボランティア活動の調整を行う体制や 

活動拠点の確保等に努める。また、災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、片 

付けごみなどの収集運搬を行うよう努める。 

これらの取組により、連携のとれた支援活動を展開するよう努めるとともに、ボランテ 

ィアの生活環境について配慮するものとする。 
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(5) 災害ボランティアセンターの設置 

 町は、滝上町社会福祉協議会に要請し、協定に基づく施設にボランティア活動の拠点と 

して災害ボランティアセンターを設置する。なお、災害ボランティアセンター設置及び運 

営は別途定める滝上町災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルによるものとし 

て、ボランティアの活動連絡として、災害ボランティアセンターの代表者と、毎日１回、 

ボランティアの活動内容等について打ち合わせを行う。 

（１）ボランティアの配置、活動内容の指揮  

（２）ボランティアの登録、配置  

（３）ボランティア活動に必要な資機材の準備 

 また、ボランティアの受け入れは、災害ボランティアセンター内に窓口を設置して行う。 
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第４章 災害情報通信計画 

 

 

災害情報通信計画は、災害関係の気象予報(注意報も含む）、警報及び情報等の伝達並びに情報

の収集及び災害応急対策に必要な指揮命令の伝達を迅速、確実に実施するための計画である。 

節 主な記載内容 

第１節 気象等特別警報・警報・注意報及び気象

情報等の伝達計画 

○気象庁から発表される気象等特別警報・警

報・注意報等を迅速かつ確実に関係機関及び

町民へ伝達するための計画について記載。 

第２節 気象等特別警報・警報・注意報及び気象

情報等の種類及び発表基準 

○気象庁から発表される気象等特別警報・警

報・注意報並びに地震情報等のその他の情報

の種類及び発表基準について記載。 

第３節 災害通信計画 ○第 1 節の伝達計画、第 2 節の気象情報等を各

機関及び町民等へ迅速かつ確実に伝達するた

めの通信方法について記載。 

第４節 災害情報等の報告、収集及び伝達計画 

○災害予防・応急対策の実施のため、災害に関す

る必要な情報、被害状況報告等の収集及び通報

等を円滑に行うための計画について記載。 
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第１節 気象等特別警報、警報、注意報及び気象情報等の伝達計画 

 

１ 気象情報の伝達系統 

気象情報は、次の気象警報等伝達系統図に基づき、電話、無線その他最も有効な方法により

通報し、又は伝達するものとする。 

(1) 気象等特別警報、警報、注意報及び情報等は、通常の勤務時間中は住民生活課が、勤

務時間外は日直者、夜警員又は消防滝上支署が受理する。 

(2) 北海道防災情報システム（北海道総合行政情報ネットワーク）及びＮＴＴ東日本仙台

センターより気象警報等を受理した場合は、気象警報等受理票に記載し、直ちに住民生

活課長に連絡をとり指示を受け、必要に応じて関係課長等に連絡をするとともに、関係

機関、団体、学校及び一般住民に対し、気象警報等発表に伴う必要な事項の周知徹底を

図るものとする。 

※資料編７－６：気象警報等受理票 

(3) 震度３以上の地震が発生したときは直ちに気象警報等受理票に記入し、住民生活課長

に連絡をとり指示を受け、必要に応じて関係課長等に連絡するとともに、関係機関、団

体、学校及び一般住民に対し気象警報等発表に伴う必要な事項の周知徹底を図るものと

する。 

(4) 「洪水注意報」「洪水警報」及び渚滑川の洪水予報「氾濫注意情報」「氾濫警戒情報」

「氾濫危険情報」「氾濫発生情報」を受理した場合は、気象情報等受理票に記載し、直ち

に住民生活課長に連絡をとり指示を受け、必要に応じて関係課長等に連絡をするととも

に、関係機関、団体、学校及び一般住民に対し洪水予報発表に伴う必要な事項の周知徹

底を図るものとする。 
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※電話その他最も有効な方法により通知する。 

                     札幌管区気象台 

                             

   
消 防 庁 

（Jアラート） 
  網走地方気象台 

    

道危機対策課 

（道防災情報システム） 
    

                            

                           

北 海 道 警 察      
オホーツク総合振興局 

（地域政策課） 

   

警報標

題のみ 

   

  
      

北見方面本部                    

                           

                    

ＮＴＴ

東日本 

   報道機関

（ＮＨＫ

北見放送

局等） 

紋 別 警 察 署 
     

      
   

   
        

                       

                            

滝上警察官駐在所 
   滝上町役場          

   平 日 休日、時間外          

         
住民生活課 

日直者、夜警員 、
消防滝上支署 

         

         →住民生活課長          

                            

                            

  消防  町内会長  町  長  教育委員会  関係機関、団体   

サ
イ
レ
ン
・
広
報
車 

 滝上支署   

電
話
・
口
頭 

              

広
報
車
等 

    

                         

 滝上消防団      副 町 長  各学校、こども園       

                         

                         

          各課長等  児童・生徒等       

                         

                         

          職  員            

           
広
報
車
等 

             

        
 

                

                        

       一  般  住  民 

（要配慮者、要配慮者利用施設等含む） 

       
              

                

                 

気象警報等伝達系統図  
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第２節 気象等特別警報、警報、注意報及び気象情報等の種類及び発表基準 

 

１ 発表基準 

(1) 滝上町の気象予報区 ※資料編２－１：気象警報・注意報発表基準 

項  目 区  域 

予報区 網走・北見・紋別地方 

一時細分区域 紋別地方 

市町村をまとめた地域 紋別北部 

(2) 気象等の特別警報発表基準 

現象の種類 特別警報の基準 

大  雨 台風や集中豪雨により数十年に

一度の降雨量となる大雨が予想

される場合 

■50年に一度の値 

48時間降水量：216mm、3 時間降水量：80mm、

土壌雨量指数：155mm 

暴  風 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想され

る場合※ 

暴 風 雪 数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと

予想される場合※ 

大  雪 数十年に一度の降雪量となる大

雪が予想される場合 

■50年に一度の値 

積雪深：177cm（既往最深積雪：204cm） 

※気象庁では、指数（土壌雨量指数、表面雨量指数、流域雨量指数）、積雪量、台風の中心気圧、

最大風速などについて過去の災害事例に照らして算出した客観的な指標を設け、これらの実

況及び予想に基づいて判断し発表する。 

(3) 気象等の警報発表基準 

発表の種類 発表基準 

大  雨 

（指数） 

表面雨量指数基準

（浸水害） 

9以上 

土壌雨量指数基準

（土砂災害） 

131以上 

洪  水 

（指数） 

流域雨量指数基準 

オシラネップ川流域＝24.8以上 

シュウトルマップ川流域＝8.1以上 

サクルー川流域＝19.6以上 

メナシベツ川流域＝6.8以上 

渚滑川流域＝43.3以上 

複合基準（表面・

流域雨量指数の組

み合わせ） 

シュウトルマップ川流域＝（5,6.7以上） 

サクルー川流域＝（5,17.6以上） 

暴  風（平均風速） 20m/s以上 

暴 風 雪（平均風速） 18m/s以上 雪による視程障害を伴う 

大  雪 50㎝以上 
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（12時間降雪深） 

記録的短時間大雨情報 

（１時間雨量） 

90mm 

 

(4) 気象等の注意報発表基準 

発表の種類 発表基準 

大  雨 

（指数） 

表面雨量指数基準 6以上 

土壌雨量指数基準 73以上 

洪  水 

（指数） 

流域雨量指数基準 

オシラネップ川流域＝19.8以上 

シュウトルマップ川流域＝6.4以上 

サクルー川流域＝15.6以上 

メナシベツ川流域＝5.4以上 

渚滑川流域＝34.6以上 

複合基準（表面・

流域雨量指数の組

み合わせ） 

シュウトルマップ川流域＝（5,6以上） 

サクルー川流域＝（5,15.6以上） 

強  風（平均風速） 12m/s以上 

風  雪（平均風速） 10m/s以上 雪による視程障害を伴う 

大  雪 

（12時間降雪深） 

30cm以上 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融  雪 融雪に相当する水量と 24時間雨量の合計 70mm以上 

濃  霧（視程） 200m以下 

乾  燥 最小湿度：30％以下 実効湿度：60％以下 

な だ れ 
① 24時間降雪の深さ 30㎝以上 

② 積雪の深さ 50㎝以上で、日平均気温５℃以上 

低  温 
5月～10月 （平均気温）平年より４℃以上低い日が２日以上継続 

11月～４月 （最低気温）平年より８℃以上低い 

霜   （最低気温） ３℃以下 

着  雪 気温０℃くらいで、強度並以上の雪が数時間以上継続 

 

(5) 土砂災害警戒情報 

大雨警報（土砂災害）を発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくな

い状況となった時に、市町村長の避難情報（避難指示等）の発令判断や支援をするよう、対

象となる市町村を特定して警戒を呼び掛ける情報で、網走地方気象台とオホーツク総合振興

局が共同で発表する。同情報が発表される際には、危険な場所からの避難が必要な警戒レベ

ル４に相当する。また、同情報が発表された市町村内で危険度が高まっている詳細な領域は

土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で確認できる。  
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(6) 地震情報 

種類 発表基準 内    容 

緊急地震速報（警

報） 

地震波が２点以上の地

震観測点で観測され、

最大震度５弱以上 

または長周期地震動階

級３以上と予想された 

場合 

※特別警報：震度６弱

以上 

発表基準が予想されたときに、震度４以上と予想さ

れた地域または、長周期地震動階級３以上と予想さ

れた地域に発表する情報。このうち、震度６弱以上

の揺れが予想される場合を特別警報に位置づけ。 

・地震の発生時刻、発生場所（震源）の推定値、地

震発生場所の震央地名 

・強い揺れ（震度５弱以上）が予想される地域及び

震度４が予想される地域名（全国 200地域） 

緊急地震速報（予

報） 

・いずかれの地震観測

点において、Ｐ波ま

たはＳ波の振幅が１

００ガル以上となっ

た場合 

・地震計で観測された

地震波を解析した結

果、震源・マグニチュ

ード・各地の予測震

度が求まり、最大予

測震度３以上または

マグニチュード 3.5

以上である場合 

・長周期地震動階級１

以上と予想された場

合 

発表基準が予想された地域に、発表する情報。 

・地震の発生時刻、地震の発生場所（震源）の推定

値 

・地震の規模（マグニチュード）の推定値 

・予測される最大震度が震度３以下のときは、予測

される揺れの大きさの最大（最大予測震度） 

・予測される最大震度が震度４以上のときは、地域

名に加えて、震度４以上と予想される地域の揺れの

大きさ（震度）の予測値（予測震度）及びその地域

への大きな揺れ（主要動）の到達時刻の予測値（主

要動到達予測時刻） 

震度速報 ・震度３以上 ＊２ 

地震発生約１分半後に、震度３以上を観測した地域

名（全国を 188 地域に区分）と地震の揺れの発現時

刻を速報。 

震源に関する情報 

＊１ 

・震度３以上(津波警報

又は注意報を発表し

た場合は発表しな

い） 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュー

ド）を発表。 

「津波の心配がない」又は「若干の海面変動がある

かもしれないが被害の心配はない」旨を付加。 

震源・震度に関する 

情報 ＊１ 

以下のいずれかを満た

した場合 

・震度３以上 

・津波警報・注意報発表 

または若干の海面変 

動が予想される場合 

・緊急地震速報（警報）

を発表した場合など 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュー

ド）、震度３以上の地域名と市町村毎の観測した震

度を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手して

いない地点がある場合は、その市町村名を発表。 

※地震が多数発生した場合には、震度３以上の地震

についてのみ発表し、震度２以下の地震について

は、その発生回数を「その他の情報（地震回数に関

する情報）」で発表する。 

各地の震度に関する 

情報 
・震度１以上 ＊２ 

震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所

（震源）やその規模（マグニチュード）を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手して

いない地点がある場合は、その地点名を発表。 

その他の情報 

・顕著な地震の震源要

素を更新した場合や

地震が多発した場合

など 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多

発した場合の震度１以上を観測した地震回数情報

等を発表。 
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推計震度分布図 ・震度５弱以上 
観測した各地の震度データをもとに、１km 四方ご

とに推計した震度（震度４以上）を図情報として発

表。 

遠地地震に関する情報 

国外で発生した地震に

ついて以下のいずれか

を満たした場合等 

・マグニチュード 7.0

以上 

・都市部など著しい被

害が発生する可能性が

ある地域で規模の大き

な地震を観測した場合 

地震の発生時刻、発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）を概ね 30 分以内に発表。 

日本や国外への津波の影響に関しても記述して発

表。 

＊１ 気象庁防災情報ＸＭＬフォーマット電文では、「震源・震度に関する情報」と「各地の震

度に関する情報」はまとめた形の一つの情報で発表する。 

＊２ 気象庁ホームページでは「震源・震度に関する情報」及び「各地の震度に関する情報」に

ついて、どちらかの発表基準に達した場合に両方の情報を発表する。 

 

２ 気象警報等の伝達方法 

気象官署等の気象警報等の伝達方法は、前述によるが、この情報の伝達を迅速的確に行うた

め、伝達方法は次のとおりとする。 

(1) 伝達方法 

気象官署から通報された気象警報等を受けたときは、電話その他最も有効な方法により

関係機関等に通知する。（別表１、別表２） 

(2) 夜間、休日等における気象警報等の取扱い 

夜間、休日等において日直者、夜警員又は消防滝上支署が気象警報等を受けたときは、

気象警報等受理票に記載するとともに、警報発令の場合は、速やかに住民生活課長に連絡

して指示を仰ぎ、受理票は翌日住民生活課長に提出するものとする。 

※資料編７－６：気象警報等受理票 
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３ 地震に関する情報に用いる地域名称、震央名 

(1) 緊急地震速報において予想される震度の発表に用いる地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 震央名 
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別表１ 

気象警報等の伝達 

伝 達 先 伝達責任者 伝 達 方 法 備   考 

庁 内 各 課 等 

教 育 委 員 会 

関係機関団体 

町 内 会 長 

消 防 支 署 

小 中 学 校 

こ ど も 園 

社会福祉施設 

歯 科 診 療 所 

国 保 診 療 所 

住民生活課長 

〃 

〃 

〃 

〃 

生涯教育課長 

保健福祉課長 

〃 

〃 

住民生活課長 

口頭、庁内放送 

〃 

電 話 、 口 頭 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

※左記の方法によらない場合は

広報車等による 

別表２ 

関係機関連絡先一覧 

関係機関名 代表者 所 在 地 電 話 番 号 備考 

・網走開発建設部 

遠軽開発事務所 

・網走開発建設部 

 興部道路事務所 

・網走西部森林管理署 

 西紋別支署 

・オホーツク総合振興局 

・オホーツク総合振興局 

 保健環境部紋別地域保健室 

・オホーツク総合振興局 

 網走建設管理部紋別出張所 

・紋別警察署 

・紋別地区消防組合 

消防本部 

・消防滝上支署 

・日本郵便局(株)滝上郵便局 

・東日本電信電話株式会社 

北海道事業部 

・北海道電力ネットワーク 

 株式会社（紋別ネットワー 

クセンター） 

・北紋バス㈱ 

所 長 

 

所 長 

 

支署長 

 

局 長 

室 長 

 

所 長 

 

署 長 

消防長 

 

支署長 

局 長 

支店長 

 

所 長 

 

 

代表取締役 

遠軽町大通り北 7 丁目 

 

興部町字興部 120番地の 2 

 

滝上町滝美町 

 

網走市北７条西３丁目 

紋別市南が丘町１丁目６番１号 

 

紋別市新生 39 番 42 号 

 

紋別市南が丘町１丁目５番 16 号 

紋別市幸町２丁目１番１８号 

 

滝上町旭町 

滝上町旭町 

北見市中央町２丁目 18 

 

紋別市本町７丁目２番 26 号 

 

 

紋別市元紋別 678 番地 

0158-42-2181 

 

0158-82-2155 

 

0158-29-2231 

 

0152-41-0625 

0158-23-3108 

 

0158-24-2196 

 

0158-23-0110 

0158-23-0119 

 

0158-29-2049 

0158-29-2080 

0157-21-2250 

 

0158-24-3121 

 

 

0158-24-2165 

 

 

 

 

 

 

※地域政策課（防災直通） 

※資料編４－４：防災関係機関連絡先一覧 
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第３節 災害通信計画 

 

災害時における災害情報及び被害報告等の通信方法については、本計画の定めるところによる。 

 

１ 通信の方法 

(1) 災害時における通信方法は、ＮＴＴ等の電話等及び北海道総合行政情報ネットワーク並

びに町防災行政無線によることを原則とする。 

(2) 災害時における消防、町内会長及び町民への情報通報はＮＴＴの電話により行う。この

場合ＮＴＴが設定している災害時優先電話を使い通信を行う。 

(3) 災害時の現地調査、現地広報活動、応急対策、救助活動等の報告、連絡調整は公用携帯

電話、町防災行政無線等により行う。 

(4) 災害時におけるオホーツク総合振興局等への気象情報等の収受、状況報告、関係機関の

出動要請は北海道総合行政情報ネットワークにより行う。 

(5) 災害によりＮＴＴの電話が使用不能となった場合は、ＮＴＴは避難場所に、被災者が利

用する特設公衆電話の設置に努める。 

(6) ＮＴＴドコモの貸出携帯電話の利用及び移動無線車の設置により、通信を確保する。 

 

２ ＮＴＴの災害時優先電話の利用 

災害時に非常通話、緊急電話のため市外通話をする場合は、ＮＴＴが指定している災害時優

先電話を使用し通信を行う。 

 

■災害時優先電話一覧 

施 設 名 称 電 話 番 号 施 設 名 称 電 話 番 号 

滝 上 町 役 場 29-2504,29-2505 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 29-4505 

消 防 滝 上 支 署 29-2049 滝 上 小 学 校 29-2029 

滝上町国民健康保険診療所 29-2220 濁 川 小 学 校 29-2319 

滝 上 町 歯 科 診 療 所 29-2047 滝 上 中 学 校 29-2103 

文 化 セ ン タ ー 29-3735 滝 上 町 こ ど も 園 29-4139 

滝 西 公 民 館 29-2696 
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３ 無線通信施設の利用 

公衆電話が利用不能の場合に利用できる無線電話施設は次のとおりである。 

無線通信施設名 所轄機関名 所在地 備      考 

防 災 行 政 無 線 

(道総合行政情報 

ネ ッ ト ワ ー ク ） 

北 海 道 旭 町 
固定局    0.1W   1基 

滝上中継所   25W 

滝上町防災行政無線 滝 上 町 旭 町 

基地局        10W  1基 

車載移動局    5W  12基 

その他移動局 10W  1基 

5W  15基 

消 防 業 務 無 線 消防滝上支署 旭 町 

基地局     20W  1基 

車載移動局    5W  11基 

その他移動局   2W  6基 

5W  1基 

４ 電  報 

災害対策業務のための電話により電報を発信する場合は、冒頭に非常電報である旨を告げ発

信するものとする。 

５ 公衆電話設備以外の通信 

有線及び無線電話の使用が不能の場合は、車両等による使送とするものとする。 
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第４節 災害情報等の報告、収集及び伝達計画 

 

災害予防対策及び災害応急対策の実施のため、災害に関する必要な情報、被害状況報告等の収

集及び通報等を円滑に行うための計画である。 

 

１ 異常現象発見時における措置 

(1) 発見者の通報義務 

災害が発生した場合又は発生するおそれのある異常現象を発見した者は、速やかに役場

(町職員）、警察官駐在所(警察官）、消防支署(消防署員）又は町内会長（地区別情報連絡責

任者）のうち最も近いところに通報するものとする。 

(2) 警察官等の町への通報 

異常現象を発見した場合、あるいは発見者から通報を受けた警察官駐在所、消防支署、

町内会長(地区別情報連絡責任者）は、その内容を確認し直ちに町長（住民生活課）に通報

するものとする。 

(3) 町長から各機関への通知及び住民への周知 

町長は、災害発生又は異常現象発見の通報を受けたときは、災害の規模、内容等により

各関係機関に通報するとともに住民に対し周知するものとする。各関係機関は、「本章第 2

節気象等特別警報・警報・注意報及び気象情報等の種類及び発表基準、別表２関係機関連

絡先一覧」に掲げる機関とする。住民への周知は次に示す「災害情報連絡系統図」及び本

章第 1節の「気象警報伝達系統図」により実施するものとする。 

※資料編４－４：防災関係機関連絡先一覧 

(4) 通信の取扱い 

発見者からの通報及び災害情報、被害状況等は住民生活課長へ報告し、その指示により

事務処理するものとする。休日、夜間にあたっては日直者、夜警員又は消防滝上支署が受

理し住民生活課長へ報告し、指示を受けるものとする。 
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        異 常 気 象 発 見 者         

                           

                           

警 察 官 

（滝上警察官駐在所） 

 地区別情報連絡責任者  滝上町役場  
消 防 滝 上 支 署 

 （町内会長）  （住民生活課）  

        （休日、夜間）        

              
日直者、夜警員、消防滝上支署→ 

住民生活課長 

       

                     

                     

                           

                           

  防災会議構成団体  町 長  オホーツク総合振興局   

滝
上
消
防
団 

 

  及 び 機 関 団 体  副 町 長           

         教 育 長           

         総 務 課 長  北 海 道    

  ※必要に応じて 

関係課に連絡する。 

※各課管理職             

                    

                           

         関 係 職 員    

 

    

                      

                      

                      

      一 般 住 民 

（要配慮者、要配慮者利用施設等含む） 

         

               

災害情報連絡系統図 

 

２ 地区別情報連絡責任者 

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合の情報収集に万全を期するため、各地区別(町

内会）に情報連絡責任者を置く。なお、地区別情報連絡責任者は各町内会長があたるものとし、

町内会長は地区住民と協力して警戒にあたり、情報の早期把握に努めるとともに、災害が発生

したときは、直ちに役場又はその他関係機関に通報するものとする。 

 

３ 災害情報等の収集及び報告 

(1) 情報の収集 

災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、速やかに災害情報を収集し、所要の

応急対策を講ずるものとする。被害状況の把握及び応急対策の実施状況等の調査収集は、

各対策部が所管事項について責任をもって行い、集計等は災害統括部で取りまとめ、常に

災害情報等を把握しておき、また災害情報等の調査収集に当たって必要なときは、関係地

区の地区別情報連絡責任者を通じて迅速に調査収集するものとする。 
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(2) 情報の報告 

災害が発生してから応急措置が完了するまでの情報の報告は、別に定める「災害情報等

報告取扱要領」に基づき、その状況を知事（オホーツク総合振興局長）に報告するものと

する。また、特に関係ある公共機関、団体等に対しても連絡するものとする。 

なお、通信の途絶等により報告することができない場合又は直接速報基準に該当する場

合には、直接、国（消防庁）に報告するものとする。この場合において、消防庁から要請

があった場合には、第一報後の報告についても、引き続き行うものとする。 

※資料編１－３：災害情報等報告取扱要領 

※資料編２－２：被害状況判断基準 

※資料編７－７：災害情報報告 

※資料編７－８：被害状況報告 

※資料編７－９：雪による被災状況報告書 

 

被害状況等の報告・連絡先【北海道】 

区 分 
回 線 総務部危機対策局危機対策課 

オホーツク総合振興局地域 
創生部地域政策課（防災係） 

Ｎ Ｔ Ｔ 回 線 
011-204-5008(電話） 
011-231-4314(FAX） 
011-251-6242(FAX） 

0152-41-0625(電話） 
0152-44-7261(FAX） 

北海道総合行政情報 
ネットワーク 

（TN8）-（6）-210-22-561 （TN8）-（6）-650-4893 

被害状況等の報告・連絡先【消防庁／通常時】 

区 分 
回 線 

平日（9：30～18：15） 
消防庁応急対策室 

休日・夜間（左記以外） 
消防庁宿直室 

（消防防災・危機管理センター内） 

Ｎ Ｔ Ｔ 回 線 
03-5253-7527(電話） 
03-5253-7537(FAX） 

03-5253-7777(電話） 
03-5253-7553(FAX） 

消 防 防 災 無 線 
7527 
7537(FAX） 

7782 
7789(FAX） 

地域衛星通信ネットワーク 
（※） 

（TN8）-048-500-90-
43423(電話） 
（TN8）-048-500-90-

49033(FAX） 

（TN8）-048-500-90-
49102(電話） 
（TN8）-048-500-90-

49036(FAX） 

被害状況等の報告・連絡先【消防庁／消防庁災害対策本部設置時】 

区 分 
回 線 

消防庁災害対策本部・情報集約班 
（消防防災・危機管理センター内） 

Ｎ Ｔ Ｔ 回 線 
03-5253-7510(電話）  
03-5253-7553(FAX） 

地域衛星通信ネットワーク 
（※） 

（TN8）-048-500-90-49175(電話） 
（TN8）-048-500-90-49036(FAX） 

（※）消防庁、都道府県及び地域衛星電話を所有する市町村等をつなぐネットワーク 

（注）地域衛星通信ネットワーク欄の「 TN 」とは：町の内線電話機から発信するときのアクセ

ス特番（市町村ごとに設定されている。） 
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第５章 災害予防計画 

 

 

災害対策を計画的に推進するため、災害予防に重要な警戒区域を設定し、必要な施設の整備及

び訓練等の計画について定めるものとする。 

節 主な記載内容 

第１節 東日本大震災の教訓 東日本大震災における未曾有の被害をもたらした教

訓を踏まえ、自らの命は自らで守るのが基本であ

り、住民の迅速な行動を促すのが行政の責務である

旨を教訓として記載。 

第２節 災害に強いまちづくりの推進 各種災害の発生及び被害の拡大防止を図るためのま

ちづくりについて、災害に強い都市構造の形成、情

報伝達手段の確保、消防力の強化、火災の予防、地

元企業の活用や地域防災力の向上について記載。 

第３節 災害に強い人づくりの推進 災害に強い人づくりの推進に向けて、町職員や町

民、学校等教育機関における防災知識及び意識の普

及・啓発について記載。 

第４節 町民の防災力向上 町民は、家庭又は職場などの個人又は地域におい

て、人命の安全を第一として混乱の防止に留意しつ

つ、災害による被害の発生を最小限にとどめるため

に必要な措置について記載。 

第５節 防災体制の強化 災害発生時に地域で自主的に行動できるように、自

主防災組織の結成及び自主的な活動に向けた支援を

行うとともに、女性の参画促進に努める旨を記載。 

第６節 防災思想・知識の普及・啓発及び

防災教育の推進計画 

防災諸活動を円滑に行い、防災の成果をあげること

を目的として、防災関係者及び地域住民に対して行

う災害予防、応急対策等の防災知識の普及に関する

防災思想普及計画について記載。 

第７節 防災訓練計画 災害応急対策を円滑に実施するため、日頃から関係

機関と共同で行う防災の知識及び技術の向上と、住

民の防災知識の普及を目的とした防災訓練計画につ

いて記載。 

第８節 避難体制の整備 災害から町民の生命・身体を保護するための避難場

所、避難所の確保及び整備等、各種災害に対する避

難体制を整備する計画について記載。 

第９節 避難行動要支援者対策計画 災害発生時の避難などに当たって支援が必要となる

避難行動要支援者への対応の強化を図ることを目的

とした計画について記載。 

第１０節 食料等の調達・確保及び防災資

機材等の整備 

各種災害時において、住民の生活を確保するため、

食料、飲料の確保に努めるとともに応急対策を円滑

に行うため、防災資機材等の整備の計画について記

載。 
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節 主な記載内容 

第１１節 雪害対策計画 近年多発する大雪、暴風雪及びなだれ等の雪害に対

処するための予防対策及び応急対策について、町及

び防災関係機関の相互連携のもとに実施する旨を記

載。 

第１２節 融雪災害対策計画 融雪による河川の出水災害等について、予防対策、

気象状況の把握、危険区域の警戒及び水防資機材の

整備、点検について記載。 

第１３節 水防計画 河川の洪水その他の水害を警戒、防御し被害を軽減

するため、水防法に基づき別途定める「滝上町水防

計画」について位置づけし、円滑かつ迅速な避難を

確保するための伝達系統について記載。 

第１４節 低地の浸水対策計画 降雨、河川の増水等による低地の浸水等の被害を警

戒、防御し及びこれらによる被害を軽減するための

活動について記載。 

第１５節 土砂災害対策計画 降雨等による土砂災害箇所について、治山、砂防等

の事業による土砂災害対策、関係機関や住民への周

知や適切な警戒避難体制の整備など、総合的な土砂

災害対策の推進について記載。 

第１６節 地震災害対策計画 地震災害の発生のおそれがある場合、又は災害が発

生した場合の応急対策計画について、通信連絡の対

策、広報、消火、火災予防、避難救出活動、医療、

救護、給水、防疫、保健衛生対策、予防計画につい

て記載。 

第１７節 消防計画 火災の発生を予防し、又は火災が発生した場合にお

いて、その被害を最小限に留めるため、消防組織及

び火災予防対策、警戒計画等に関し必要な事項を記

載。 

第１８節 業務継続計画の策定 災害応急対策を中心とした業務の継続を確保するた

めの業務継続計画（BCP：Business Continuity 

Plan) の策定に努める旨を記載。 
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第１節 東日本大震災の教訓 

 

平成 23年 3月に発生した東日本大震災では、過去の経験により津波に対する意識が高く、行

政も住民も対策の努力をしてきた地域にもかかわらず、約 1万 9千人に及ぶ尊い命が奪われた。 

この東日本大震災では、自らの命は自らで守るのが基本であり、住民一人ひとりの迅速な避難

や適切な対応が重要であることが確認された。災害時における迅速な避難の重要性については、

これまでも指摘されてきたことであり、再び多くの犠牲者を出さないための対策が必要であり、

防災意識の向上を唱えるだけでなく、具体的な体制の構築が重要である。 

また、災害時における確実な情報伝達といった対策は、災害時における住民一人ひとりの迅速

な行動を促すための行政の責務であり、着実な対策の実施が求められている。 

このように、未曾有の被害をもたらした東日本大震災を教訓として、これまで甚大な人的被害

をもたらすような大きな災害が発生していない滝上町においても、今後の災害に備えて、町、町

民及び地域等が連携し、迅速かつ適切に対応できるよう、防災・減災対策の充実・強化が必要不

可欠である。 
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第２節 災害に強いまちづくりの推進 

 

町は、あらゆる災害の発生及び被害の拡大の防止を図るため、次の災害予防対策を積極的に推

進する。 

 

１ 災害に強い都市構造の形成 

災害発生時に、まち全体が有効に機能するために、災害時に配慮した公共施設、道路、公園、

ライフライン施設等を整備するとともに、地域の特性を踏まえ、災害に強いまちづくりを推進

する。 

(1) 市街地及びライフラインの整備 

ｱ 幹線道路網の整備 

災害時の緊急輸送路として国道 273 号が第１次緊急輸送道路に指定されている。それ

を補完するとともに災害時の避難活動に重要な道路として、幹線道路網の整備を図る。 

ｲ 上下水道施設の整備 

老朽化した配管施設等の布設替え等を行い、災害に強い施設の整備を図る。また、上

水道施設は、水道が使用できない事態に備え、給水体制の確立に努める。 

ｳ 各ライフライン施設の整備 

各ライフライン機関は、地震に対する主要施設の耐震化、各種災害発生後の応急復旧

体制の確立、資機材の確保体制の整備を図る。 

(2) 公共施設の整備 

庁舎、学校等の公共施設を新設する場合は、耐震化、不燃化するなど災害に強い施設と

する。また、各種設備は、停電に備えた非常電源等のバックアップ機能や落下防止措置の

整備に努める。 
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(3) 避難所の整備 

ｱ 避難所の指定・管理 

災害時の町民等の安全を確保するため、各種災害発生時に、緊急に町民等の身の安全

を確保するための避難場所及び避難者を収容するための避難所を指定する。指定緊急避

難場所及び指定避難所は、各種災害で想定される危険区域、地区の人口や施設の収容人

数等の変化に伴い、必要に応じて見直す。 

また、避難所の開設には、開設する責任者を定め、夜間・休日等の開設に支障のない

ように施設管理者と連携をとる。 

ｲ 標識の設置 

住民等に避難所を周知するために指定避難所には、案内標識を設置する。 

ｳ 避難所の整備 

長期間にわたって避難所にて避難生活を行うことを考慮して、避難生活を支援するよ

うな設備等の整備を行う。 

整備にあたっては、停電、冬期の積雪や厳冬期の寒さ等に対応可能な機能の確保に努

めるとともに、感染症対策のため避難者等の健康状態を確認するとともに、十分な避難

スペースを確保し、定期的に換気を行うなど避難所の衛生環境を確保するよう努める。 

■避難施設の整備例 

○暖房設備（ポータブル式、停電時使用可能な暖房器具を含む） 

○飲料水兼用防火水槽  ○食料・必需品の備蓄 

○無線等の通信機器   ○避難所開設のための資機材（文具、掲示板等） 

○除雪資機材      ○非常用発電機 〇衛生用品 など 

ｴ 避難所の周知 

滝上町防災マップ、町のホームページ等に避難所の位置を記載し、町民等への周知を

図る。また、非常持ち出し品や避難方法等も合わせて記載し、知識の普及を図る。 

なお、各種災害時に緊急に避難するための指定緊急避難場所や避難者を収容するため

の指定避難所については、「滝上町防災マップ」にその位置や各種災害時の使用可否等を

明示の上、町民へ配布し周知を図り、災害時における町民の迅速かつ適切な行動を促す。 

※資料編６－２：避難場所・避難所一覧及び位置図 

 

(4) 災害の防止対策 

ｱ 水害対策 

河川の警戒区域及び洪水浸水想定区域内における増水や氾濫による浸水被害を防止す

るために、河川整備を北海道等に要請する。 

また、大雨時に水防上警戒を要する箇所の警戒監視を行うための水防活動や資機材の

確保等、水防体制の確立を図るとともに、住民に対しハザードマップ等で危険箇所の周

知を行うとともに、降雨時の警戒避難体制として、異常現象の報告や避難活動に関する

周知・啓発を図る。 

ｲ 土砂災害対策 

土砂災害の危険区域として指定されている急傾斜地崩壊危険箇所及び土石流危険渓流
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については、災害の未然防止のため北海道開発局及び北海道に防止工事等を要請する。 

また、住民に対しハザードマップ等で危険箇所の周知を行うとともに、降雨時の警戒

避難体制として、異常現象の報告や避難活動に関する周知・啓発を図る。 

ｳ 地震災害対策 

地震の揺れによる建物倒壊等を防止するための既存建築物の耐震診断、耐震補強等の

促進、延焼を防ぐための不燃化の促進をするよう広報を行う。 

ｴ 雪害対策 

道路の除雪計画を策定するとともに、除雪資機材の確保や作業体制等の確立を図る。 

また、市街地周辺には雪捨て場の設置等を行い、道路交通を確保できるようにする。 

 

２ 情報伝達手段の確保 

災害発生時や災害発生のおそれがあるとき、町は、テレビ、ラジオ、携帯電話(緊急速報メ

ールを含む)、衛星携帯電話、移動系町防災行政無線等の移動系通信回線、登録制メール、町

公式 SNSアカウント（LINE等）、防災アプリもしくはインターネット、北海道総合行政情報ネ

ットワーク等の固定系通信回線の利用又は臨時回線の設定等の多様な伝達手段を活用し、町民

や地域、事業所等へ情報を提供できるよう整備を推進する。 

※情報伝達手段については第４章「災害情報通信計画」参照。 

 

３ 消防力の強化 

(1) 消防資機材等の整備 

町及び消防滝上支署は、延焼火災に対応するために、市街地などに防火水槽や消火栓等、

消防施設及び消防水利の整備充実を図るとともに、消防資機材・装備の高度化、近代化を

進める。 

※資料編６－５：消防施設 

(2) 消防体制の整備 

町及び消防滝上支署は、消防職員の充実と資質の向上を図るとともに、「消防団を中核と

した地域防災力の充実強化に関する法律」（平成 25年法律第 110号）に基づき、地域防災

の中核となる消防団員の確保、育成強化及び装備等の充実を図り、消防団活動の活性化を

推進する。 

なお、消防団員は、自主防災組織等の構成員であっても、その豊富な知識と高い技術力

を災害時において活用するため、消防団活動を優先するものとする。 

(3) 救急・救助体制の整備 

高度救命処置用資機材、救助用機材の整備促進を行うとともに、救急隊員の資質向上や

救急救命士の養成を行う。 

また、医療機関や警察との連携の強化や住民の応急手当による救命効果の向上のため、

救命講習会を実施するなど応急手当に関する知識の普及と啓発を行う。 

 

４ 火災の予防 

(1) 住民への啓発活動 
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火災予防運動等にあわせて、ポスターや広報車等の広報活動によって町民の防火意識の

高揚を図る。 

また、町内会、事業所等における初期消火訓練を通じて消火器の取り扱いの習熟や火災

予防知識の習得を図るようにする。 

(2) 予防査察 

消防法等の規定に基づき、防火対象物の立ち入り検査及び所有者・管理者に対し安全指

導等を行う。 

また、防火管理者の選任と消防計画の作成を指導する。 

(3) 林野火災への予防 

一般入林者に対し、テレビ、ラジオ、ポスター等による火災予防の啓発、入林のための

許可手続き、観光関係者に対する防火思想の啓発等を図る。 

また、火災警報発令時の火入れの制限等の対策や林内事業者の予防措置等の活動を行い、

林野火災の予防を図る。 

 

５ 地元企業の活用 

町で災害が発生した場合、地元企業の機械力が復旧・復興への近道となる。このことから、

平常時においては、地元企業が保有する機械力を維持する施策を推進する。 

 

６ 地域防災力の向上 

町は、災害時において、地域で相互に協力し助け合うことができるよう、自主防災組織の設

立を支援するとともに、訓練等を実施し、さらなる防災力の向上が図られるよう推進する。 

また、町職員及び消防職員の派遣や防災資機材を貸与するなど、自主防災組織がより実践的

な訓練を行えるよう環境整備に努める。 
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第３節 災害に強い人づくりの推進 

 

災害に強い人づくりを推進するためには、町民の防災力の向上を図り、町民一人ひとりが防

災・減災に強い関心と高い意識を持つことが重要である。 

 

◆自助・共助・公助の役割 

自 助 

共 助 

・日頃から、講演会や避難訓練等に参加するなど、防災に対する知識や意

識の習得に努める。 

公 助 
・日頃から、町職員及び町民、児童・生徒や教職員等の防災に対する知識

や意識向上のため講習会等の実施、防災マップ等の配布などに努める。 

 

１ 町職員及び町民の防災知識・意識の普及・啓発 

(1) 町職員に対する防災知識の普及・啓発 

町及び防災関係機関は、町職員に対して防災に関する体制、制度、対策等について講習

会等の開催、訓練の実施、防災資料の作成配布等により防災知識の普及・啓発の徹底を図

る。 

(2) 町民に対する防災知識の普及・啓発 

町及び防災関係機関は、災害時に、町民が的確な判断に基づき行動できるよう、住民に

対し、災害についての正しい知識、日頃の備え、防災対策等について、防災知識の普及・

啓発の徹底を図る。 

なお、災害予測において、新たな知見が得られた場合には、防災マップ等を更新し住民、

防災上重要な施設、事業所、観光施設等に配布する。 

ｱ 普及・啓発内容 

1.災害・防災に対する心得 

2.災害に関する一般知識 

3.非常用食料、飲料水、身の回り品等、非常持出品や救急セット、持病薬、感染症

対策を想定した衛生品等の準備 

4.建物の耐震診断と補強、家具の固定、ガラスの飛散防止 

5.災害情報の正確な入手方法 

6.出火の防止及び初期消火の心得 

7.外出時における災害発生時の対処方法 

8.自動車運転時の心得 

9.救助・救護に関する事項 

10.避難場所、避難路及び避難方法等、避難対策に関する事項 

11.水道、電力、ガス、電話などの災害時の心得 

12.要配慮者への配慮 

13.各防災関係機関が行う災害対策 など 

ｲ 普及・啓発方法 

1.テレビ、ラジオ、新聞及びインターネットを利用した普及・啓発 

2.広報誌（紙）、広報車両を利用した普及・啓発 

3.ビデオ、スライド等による普及・啓発 

4.防災マップ、パンフレットの配布による普及・啓発 
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5.講演会、講習会等の開催及び訓練の実施 

6.学校等における防災教育の実施 

7.地元消防団を活用した普及・啓発 など 

 

◇防災マップ等の記載事項例 

○災害危険箇所 

・洪水水害：浸水想定区域 

・土砂災害：土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所 

○避難場所、避難経路 

○災害履歴 

○災害時の非常持出品、避難方法 

○家族の集合場所、連絡方法 

○避難生活時の心得 

○家庭内備蓄 など 

※資料編６－１： 滝上町防災マップ 
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第４節 町民の防災力向上 

 

東日本大震災などの経験を踏まえて、町民は「自らの身の安全は自らで守る」ことが基本で

あることの自覚を持ち、平常時より災害に対する備えを心がけるとともに、災害時には自らの

身の安全を守るよう行動することが重要である。特に、災害による人的被害、経済的被害を軽

減する減災のための備えを充実する必要があり、その実践を促進することが重要である。 

災害発生時、町民は、家庭又は職場など、個人又は地域において、人命の安全を第一として

混乱の防止に留意しつつ、災害による被害の発生を最小限にとどめるために必要な措置をとる

ものとする。 

 

１ 家庭における措置 

(1) 平常時の心得 

ｱ 地域の避難場所、避難経路及び家庭との連絡方法等を確認する。 

ｲ 建物の補強、家具の固定をする。 

ｳ 火気器具の点検や火気周辺の可燃物に注意する。 

ｴ 消火器の用意や点検をする。 

ｵ 飲料水、非常用食料、救急用品、非常持出品を準備する。 

ｶ 地域の防災訓練への積極的参加により防災知識、応急救護の技術を習得する。 

ｷ 隣近所と各種災害時の協力について話し合う。 

ｸ 地域の災害危険箇所などの位置やその危険性を把握する。 

(2) 災害時の心得 

ｱ まず身の安全を確保する。 

ｲ 火の始末など災害が拡大しない対策をとる。 

ｲ 地域における被災状況を把握する。 

ｳ 隣近所の負傷者や要配慮者の救助に協力する。 

ｴ 避難場所では自主的に行動し、町及び防災関係機関への協力を行う。 

 

２ 職場における措置 

事業所が災害時に果たす役割を十分に認識し、従業員や施設利用者の安全確保、経済活動

の維持、住民への貢献等、防災活動の推進に努めるものとする。 

(1) 平常時の心得 

ｱ 災害時行動マニュアルを作成する。 

ｲ 防災体制を整備する。 

ｳ 防災訓練及び防災教育を実施し、防災に対する知識や意識の向上を図る。 

(2) 災害時の心得 

ｱ 従業員及び施設利用者の安全確保、避難誘導を行う。 

ｲ 従業員及び施設利用者の被災状況の把握、救助を行う。 

ｳ 従業員及び施設利用者への災害情報の提供を行う。 

ｴ 初期消火活動等の応急対策を実施する。 
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ｵ 地域へのボランティア活動等による支援を行う。 

 

３ 運転者のとるべき措置 

(1) 走行中のとき 

地震等の災害発生時に自動車等で走行中の運転者がとるべき措置は次のとおりとする。 

ｱ 急ハンドル、急ブレーキを避けるなど、できるだけ安全な方法により、道路の左側に

停止させること。 

ｲ 停止後は、ラジオで地震情報や交通情報を聞き、その情報や周囲の状況に応じて行動

すること。 

ｳ 車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。やむを得

ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを切り、エ

ンジンキーをつけたままとし、窓を閉め、ドアはロックしないこと。駐車するとき

は、避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げとなるような場所には駐車しない

こと。 

(2) 駐停車中のとき 

車両等を避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げとならない場所に移動する等の

措置をとるものとする。 
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第５節 防災体制の強化 

 

災害発生の防止及び災害発生時の被害軽減を図るため、「自分たちの地域は自分たちで守る｣

という精神のもとに、災害発生時に地域で自主的に行動できるように、自主防災組織の結成及び

自主的な活動に向けた支援を行う。その際、女性の参画の促進に努める。 

 

◆自助・共助・公助の役割 

自 助 

共 助 

・災害時に迅速に行動できるように、「自分たちの地域は自分たちで守る」との

意識に基づき、自主防災組織を結成するとともに、備蓄を行うなど日頃から

備える。 

公 助 

・防災計画の見直し、災害時の行動マニュアル等を作成するとともに、関係機

関との連携・強化を図る。 

・災害時に地域で自主的に行動できるように、自主防災組織の結成及び活動に

向けた支援を行う。 

 

１ 自主防災組織等、住民組織の育成・強化 

(1) 地域自主防災組織の結成及び育成 

大災害発生時に、その被害を最小限におさえるためには、防災関係機関と地域住民によ

る組織的かつ統一的な防災活動が極めて重要な役割を果たすものと考えられる。そのた

め、防災意識の普及とあわせて、自発的な防災活動を効果的に行うため、町内会組織等を

生かした地域自主防災組織の育成を図る。 

また、住民は、地域自主防災組織に積極的に参加し、日頃からの防災活動及び災害時の

応急活動に可能な範囲で参加・協力するとともに、災害発生時の被害の軽減を図るため、

「自分たちの地域は自分たちで守る」との意識に基づき、自主防災体制の確立を図る。 

なお、地域自主防災組織の結成については、女性の参画に配慮する。 

ｱ 組織化の要件 

地域自主防災組織は、地域住民が最も効果的な防災活動を行えるよう、地域の実情に

あわせてその規模を設定する必要があり、設定にあたっては次の要件を考慮する。 

① 住民の連帯感に基づき、地域の防災活動を効果的に行えること。 

② 住民の日常生活において、基礎的な地域としての一体性を有すること。 

③ 地域住民の互助精神に基づいて設置される町内会組織等を対象とすること。 

ｲ 組織の編成 

地域自主防災組織の活動を効果的に行うため、組織内の役割分担の明確化と組織の規

模や実情に応じた編成を促す。 

① 基本的な組織編成 

a) 情報連絡班 

b) 消火班 

c) 避難誘導班 

② 地区別情報連絡責任者は、第４章 第４節「災害情報等の報告、収集及び伝達計画」
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により町内会長としており、情報連絡が迅速に行える組織編成を促すものとする。 

ｳ 地域自主防災組織の育成指導 

町は、町内会を単位とする地域自主防災組織の結成及び育成に努め、地域住民が一致

団結して、初期消火活動、要配慮者の避難誘導や安否確認等の防災活動が効果的に行わ

れるよう協力体制の確立を図る。 

また、町は、防災思想の普及と地域自主防災組織の普及啓発のため、消防滝上支署と

連携を取りながら、地域住民組織等への働きかけを行い、組織化及び組織の育成指導を

図る。なお、その際、女性の参画に努めるものとする。 

ｴ 地域自主防災組織活動に関するする支援 

町は、地域自主防災組織が訓練等で使用する防災資機材及び防災資機材の保管庫を貸

与する。また、これらの防災資機材については災害時において使用するため、使用方法

等の指導を行う。 

(2) 地域自主防災組織の平常時の活動 

地域自主防災組織の平常時の活動内容は以下の事項を基本とし、各地域自主防災組織の

状況に応じて実施するものとする。 

1.防災知識の普及 

2.地域の安全点検 

3.地域住民並びに要配慮者及び避難行動要支援者の把握 

4.防災資機材の整備・点検 

5.防災訓練の実施 

ｱ 防災知識の普及 

災害の発生を防止し、被害の軽減を図るためには、町民一人ひとりの日頃の備え及び

災害時の的確な行動が大切である。そのため、集会等を利用して防災講習会等を開催し、

防災に対する正しい知識の普及を図る。 

ｲ 地域の安全点検 

災害時における被害拡大防止のため、地震、洪水及び土砂災害等の災害時に避難の障

害となることが予想される箇所や事項について、日頃から地域の点検を行って把握し、

改善に努める。 

ｳ 地域住民並びに要配慮者及び避難行動要支援者の把握 

災害時における避難支援等を円滑にするため、日頃から地域内における声かけやコミ

ュニケーションの促進を図り、要配慮者及び避難行動要支援者の把握や支援者となり得

る人材の確保に努めるとともに、訓練等を通して、迅速かつ安全な避難支援等が行える

体制を構築する。 

ｴ 防災訓練の実施 

災害が発生したとき、住民の一人ひとりが適切な措置をとることができるようにする

ため、日頃から繰り返し訓練を実施し、防災活動に必要な知識及び技術を習得する。 

訓練には、個別訓練及びこれらをまとめた総合訓練があり、個別訓練として次のよう

なものが考えられる。なお、訓練を計画する際には、地域の特性を考慮する。 

① 情報収集伝達訓練 

防災関係機関から情報を正確かつ迅速に地域住民に伝達し、地域における被害状況
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等を関係機関へ通報するための訓練を実施する。 

② 消火訓練 

火災の拡大・延焼を防ぐため消火設備を使用して消火に必要な技術等を習得する。 

③ 避難訓練 

避難の要領を熟知し、避難場所や避難所まで迅速かつ安全に避難できるようにする

ため実施する。 

④ 救出救護訓練 

家屋の倒壊やがけ崩れ等により下敷きとなった者の救出活動及び負傷者に対する

応急手当の方法等を習得する。 

⑤ 図上訓練 

防災マップなど、町の一定の区域内における図面を活用して、想定される災害に対

し、地区の防災上の弱点等を見いだし、それに対処する避難方法等を地域で検討し実

践する、住民の立場に立った図上訓練を実施する。 

(3) 地域自主防災組織の災害時の活動 

地域自主防災組織は、災害発生時において組織員の安全が確保できる範囲において、「自

分たちの地域は自分たちで守る」という精神のもと、以下の活動を実施し、被害拡大の防

止に努めるものとする。 

1.被災情報の収集伝達、防災関係機関との連絡 

2.避難所運営本部への協力 

3.地区住民の安否確認、避難誘導 

4.出火防止の呼びかけ、初期消火 

5.負傷者の救出、救護、応急手当 

6.非常食等の救援物資の配布協力など 

ｱ 災害時の身の安全の確保（自助） 

災害発生時において、地域自主防災活動の第一の目標は、自助として自分の身を守る

ことである。住民は、日頃から家庭内の安全確保に努め、災害発生時の身の安全と被害

防止に努めなくてはならない。 

ｲ 地域自主防災活動への参加（共助） 

町民は、災害発生時には家族や地域と協力しあって、被害の拡大防止や軽減を図るた

め、可能な範囲で自主的な防災活動に努めるものとする。 

また、災害時の活動を円滑に行うため、日頃から災害への備えを行い、地域活動への

参画に努めなくてはならない。 

ｳ 情報の収集伝達 

地域自主防災組織は、災害時には地域内で発生した被害の状況を迅速かつ正確に把握

して本部へ報告する。 

また、防災関係機関の提供する情報を地域内の人に伝達して、不安の解消を図るとと

もに、的確な応急活動を実施する。 

このため、あらかじめ、次の事項を決めておくようにする。また、避難場所や避難所

等へ避難した後についても、地域の被災状況、救助活動の状況等を必要に応じて報告し、
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混乱・流言飛語の防止に当たる。 

○連絡をとる防災関係機関 

○防災関係機関との連絡のための手段 

○防災関係機関の情報を地域住民に伝達する責任者及びルート 

 

連絡手段 
電話を基本とし、電話が使用出来ない場合、避難場所等で使用可能な伝達手

段を使用する 

報告内容 
地域における被害状況、負傷者の有無、安否情報、火災の発生状況等を報告

する 

ｴ 出火防止及び初期消火 

家庭に対して、火の始末など出火防止のための措置を講ずるよう呼びかけるととも

に、火災が発生した場合、消火器などを使い、初期消火に努める。 

ｵ 救出救護活動の実施 

がけ崩れ、建物の倒壊などにより下敷きになった者を発見したときは、町等に通報す

るとともに、２次災害に十分注意し、救出活動に努める。 

また、負傷者に対しては、応急手当を実施するとともに、医師の介護を必要とするも

のがあるときは、救護所等へ搬送する。 

ｶ 避難の実施 

町長から避難指示や避難行動に時間を要する要配慮者などに対する高齢者等避難が発

令された場合には、地域内の住民に対して周知徹底を図り、火災、がけ崩れ、地すべり

等に注意しながら、迅速かつ円滑に避難場所や避難所等へ誘導する。 

なお、要配慮者及び避難行動要支援者に対しては、地域住民の協力のもとに避難させ

る。 

ｷ 給食・救援物資の配布及びその協力 

被害の状況によっては、避難が長期間にわたり、被災者に対する炊出しや救援物資の

支給が必要となってくる。これらの活動を円滑に行うため、町等が実施する給水、救援

物資の配布活動に協力する。 

 

２ 事業所等の防災体制強化 

多数の者が利用し、又は従事する施設及び危険物を取り扱う事業所において、自衛消防組織

が法令により義務付けられている一定の事業所については、消防関係法令の周知徹底を図ると

ともに防災要員等の資質の向上に努める。 

また、その他の事業所についても、自主的な防災組織の設置など育成を図り、積極的な防災

体制の整備、強化に努める。 

 

３ 町の防災体制強化 

(1) 防災計画・マニュアルの整備 

災害時に迅速かつ適切な災害対策ができるように、行政機構の改編に伴い、事務分掌等

の体制の見直しを行う。また、災害時の行動マニュアル等を作成し、各担当で習熟を図る。 

(2) 職員研修等の実施 
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災害の知識や行動力を向上させるため、職員研修等の機会に防災研修を実施する。 

 

４ 関係機関との連携強化 

災害時に関係機関との連携を円滑に行うため、定期的に防災会議を開催するとともに、連絡

先、連絡責任者を明確にする。 

また、応急復旧作業や食料・物資の調達等のため、公的機関や民間業者との協定を締結する

など連携を強化する。 

 

５ 相互応援（受援）体制 

町及び防災関係機関の長並びに防災上重要な施設の管理者は、その所掌事務又は業務につい

て、災害応急対策若しくは災害復旧の実施に際し他の者を応援し、又は他の者の応援を受ける

ことを必要とする事態に備え、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

また、道、市町村及び指定地方行政機関は、災害時におけるボランティアによる防災活動が

果たす役割の重要性を踏まえ、平常時からボランティアとの連携に努めるものとする。 

(1) 基本的な考え方 

町及び防災関係機関の長並びに防災上重要な施設の管理者は、災害発生時に各主体が迅

速かつ効果的な災害応急対策等が行えるよう、平常時から相互に協定を締結するなど、連

携強化に努める。また、企業等に委託可能な災害対策に係る業務については、あらかじめ

企業等との間で協定を締結しておくなど、そのノウハウや能力等の活用に努める。 

さらに、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の市町村や防災関係機関から応

援を受けることができるよう、応援・受援に関する連絡・要請の手順や応援機関の活動拠

点、資機材等の集積・輸送体制等について必要な準備を整えるよう努める。 

併せて、大規模災害が発生した際等に、被災市町村への応援を迅速かつ的確に実施でき

るよう、応援や受援に関する計画の策定に努めるとともに、防災訓練などにおいて応援・

受援体制を検証し、さらなる連携の強化を図る。 

 

６ 応急医療活動の体制強化 

町は、多数の負傷者が発生した場合に備え、滝上町国民健康保険診療所及びその他の医療機

関との間で、救護所の設置、救護班の編成、医薬品の確保、後方医療機関への搬送等、応急医

療活動体制の確立を図る。 
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第６節 防災思想・知識の普及・啓発及び防災教育の推進計画 

 

防災諸活動を円滑に行い、かつ防災の成果をあげることを目的として、防災関係者及び地域

住民に対して行う災害予防、応急対策等の防災知識の普及に関する防災思想普及計画について

は、次のとおりとする。 

 

１ 配慮すべき事項 

(1) 東日本大震災をはじめとする、近年多発する大規模災害の教訓等を踏まえ、複合災害時 

における町民の災害予防及び災害応急措置等に関する知識の普及・啓発に努める。 

(2) 要配慮者に十分配慮し、地域において支援体制が確立されるよう努めるとともに、被災 

時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努める。 

(3) 普及・啓発に当たっては、公民館等の社会教育施設を活用するなど、地域コミュニティ 

における多様な主体の関わりの中で防災に関する教育の普及推進を図るものとする。 

(4) 地域の防災力を高めていくため、住民向けの専門的・体系的な防災教育訓練の提供、学 

校における防災教育の充実、防災に関する教材（副読本）の充実を図るものとする。 

特に、水害・土砂災害のリスクがある学校においては、避難訓練とあわせた防災教育の 

実施に努める。 

(5) 防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支援センター・ケアマネジャー） 

の連携により、高齢者の避難行動に対する理解の促進を図る。 

(6) 防災気象情報や避難に関する情報等の防災情報を災害の切迫度に応じて、５段階の警戒 

レベルにより提供すること等を通して、受け手側が情報の意味を直感的に理解できるよ 

うな取組みを推進する。 

 

２ 普及・啓発及び教育の方法 

防災思想・知識の普及・啓発及び防災教育の推進は、次の方法によって行う。 

(1) 防災訓練等の防災関連行事の開催及び参加の普及 

(2) ラジオ、テレビ、インターネット（町ホームページ）等の活用 

(3) 広報誌、防災マップ、テキスト、マニュアル、リーフレット等の配布・活用 

(4) スライド、ビデオ等の作成及び活用 

(5) 広報車の巡回 

(6) 防災イベントや研修会、講習会、講演会等の開催 

(7) 学校教育の場の活用 

(8) その他 

 

３ 普及・啓発及び教育を要する事項 

(1) 町防災計画の概要 

(2) 災害に対する一般的な知識 

(3) 災害の予防措置 

ｱ 自助（身を守るための備えや備蓄）・共助の心得 



79 

 

ｲ 防災の心得 

ｳ 火災予防の心得 

ｴ 台風襲来時の家庭の保全方法 

ｵ 農作物の災害予防事前措置 

ｶ 船舶等の避難措置 

ｷ その他 

(4) 災害の応急措置 

ｱ 災害対策の組織、編成、分掌事項 

ｲ 災害の調査及び報告の要領・方法 

ｳ 防疫の心得及び消毒方法、清潔方法の要領 

ｴ 災害時の心得 

・家庭内、組織内の連絡体制 

・気象情報の種別と対策 

・避難時の心得 

・被災世帯の心得 

(5) 災害復旧措置 

ｱ 被災農作物に対する応急措置 

ｲ その他 

(6) その他必要な事項 

 

４ 学校等教育関係機関における普及・啓発の推進 

(1) 児童・生徒等に対する防災知識の向上・防災の実践活動の習得 

学校等においては、児童・生徒等に対し、災害の現象、予防等の知識の向上及び防災の

実践活動（災害時における避難、保護の措置等）の習得を積極的に推進し、災害の伝承と

自主的に適切な災害時の行動ができるようにする。 

 (2) 学校における防災教育の充実及び計画マニュアルの策定 

    学校における体系的かつ地域の災害リスクに基づいた防災教育に関する指導内容の 

   整理、防災教育のための指導時間の確保等、防災に関する教育の充実に努めるとともに、 

   外部の専門家や保護者等の協力のもと、防災に関する計画やマニュアルの策定が行われ 

るよう促す。 

(3) 教職員等に対する研修機会等の充実 

児童・生徒等に対する防災教育の充実を図るため、教職員等に対する防災に関する研修

機会の充実等に努める。 

(4) 実態に応じた内容の実施 

防災教育は、学校等の種別、立地条件及び児童・生徒等の発達段階などの実態に応じた

内容のものとして実施する。 

(5) 各種機会を活用した防災知識の普及 

社会教育においては、ＰＴＡ、青年団体、女性団体等の会合や各種集会等の機会を活用

し、災害の現象、防災の心構え等の防災知識の普及に努める。 
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なお、防災知識・意識の普及・啓発の時期については、防災の日、防災週間、水防月間、

土砂災害防止月間、防災とボランティアの日、防災とボランティア週間等、普及の内容に

より最も効果のある時期を選んで行う。 

 

５ 普及・啓発の時期 

防災の日、防災週間、水防月間、土砂災害防止月間、山地災害防止キャンペーン及び防災

とボランティアの日、防災とボランティア週間等、普及の内容により最も効果のある時期を

選んで行うものとする。 
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第７節 防災訓練計画 

 

災害応急対策を円滑に実施するため、関係機関と共同で行う防災に関する知識及び技術の向

上と、住民に対する防災知識の普及を図ることを目的とした防災訓練計画は本計画の定めると

ころによる。 

 

１ 防災訓練の実施 

防災訓練は図上訓練と実地訓練の２種類とし、関係機関との緊密な連携協議の上、訓練計画

を作成し実施するものとする。 

また、学校、自主防災組織、民間企業、ボランティア団体、要配慮者を含めた地域住民等の

地域に関係する多様な主体と連携した訓練を実施するよう努める。 

なお、災害対応業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見するための訓練の実施に努

めるとともに、訓練後において評価を行い、それを踏まえた体制の改善について検討する。 

(1) 実地訓練 

訓練の成果を最も効果的にするために、次の訓練を実施するものとする。 

ｱ 水防訓練 

水防工法、水位、雨量観測、一般住民の動員、水防資機材の輸送、広報及び通報のほ

か、消防機関に要請して職員、団員の動員を織り込んだ訓練を実施する。 

ｲ 消防訓練 

消防機関の出動、隣接市町の応援要請、避難、立退き、救出救助、消火の指揮系統の

確立、広報及び情報連絡等を織り込んだ訓練を実施する。 

ｳ 避難訓練 

水防訓練と消防訓練と合せて、避難の指示、伝達方法、避難の誘導、避難所の防疫、

給水及び給食等を織り込んだ訓練を実施する。 

ｴ 情報通信訓練 

有線、無線等をそれぞれ組合せ、あらゆる想定のもとに訓練を実施する。 

ｵ 非常招集訓練 

災害対策本部各班員、消防機関の招集訓練を行う。 

ｶ 総合訓練 

あらゆる災害を想定して、これらの訓練を包含した総合訓練を実施する。 

ｷ その他防災に関する訓練 

(2) 図上訓練 

各種災害に対処する応急対策訓練を図上において実施する。 
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第８節 避難体制の整備 

 

災害から住民の生命・身体を保護するための避難場所、避難所の確保及び整備等、各種災害

に対する避難体制を整備する。 

 

１ 住民等の避難体制の整備 

町は、下記の避難計画の検討項目を明確にし、自主防災組織と連携して、各種災害を想定した避

難計画を作成する。 

 

◆避難計画の検討項目例 

○避難情報（避難指示）の発令基準の明確化 

○避難情報（避難指示）の伝達方法 

○避難場所への誘導方法、消防等との連携方法 

○要配慮者、避難行動要支援者等の避難支援方法及び個別避難計画の作成 

等について 

○避難場所への職員の配置、避難所の開設方法 

○避難場所の開設に伴う運営方法 など 

 

２ 避難場所の確保 

(1) 指定緊急避難場所の指定 

町は、災害の危険が切迫した緊急時において住民の安全を確保するため、地域の地

形・地質・施設の災害に対する安全性等を勘案し、必要があると認めるときは、次の異

常な現象の種類ごとの基準に適合し、災害発生時に迅速に開設することが可能な管理体

制等を有する施設又は場所を、あらかじめ当該施設等の管理者の同意を得た上で、指定

緊急避難場所として指定する。その際は、観光地や昼夜の人口変動の大きさなどの地域

特性や要配慮者の利用等についても考慮するとともに、災害の想定等により必要に応じ

て、近隣の市町村の協力を得て、指定緊急避難所を近隣市町村に設けるものとする。 

 学校を避難場所として指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配慮し、

施設の利用方法等について、事前に当該学校、教育委員会等の関係部局や地域住民等の

関係者と調整を図る。 

また、指定緊急避難場所については、災害の種別に応じて指定していること及び避難

の際には発生するおそれがある災害に適した指定緊急避難場所を避難先として選択すべ

きであることについて、日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。特に、指定

緊急避難場所と指定避難所が相互に兼ねる場合においては、特定の災害においては当該

施設に避難することが不適当である場合があることを日頃から住民等への周知徹底に努

めるものとする。 

(2) 指定緊急避難場所の廃止、改築等 

指定緊急避難場所の管理者は、廃止、改築等により当該指定緊急避難場所の現状に重

要な変更を加えようとするときは、町長に届け出なければならない。 
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また、町は当該指定緊急避難場所が廃止又は、基準に不適合となったと認めるとき

は、指定緊急避難場所の指定を取り消すものとする。また、町長は、指定緊急避難場所

を指定し、又は取り消したときは、知事に通知するとともに公示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異常な現象の種類ごとの基準（北海道地域防災計画より） 

 

３ 避難所の確保 

(1) 指定避難所の指定 

町は、災害が発生した場合に被災者を滞在させるため、次の基準に適合する施設を、

あらかじめ当該施設の管理者の同意を得た上で、指定避難所として指定するとともに、

住民等の周知徹底を図る。なお、指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることが

できる。 

規模 被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模を有すること。 

構造 速やかに、被災者等を受け入れ、生活関連物資を配布することが可能な構

造・設備を有すること。 

立地 想定される災害による影響が比較的少ない場所にあること。 

交通 車両等による災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にあること。 

 

町は、主として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、上記に加え

て、次の基準に適合する施設を指定福祉避難所として指定する。 
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ｱ 要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられていること。 

ｲ 災害が発生した場合において要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受ける

ことができる体制が整備されること。 

ｳ 災害が発生した場合において主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が

可能な限り確保されること。 

また、町は、避難所の指定にあたっては、次の事項について努めるものとする。 

ｱ 避難所を指定する際にあわせて広域一時滞在の用にも供することについて定める

など、他の市町村からの被災者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定

しておく。 

ｲ 老人福祉センターや障害福祉施設等の施設を活用し、一般の避難所では生活する

ことが困難な障がい者等の要配慮者が、避難所での生活において特別な配慮が受け

られるなど、要配慮者の状態に応じて安心して生活できる体制を整備した福祉避難

所を指定する。 

ｳ 学校を避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配慮

し、施設の利用方法等について、事前に当該学校、教育委員会等の関係部局や地域

住民等の関係者と調整を図る。 

ｴ 町は、指定避難所となる施設において、あらかじめ、必要な機能を整理し、備蓄 

場所の確保、通信設備の整備等を進める。 

ｵ 町は、指定管理施設や民間の施設が指定避難所となっている場合には、施設管理 

者との間で事前に避難所運営に関する役割分担等を定めるよう努める。 

(2) 指定避難所の廃止、改築等 

指定避難所の管理者は、廃止、改築等により当該指定避難所の現状に重要な変更を加

えようとするときは、町長に届け出なければならない。 

また、町は、当該指定避難所が廃止又は基準に不適合となったと認めるときは、指定

避難所の指定を取り消すものとする。町長は、指定避難所を指定し、又は取り消したと

きは、知事に通知するとともに公示する。 

 

４ 町における避難計画の策定等 

(1) 避難情報（避難指示等）の具体的な発令基準の策定 

町は、適時・適切に避難情報（避難指示等）を発令するため、あらかじめ避難指示等

の具体的な判断基準（発令基準）を策定する。策定にあたっては、河川管理者、水防管

理者、気象庁等の協力を得つつ、洪水、土砂災害等の災害事象の特性、収集できる情報

を踏まえ、避難すべき区域や具体的な判断基準、迅速・的確な避難行動に結びつける伝

達内容・方法を明確にしたマニュアル等の作成に努めるものとする。 

また、住民等の迅速かつ円滑な避難を確保するため、避難指示等の意味と内容の説

明、避難すべき区域や避難指示等の判断基準（発令基準）について、日頃から住民等へ

の周知に努める。そして、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平常時から災害時に

おける優先すべき業務を絞り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担する

など、庁内をあげた体制の構築に努める。 
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(2) 防災マップ等の作成及び住民への周知 

町長は、町民の円滑な避難を確保するため、災害発生時に人の生命又は身体に危険が

及ぶおそれがあると認められる土地の区域を表示した図面に、災害に関する情報の伝達

方法、指定緊急避難場所及び避難路等、必要となる事項を記載した「滝上町防災マッ

プ」を作成する。町民に配布又は回覧に際しては、居住する地域の災害リスクや住宅の

条件等を考慮したうえで取るべき行動や適切な避難先を判断できるよう周知に努めると

ともに、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、避難先として安全な

親戚・知人宅等も選択肢としてあること、警戒レベル４で「危険な場所から全員避難」

すべきこと等の避難に関する情報の意味の理解の促進に努めるとともに、その他の必要

な措置を講ずるよう努める。 

※資料編６－１： 滝上町防災マップ 

(3) 町の避難計画の策定 

町は、主に次の事項に留意して避難計画を策定するとともに、自主防災組織等の育成

を通じて避難体制の確立に努める。 

また、要配慮者を速やかに避難誘導するため、地域住民、自主防災組織、関係団体、

福祉事業者等の協力を得ながら、平常時より情報伝達体制の整備、要配慮者に関する情

報の把握・共有、個別避難計画の策定等の避難誘導体制の整備に努めるものとする。 

ｱ 避難情報（避難指示等）を発令する基準及び伝達方法 

ｲ 指定緊急避難場所・指定避難所の名称、所在地、対象地区及び対象人口 

ｳ 指定緊急避難場所・指定避難所への経路及び誘導方法（観光地等については、観光入 

り込み客対策を含む。） 

ｴ 避難誘導を所管する職員等の配置及び連絡体制 

ｵ 指定緊急避難場所・指定避難所の開設に伴う被災者救護措置に関する事項 

①給水、給食措置 

②毛布、寝具等の支給 

③衣料、日用必需品の支給 

④暖房及び発電機用燃料の確保 

⑤負傷者に対する応急救護 

ｶ 指定緊急避難場所・指定避難所の管理に関する事項 

①避難中の秩序保持 

②住民の避難状況の把握 

③避難住民に対する災害情報や応急対策実施状況の周知、伝達 

④避難住民に対する各種相談業務 

ｷ 避難に関する広報 

①広報車（消防、警察車両の出動要請を含む）による周知 

②避難誘導者による現地広報 

③住民組織（町内会、民生児童委員、自主防災組織等）を通じた広報 

④登録制メール（町公式 SNSアカウント含む）による周知 

⑤緊急速報メールによる周知 
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(4) 被災者の把握 

被災者の避難状況の把握は、被災者支援、災害対策の基本となるが、発災直後の市町

村は、避難誘導や各種災害応急対策などの業務が錯綜し、居住者や避難所への収容状況

などの把握に支障を生じることが想定される。 

このため、避難所における入所者登録などの重要性について、避難所担当職員や避難

所管理者に周知徹底を図るとともに、災害時用の住民台帳（データベース）など、避難

状況を把握するためのシステムを整備することが望ましい。なお、個人情報の取り扱い

には十分な配慮をさせるものとする。 

また、避難者台帳（名簿）を速やかに作成するため、あらかじめ様式を定め印刷のう

え、各避難所に保管するものとする。 

 

５ 防災上重要な施設の管理等 

(1) 学校、医療機関及び祉会福祉施設の管理者は、主に次の事項に留意して予め避難計画を 

作成し、関係職員等に周知徹底を図るとともに、訓練等を実施することにより避難の万全 

を期するものとする。 

(1) 避難の場所（指定緊急避難場所、指定避難所） 

(2) 避難の経路 

(3) 移送の方法 

(4) 時期及び誘導並びにその指示伝達の方法 

(5) 保健、衛生及び給食等の実施方法 

(6) 暖房及び発電機の燃料確保の方法 

 (2) 要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、介護保険法（平成９年法律第 123 号）等の関 

係法令などに基づき、自然災害からの避難を含む非常災害に関する具体的計画を作成する 

ものとする。 

 

６ 事業所、観光施設の避難体制の整備 

各事業所、観光施設は、観光客、来客者及び従業員の安全を確保するため、町の指導及び連

携のもとに避難誘導方法、避難経路及び避難場所等を記載した避難計画を作成する。 

７ 公共用地等の有効活用への配慮 

町及び防災関係機関は、相互に連携しつつ、避難場所、避難施設、備蓄など防災に関する諸

活動の推進に当たり、公共用地等の有効活用に配慮するものとする。 

 

  



87 

 

第９節 避難行動要支援者対策計画 

 

災害発生時における避難行動要支援者の安全の確保については、この計画の定めるところに

よる。 

 

１ 安全対策 

災害発生時には、高齢者、障がい者、乳幼児及び妊産婦等の要配慮者が被害を受けやすい、

情報を入手しにくい、避難所における良好な環境を得にくいなどの状況におかれる場合が見ら

れる。 

このため、町、社会福祉施設等の管理者は、避難行動要支援者の安全を確保するため、住民、

自主防災組織等の協力を得ながら、平常時から避難行動要支援者の実態把握、緊急連絡体制、

避難誘導等の防災体制の整備に努める。 

 

２ 町の対策 

 町は、関係部局の連携のもと、平常時から避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行  

動要支援者名簿及び個別避難計画を作成し、定期的に更新を行うとともに、庁舎等の被災等の 

事態が生じた場合においても要配慮者の安全の確保等に支障が生じないよう、電子媒体と紙 

媒体の両方で保管するなど、名簿情報及び個別避難計画情報の適切な管理に努める。 

また、消防団、警察、自主防災組織等の防災関係機関及び平常時から要配慮者と接している 

社会福祉協議会、民生委員、福祉事業者、障がい者団体等の福祉関係者と協力して、要配慮者 

に関する情報の共有、避難行動支援に係る地域防災力の向上等、避難支援の体制整備を推進す 

る。なお、名簿情報及び個別避難計画情報の取扱いや個別避難計画の作成・活用方針等を整理 

し、そのうち、重要事項を町防災計画に定める。 

(1) 避難行動要支援者名簿の作成 

町は、福祉担当課と防災担当課との連携の下、災害発生に備え、避難支援等の実施に携

わる関係者(以下「避難支援等関係者」という。)と協力して、自ら避難することが困難な

者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する者の範囲につ

いて、要介護状態区分、障害支援区分、家族の状況等を考慮した要件を設定したうえで、

避難行動要支援者名簿を作成するものとする。 

(2) 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲 

避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲は、生活の基盤が自宅にある者のうち、以下

の要件に該当する者とする。 

ｱ 要介護３以上の認定を受けている者 

ｲ 身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所持する身体障害者（心臓、じん臓機

能障害のみで該当するものは除く） 

ｳ 療育手帳Ａを所持する知的障害者 

ｴ 精神障害者保健福祉手帳１・２級を所持する者で単身世帯の者 

ｵ 上記以外で町長が必要と認めた者 
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(3) 避難行動要支援者名簿の記載内容 

ｱ 氏名 

ｲ 生年月日 

ｳ 性別 

ｴ 住所又は居所 

ｵ 電話番号その他の連絡先 

ｶ 避難支援等を必要とする事由 

ｷ 上記に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項 

(4) 避難支援等関係者への名簿の提供 

町は、避難支援等関係者に対し、避難行動要支援者名簿情報を提供するものとする。 

ただし、町条例に特別の定めがある場合を除き、名簿情報を提供することについて、本

人同意が得られていない場合は、この限りでない。 

避難支援等関係者となるものは、以下に掲げる団体及び個人とする。 

ｱ 消防機関 

ｲ 警察機関 

ｳ 民生児童委員 

ｴ 社会福祉協議会 

ｵ 町内会長 

ｶ 自主防災組織の代表 

ｷ その他避難行動要支援者避難支援プランに定める団体等 

(5) 名簿に掲載する個人情報の入手 

町は、避難行動要支援者名簿を作成するにあたり、避難行動要支援者に該当する者を把

握するため、関係課で把握している情報を集約するよう努めるものとする。 

(6) 名簿の更新 

町は、住民の転入･転出、介護認定、身体障害者手帳等の事務を通じて避難行動要支援者

名簿を定期的に更新し、名簿情報を最新の状態に保つものとする。 

(7) 名簿提供における情報の管理 

町は、避難行動要支援者名簿の提供に際しては、避難支援等関係者が適切な情報管理を

図るよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

ｱ 当該避難行動要支援者を担当する地域の避難支援等関係者に限り提供するものとする。 

ｲ 基本法に基づき、避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられていることを説明する

ものとする。 

ｳ 避難行動要支援者名簿については、施錠可能な場所へ保管するなど、厳重なる保管を

行うよう指導するものとする。 

ｴ 避難行動要支援者名簿を必要以上に複製しないよう指導するものとする。 

ｵ 避難行動要支援者名簿の提供先が個人でなく団体である場合には、その団体内部で避

難行動要支援者名簿を取扱う者を限定するよう指導するものとする。 

ｶ 個人情報の適正管理について、避難支援等関係者と協議するものとする。 
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(8) 緊急連絡体制の整備 

町は、地域ぐるみの協力のもとに、避難行動要支援者に対するきめ細かな緊急連絡体制

の確立に努める。 

(9) 避難支援体制の確立 

ｱ 町は、避難行動要支援者に対する避難誘導等の方法や援助者等を定めるものとする。 

ｲ 町は、要配慮者が避難のための立退きの勧告又は指示を受けた場合には、円滑に避難

のための立退きを行うことができるよう特に配慮しなければならない。 

ｳ 町は、災害応急対策に従事する避難支援等関係者の安全の確保に十分配慮しなければ

ならない。 

ｴ 町は、収容避難所の指定にあたっては、地域の避難行動要支援者の実態に合わせて、

利便性や安全性を十分配慮するとともに、地域の実情に応じた防災知識等の普及・啓発

等に努めるものとする。 

(10) 避難行動支援に係る地域防災力の向上 

町は、地域の実情に応じ、要配慮者に対する災害時に主体的に行動できるようにするた 

めの研修や防災知識等の普及・啓発等の実施に努めるとともに、避難行動要支援者の態様 

に応じた防災教育や防災訓練の充実強化を図る。 

(11)  個別避難計画の策定 

   町は、庁内の防災・福祉・保健・医療・地域づくりなどの関係する部署、これらの部署    

による横断的な組織のほか、避難支援等関係者と連携しながら作成に取組む。 

(12) 避難支援等関係者への事前の個別避難計画の提供 

町は、避難支援等関係者が避難行動要支援者の災害時における避難方法や避難支援の内 

容等を事前に把握・検討し、個々の要支援者ごとに個別避難計画の実効性を高めるため、 

避難支援等の実施に必要な限度で、町防災計画の定めるところにより、避難支援等関係者 

に提供する。ただし、条例に特別の定めがある場合を除き、避難行動要支援者及び避難支 

援等実施者の同意が得られない場合は提供しない。 

(13) 個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者への対応 

 町は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避難支援等が円 

滑かつ迅速に実施されるよう、災害時にどのように避難支援等を実施するかを計画し、避 

難支援等関係者に事前に人数やおおよその居住地を連絡するなどして備え、災害時には事 

前に計画した内容に基づき避難支援等関係者に名簿情報を提供し、避難支援等を実施す 

る。 

(14) 福祉避難所の指定 

   町は、一般の避難スペースでは生活することが困難な障がい者等の要配慮者が、避難所 

での生活において特別な配慮が受けられるなど、要配慮者の状態に応じて安心して生活 

できる体制を整備した福祉避難所を指定する。 

 

３ 社会福祉施設等の対策 

(1) 防災設備等の整備 

社会福祉施設等の利用者や入所者は、寝たきりの高齢者や障がい者等のいわゆる要配慮
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者であることから、その管理者は、施設の災害に対する安全性を高めることが重要である。 

また、電気・水道等の供給停止に備えて、施設入所者が最低限度の生活維持に必要な食

料、飲料水・医薬品等の備蓄に努めるとともに、施設の機能の応急復旧等に必要な防災資

機材の整備に努める。 

(2) 組織体制の整備 

施設管理者は、災害時において、迅速かつ的確に対処するため、予め防災組織を整え、

施設職員の任務分担・動員計画・緊急連絡体制等を明確にしておく。 

特に、夜間における消防機関等への通報連絡や入所者の避難誘導体制に十分配慮した組

織体制を確保する。 

また、平常時から町との連携の下に、施設相互間並びに他の施設、近隣住民及びボラン

ティア組織と入所者の実態等に応じた協力が得られるような体制の整備に努める。 

(3) 緊急連絡体制の整備 

施設管理者は、災害の発生に備え、消防機関等への早期通報が可能な非常通報装置を設

置するなど、緊急時における情報伝達の手段・方法を確立するとともに、施設相互の連携

協力の強化に資すため、町の指導の下に緊急連絡体制を整える。 

(4) 防災教育・防災訓練の充実 

施設管理者は、施設の職員や入所者が、災害等に関する基礎的な知識や災害時にとるべ

き行動等について理解や関心を深めるため、防災教育を定期的に実施する。 

また、施設管理者は、施設の職員や入所者が災害時等においても適切な行動がとれるよ

う、各々の施設の構造や入所者の判断能力・行動能力等の実態に応じた防災訓練を定期的

に実施する。 

特に、自力避難が困難な者等が入所している施設においては、夜間における防災訓練も

定期的に実施するよう努める。 

※資料編６－３：要配慮者利用施設一覧 

 

４ 外国人に対する対策 

  町は、言語・生活習慣・防災意識の異なる外国人を要配慮者として位置付け、災害時に、迅 

速かつ的確な行動が取れるよう、次のような条件・環境づくりに努めるとともに、在留管理制 

度における手続等様々な機会を捉えて防災対策についての周知を図る。 

また、被災地に生活基盤を持ち、避難生活や生活再建に関する情報を必要とする在日外国人 

と、早期帰国等に向けた交通情報を必要とする訪日外国人は行動特性や情報ニーズが異なる 

ことを踏まえ、それぞれに応じた迅速かつ的確な情報伝達の環境整備や、円滑な避難誘導体制 

の構築に努める。 

(1) 多言語による広報の充実 

(2) 指定緊急避難場所・道路標識等の災害に関する表示板の多言語化 

(3) 外国人を含めた防災訓練・防災教育の実施 

(4) 外国人観光客等に対する相談窓口等の設置 
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５ 援助活動 

町は、避難行動要支援者の早期の安否確認に努めるとともに、避難行動要支援者の状況に 

応じた適切な援助活動を行う。 

(1) 災害時要援護者の安否確認 

町は、災害発生後、直ちに把握している避難行動要支援者の所在、連絡先を確認し、安

否の確認に努める。 

(2) 避難所等への移送 

町は、避難行動要支援者を安否確認した場合は、速やかに負傷の有無や周囲の状況等を

総合的に判断して以下の措置を講ずる。 

ｱ 避難所への移動 

ｲ 医療機関への移送 

ｳ 施設等への緊急入所 

(3) 応急仮設住宅への優先的入居 

町は、応急仮設住宅への入居にあたり、避難行動要支援者の優先的入居に努めるものと

する。 

(4) 在宅者への支援 

町は、在宅での生活が可能と判断された場合は、その生活実態を的確に把握し、適切な

援助活動を行う。 

(5) 応援依頼 

町は、救助活動の状況や避難行動要支援者の状況を把握し、適宜、道、隣接市町村等へ

応援を要請する。  



92 

 

第１０節 食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備 

 

町は、各種災害時において住民の生活を確保するため、食料、飲料の確保に努めるととも

に、災害発生時における応急対策を円滑に行うため、防災資機材等の整備に努める。その際、

要配慮者向けの物資等の確保に努めるものとする。 

 

１ 食料・物資等の備蓄・調達・確保 

(1) 町は、あらかじめ食料関係機関及び保有業者と食料調達に関する協定の締結など、食料、

飲料水、燃料及び毛布等生活必需品等の備蓄・調達体制を整備し、災害時における食料等

の確保に努める。また、町は応急飲料水の確保及び応急給水資機材の整備(備蓄)に努める。 

ｱ 町の備蓄・調達体制の整備 

町は、災害時において町民の生活を確保するため、災害発生当初に避難者等に食料・

物資を供給するため非常食料、緊急的に必要な生活必需品、資機材等の備蓄を行う。 

また、大雪や暴風雪に伴う災害が発生した場合や地震災害及び停電が積雪・寒冷期に

おいて発生した場合の対策として、暖房器具・燃料等を整備するとともに、停電時でも

使用可能な器具等の整備に努める。 

◆備蓄項目 

○非常食料     ○水防資機材     ○救助資機材 

○除雪資機材    ○給水搬送容器    ○暖房設備  など 

ｲ 応急給水資機材の整備 

町は、災害により水道施設が損壊し、供給が困難となった場合に速やかに応急給水活

動が行えるよう給水タンクや給水袋の備蓄・更新等、応急給水資機材の整備に努める。 

ｳ 災害時応援協定 

町は、災害発生後早急に食料その他の生活物資等の調達ができるよう、民間事業者等

との支援協定の締結を推進する。 

※資料編：５－１ 災害時応援協定締結事業者等 

ｴ 町民の家庭内での備蓄と事業所単位での備蓄 

町は、防災週間や防災関連行事等を通じ、住民や事業者に対し、「最低３日間、推奨１

週間」分の食料及び飲料水、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレットペーパー、女性用品、

ポータブルストーブ、非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池、携帯電話充電

器、マスク・消毒液等の衛生用品等）の備蓄に努めるよう啓発を行う。 
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【参考】災害の備えチェックリスト 

 

災害の備えチェックリスト（内閣府ホームページより） 
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(2) 道は、あらかじめ食料保有業者と食料調達に関する協定を締結するなど、町が自ら食料

その他の物資の調達等を行うことが困難な場合にも被災者に物資を確実かつ迅速に届けら

れるよう、物資の調達体制の整備に努める。 

※資料編：５－１ 災害時応援協定締結事業者等 

 

２ 備蓄倉庫等の整備 

町は、防災倉庫等の維持管理、整備及び災害備蓄品の適正な保管に努める。 

 

  



95 

 

第１１節 雪害対策計画 

 

近年、北海道内で多発する暴風雪に伴う甚大な被害発生を踏まえ、大雪、暴風雪及びなだれ

等の雪害に対処するための予防対策及び応急対策は、｢北海道雪害対策実施要綱｣に定めるとこ

ろにより、町及び防災関係機関がそれぞれ相互連携のもとに実施するものとする。 

 

１ 防災体制の構築 

町は、雪害に関する予防対策及び応急対策の円滑な実施を図るため設置される｢北海道雪害

対策連絡部｣及び防災関係機関と連携し対応する。 

また、町は、雪害対策を積極的に実施するため、｢北海道雪害対策実施要綱｣に準じ、所要

の対策を講ずるとともに、特に次の事項につき十分留意するものとする。 

(1) 雪害対策の体制及び窓口を明確にすること。 

(2) 雪害情報の連絡体制を確立すること。 

(3) 災害警戒区域等の警戒体制を確立すること。 

(4) 積雪時における消防体制を確立すること。 

(5) 雪害発生時における避難、救助、給水、食料、燃料等の供給及び防疫等の応急措置の体

制を整えること。 

(6) 孤立予想地域に対しては、次の対策を講ずること。 

ｱ 食料、燃料等の供給対策 

ｲ 医療助産対策 

ｳ 応急教育対策 

(7) 除雪機械、通信施設の整備点検を行うこと。 

(8) 雪捨場の設定にあたっては、交通障害及び溢水災害等の発生防止について十分配慮する

こと。 

 

２ 除雪路線の実施分担 

除雪路線は、次の区分により実施分担する。 

(1) 国道路線の除雪は、網走開発建設部興部道路事務所が行う。 

(2) 道道路線の除雪は、オホーツク総合振興局網走建設管理部紋別出張所が行う。 

(3) 町道路線の除雪は、町が行う。 

(4) その他町長が必要と認める路線の除雪は町が行う。 

 

３ 異常降雪時における除雪 

異常降雪時において、交通量、消防対策等を十分考慮し、関係機関の除（排）雪計画に基

づいて主要幹線より順次除（排）雪を実施するものとする。 

 

４ 通信施設の雪害防止対策 

東日本電信電話㈱北海道支店は施設の改善、応急対策の強化を図るものとする。 
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５ 電力施設の雪害防止対策 

電力施設の雪害防止のため、北海道電力ネットワーク株式会社紋別ネットワークセンター

は、送電線の冠雪、着氷雪対策を樹立し、必要に応じて特別巡視等を行うものとする。 

 

６ 町道の除雪対策 

「滝上町除排雪実施計画」に基づき行う。 

(1) 除雪計画の概要 

ｱ 除雪延長、除排雪機配備及び除雪路線 

当該年度の「滝上町除排雪実施計画書」に掲載。 

(2) 除雪実施要項 

ｱ 幹線・幼児・児童の通園・通学道路・バス路線を優先し、順次除雪を行う。 

ｲ 私道は原則として除雪の対象としない。ただし、公共性のある私道は除雪を行う。 

ｳ 幹線から住宅までおおむね 30ｍ以上で、個人での除雪が困難な者に対し災害等の救助

時に支障をきたすおそれのある道路について、申し出により除雪を行う。 

ただし、既存の除雪が終了した後とする。 

(3) 除雪出動基準 

ｱ 建設課長の判断で指示するとき（おおむね 10cm以上）。 

ｲ 町内会長から通報があったとき。 

ｳ 除雪の出動開始時刻は、平日は各車両とも午前 7時 30分とし、作業終了は午後 3時 00

分とする。 

ｴ 原則として吹雪の最中には出動しないものとする。 

(4) 排雪業務実施要項 

交通安全上支障があると認められる場合には、建設課長の判断で排雪を実施する。 

(5) 雪捨て場について 

元町（元町のパークゴルフ場の下手）と濁川（雄柏橋付近）に設置する。 
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第１２節 融雪災害対策計画 

 

融雪による河川の出水災害等については、水防計画に定めるほか、本計画に定めるところによ

る。 

 

１ 予防対策 

町は、融雪災害に対処するための予防対策及び応急対策の円滑な実施を図るため設置され

る｢北海道融雪災害対策連絡部｣及び防災関係機関と連携し対応する。 

町は、融雪災害対策を積極的に実施するため、｢北海道雪害対策実施要綱｣に準じ所要の措置

を講ずるとともに、特に次の事項に十分留意するものとする。 

 

(1) 融雪災害対策の体制及び窓口を明確にすること。 

(2) 気象情報及び融雪状況の把握に努め、連絡体制を確立すること。 

(3) 融雪出水、なだれ、がけ崩れ、地すべり発生予想箇所の警戒体制を確立すること。 

(4) 融雪出水前に河道内の除雪、結氷の破砕等障害物の除去に努め、流下能力の確保を図る

こと。 

(5) 融雪災害時に適切な避難情報（避難指示等）の発令ができるようにしておくこと。 

(6) 災害の発生又は発生のおそれのある場合における連絡体制及び出動体制並びに避難・救

助体制を確立すること。 

(7) 水防資器材、通信連絡施設の整備点検を行うこと。 

(8) 道路側溝及び排水溝などの流下能力確保のため、住民協力による氷割デー、河道清掃デ

ー等の設定に努めること。 

(9) 融雪出水に際し、住民の水防に対する協力が得られるよう、水防思想の普及徹底に努め

ること。 

 

２ 気象状況の把握 

融雪期においては、気象警報等により地域内の降雪状況を適確に把握するとともに、低気圧

の発生及び経路の状況、又は降雨及び気温の上昇等気象状況に留意し、融雪出水の予測に努め

るものとする。 

 

３ 危険区域の警戒 

土石流、がけ崩れ及び地すべり等の懸念のある地区で、融雪災害のおそれのある危険区域は

事前に状況を把握し、被害の拡大を防ぐため、次により万全の措置を講ずるものとする。 

 

(1) 町(土木対策班）及び消防滝上支署は、地域住民の協力を得て既往の被害箇所その他水害

危険区域を中心に巡視警戒を行うものとする。 

(2) 町(土木対策班、救護対策班）は、関係機関と連絡をとり、危険区域の水防作業及び避難

救助方法等を事前に検討しておくものとする。 

(3) 町(土木対策班）は、河道、導水路内の除雪、結氷の破砕等を行い、流下能力の確保を図

るものとする。 
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４ 水防資機材の整備、点検 

町長及び河川管理者は、水防活動を迅速かつ効率的にするため、融雪出水前に水防資機材の

整備点検を行い、関係機関、業者と協議し、資機材の確保と効率的な活用を図るものとする。 
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第１３節 水防計画 

 

河川の洪水その他による水災を警戒し、防御し及びこれらによる被害を軽減することの計画

は、水防法に基づき別に定める「滝上町水防計画」によるものとする。また、水防法第 15 条に

基づく円滑かつ迅速な避難を確保するための伝達系統は、下記のとおりとする。 

 

伝 達 系 統 

 

 通 報 等  網走地方気象台   

    

   オホーツク総合振興局  

    

      

滝上警察官駐在所 
 滝上町役場  消 防 

 （住民生活課）  滝 上 支 署 

  

   

 施 設 管 理 者  住民（施設利用者）  

 

 

１ 防災対策 

  町は、渚滑川水系で発生する大雨等について、流域内の農業水利施設を活用し、流域における浸   

水被害の軽減を図るものとする。 

  操作等は、「滝上頭首工管理条例施行規則」及び「滝上地区基幹水利施設管理強化計画＿第８流 

域治水に係る取組」に基づき行う。 
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第１４節 低地の浸水対策計画 

 

降雨、河川の増水等による低地の浸水等の被害を警戒、防御し及びこれらによる被害を軽減す

るための活動は、本計画の定めるところによる。 

 

１ 気象状況の把握 

関係機関の気象情報、警報等による降雨状況を的確に把握するとともに、台風、低気圧の発

生及びその経路、降雨量の推移等の気象状況に留意し、出水を警戒する。 

 

２ 低地の浸水危険区域 

低地の浸水危険区域は事前に状況を把握し、被害の発生や拡大を防ぐため、以下により万全

の措置を講じるものとする。 

(1) 町（災害統括部及び現地対策部）は、地域住民の協力を得て、既往の被害箇所その他浸

水危険区域を中心に巡回し、警戒するものとする。 

(2) 町（現地対策部）は、関係機関と連絡をとり、危険区域の水防作業及び避難救助方法等

を事前に検討しておくものとする。 

(3) 町（現地対策部）は、危険区域の排水路等の増水状況を把握し、必要に応じ排水ポンプ

を起動し、内水面の水処理の効果を上げるように努める。 

(4) 排水ポンプ起動は、原則として町が行うが、早急に起動が必要な場合は消防滝上支署に

依頼して起動するものとする。 

 

３ 水防資機材の確保 

町長は、低地の浸水対策活動を迅速かつ効率的にするため、水防資機材の整備点検を行い、

関係機関、業者と協議し、資機材の確保と効率的な活動を図るものとする。 
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第１５節 土砂災害対策計画 

 

土砂災害の予防については、本計画の定めるところによる。 

 

１ 対象とする土砂災害 

本計画を適用する土砂災害は、おおむね以下の通りとする。 

「土石流」： 山地の渓流や谷地形において、土砂や礫と大雨による水が混ざり合い、非常に速

い速度で流下するものをいう。土石流の原因としては、上流でのがけ崩れによる

渓流の堰き止めが崩れて一気に流れることが多い。 

 

「がけ崩れ」： 地震のゆれや大雨の浸透した水により、急斜面において表層の土砂や礫が一気

に滑り落ちるものをいう。 

 

「地すべり」： 比較的緩やかな斜面において地中粘土層等の滑りやすい面が、地下水等の影響

で、ゆっくり動き出すものをいう。 

 

「河道閉塞に伴う土砂災害」（以下、「河道閉塞」という。） 

： 土石流、がけ崩れ及び地すべりなどの自然現象により形成された天然ダムが、形

成後、数時間 - 数日程度のうちに崩壊（決壊）し、下流に大規模な土砂災害をも

たらすものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

土石流 地すべり がけ崩れ 

湛水による被害が想定される範囲

河道閉塞の高さ
概ね20m以上

人家が概ね10戸以上

土石流により被害が
想定される区域

崩壊箇所

河道閉塞 
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なお、「土石流」「がけ崩れ」「地すべり」の前兆現象として、以下のようなものがある。 

「土石流」：前兆現象として、①川の流れが濁り、流木が混じりはじめる、②雨が降り続けて

いるのに川の水位が下がる、③山鳴りがする、等があげられる。 

 

①雨が段々強くなり、わき水の量が増す ②雨がさらに激しくなり、山にひびが入る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③山の斜面が崩れ落ちる ④土石流の流下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤災害発生 
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「がけ崩れ」：前兆現象として、①がけに割れ目ができる、②がけから水が湧き出る、③がけ

から小石がパラパラ落ちてくる、等があげられる。 

 

①雨が段々強くなり、わき水の量が増す ②雨が段々強くなり、がけ頭部にひび、木が揺

れる、小石の落下 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ひびが大きくなる、木が傾いたり倒れる ④災害発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地すべり」：前兆現象として、①地鳴り、山鳴りがする、②落石や小さな崩落が始まる、③樹木

が傾く、等があげられる。 
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２ 土砂災害警戒箇所 

滝上町は、山地が多くを占めていることから、土砂災害の発生により被害のおそれのある土砂災

害危険箇所等が数多く存在する。 

土砂災害警戒箇所とは、「土砂災害危険箇所」と「土砂災害警戒区域」のことをいい、以下にそ

の定義を示す。 

 

(1) 土砂災害危険箇所 

土砂災害を防止する事業実施の必要な箇所を把握するため、北海道が調査を実施し、平成

15 年 3 月に公表した箇所として、以下が挙げられる。 

■土砂災害危険箇所の定義 

土石流危険渓流 

（土石流） 

渓流の勾配が３度以上あり、土石流が発生した場合に被害が

予想される危険区域に、人家や公共施設がある渓流 

急傾斜地崩壊危険

箇所（がけ崩れ） 

傾斜度 30度以上、高さ５ｍ以上の急傾斜地で人家や公共施設

に被害を及ぼすおそれのある急傾斜地及び近接地 

地すべり危険箇所

（地すべり） 

地すべり発生の危険性があり、河川、道路、公共施設、人家等

に被害を与えるおそれのある範囲 

 

■ 土砂災害危険箇所数 

町名 土石流 がけ崩れ 地すべり 合 計 

滝上町 ４５ ２６ ３ ７４ 

 

(2) 土砂災害警戒区域・特別警戒区域 

土砂災害の警戒すべき箇所として、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律（以下、「土砂災害防止法」という。）の規定に基づき、北海道が土砂災害危険箇所

のうち、特に警戒避難体制を整備すべき箇所を詳細に調査し指定した区域がある。 

令和 2 年 3 月現在、滝上町内すべての土砂災害危険箇所に対する基礎調査を完了し、土砂災

害警戒区域 74箇所、土砂災害特別警戒区域 39 箇所について区域指定がなされ、以下に示す北

海道のホームページで公表している。 

なお、現況公表されている土砂災害危険箇所は、資料編３－５に示すとおりである。 

※北海道ホームページ「北海道土砂災害警戒情報システム」https://www.njwa.jp/hokkaido-sabou/ 

 

 ■ 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域箇所数（令和 5 年 3 月末現在） 

町名 

土石流 

（土石流） 

急傾斜の崩壊 

（がけ崩れ） 

地すべり 

（地すべり） 

警戒区域 うち特別警戒区域 警戒区域 うち特別警戒区域 警戒区域 

滝上町 ４５ （１３） ２６ （２６） ３ 

※資料編３－５：土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 
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３ 土砂災害緊急情報 

土砂災害防止法に基づき、河道閉塞や地すべりが発生した場合、特に高度な技術を要する土

砂災害については北海道開発局が、それ以外については北海道が緊急調査を行い、土砂災害緊

急情報を通知・周知し、土砂災害が想定される区域、時期等を示すこととなっている。 

緊急調査を行うべき重大な土砂災害の危険が予想される状況は、以下の通りである。 

(1) 河道閉塞を起因とする土砂災害 

ｱ 河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流（北海道開発局が緊急調査を実施） 

・河道閉塞（天然ダム）の高さがおおむね 20m 以上ある場合 

・おおむね 10 戸以上の人家に被害が想定される場合 

ｲ 河道閉塞による湛水（北海道開発局が緊急調査を実施） 

・河道閉塞（天然ダム）の高さがおおむね 20m 以上ある場合 

・おおむね 10 戸以上の人家に被害が想定される場合 

(2) 地すべり（北海道が緊急調査を実施） 

・地すべりにより、地割れや建築物等に亀裂が発生又は広がりつつある場合 

・おおむね 10 戸以上の人家に被害が想定される場合 

 

４ 予防対策 

町は、降雨等による土砂災害の危険性が高いと判断された箇所については、治山、砂防等の

事業による土砂災害対策を実施するとともに、関係機関や住民への周知、適切な警戒避難体制

の整備など総合的な土砂災害対策を推進する。 

(1) 本計画に、土砂災害警戒情報と連携した避難情報（避難指示等）の発令基準、警戒区域

等、避難情報（避難指示等）の発令対象区域、情報の収集及び伝達体制、指定避難所の開

設・運営、避難行動要支援者への支援、住民の防災意識の向上など土砂災害を防止するた

めに必要な警戒避難体制に関する事項について記載する。 

(2) 警戒区域等の指定があったときは、本計画において、当該警戒区域ごとに、土砂災害に

関する情報の収集、伝達、活用、予報又は警報の発令及び伝達、避難、救助、その他当該

警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制等に関する事項について

定める。 

(3) 本計画において、警戒区域内に主として高齢者等の特に防災上の配慮を要する者が利用

する施設がある場合には、当該施設の利用者の円滑な警戒避難が行われるよう土砂災害に

関する情報等、予報及び警報の伝達方法を定めるものとする。 

(4) 本計画において、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等のおそれがある

場合の避難地に関する事項その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な

事項を住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置

を講じるように努める。 

 

５ 形態別予防計画 

(1) 地すべり等予防計画 

土地の高度利用と開発に伴って、地すべり災害が多発する傾向にあり、ひとたび、地す
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べりが発生すると、多くの住家、農耕地、公共施設等に被害が発生し、二次的被害では、

山地の崩壊による土石流災害の発生、河川の埋没による冠水災害にもつながる。 

そのため、町は地すべり等の予防対策として、住民に対し、土砂災害警戒区域及び地す

べり防止区域の周知に努めるとともに、本計画において必要な警戒避難体制に関する事項

について定める。 

また、危険区域の住民に対し、斜面等の異常（亀裂、湧水、噴水、濁り水）の報告や住

民自身による防災措置（自主避難等）などの周知・啓発を図る。 

(2) がけ崩れ防止対策 

土地の高度利用と開発に伴って、がけ崩れ災害が多発する傾向にあり、ひとたび、がけ

崩れが発生すると、多くの住家、農耕地、公共施設等に被害が発生し、二次的被害では、

山地の崩壊による土石流災害の発生、河川の埋没による冠水災害にもつながるため、町は、

次のとおりがけ崩れ防止の予防対策を実施するものとする。 

ｱ 急傾斜地崩壊(がけ崩れ）防止対策 

住民に対し、土砂災害警戒区域及び急傾斜地崩壊危険箇所の周知に努めるとともに、

本計画において必要な警戒避難体制に関する事項について定めるものとする。 

危険区域の住民に対し、急傾斜地の異常（亀裂、湧水、噴水、濁り水）の報告や住民

自身による防災措置（不安定な土壌、浮石等の除去、水路の清掃等）などの周知・啓発

を図る。 

ｲ 山腹崩壊防止対策 

住民に対し、山腹崩壊危険地区の周知に努めるとともに、本計画において、必要な警

戒避難体制に関する事項について定める。 

(3) 土石流予防計画 

住民に対し、土砂災害警戒区域及び土石流危険渓流の周知に努めるとともに、本計画に

おいて、必要な警戒避難体制に関する事項について定める。 

また、危険区域の住民に対し、河川等の異常（山鳴、水位の急激な減少、急激な濁り）

の報告や住民自身による防災措置（自主避難等）などの周知・啓発を図る。 
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６ 警戒避難体制の整備 

(1) 土砂災害警戒箇所における警戒避難体制の推進 

町は、土砂災害警戒箇所内の町民に対し、広報誌やパンフレット、インターネットホー

ムページによる広報、防災マップ等を通じて、土砂災害警戒箇所や土砂災害時の避難行動

のあり方等について周知を図る。 

(2) 土砂災害警戒区域等の指定 

網走建設管理部（北海道）は、土砂災害危険箇所について、土砂災害防止法第 4 条第 1

項の規定に基づく「基礎調査」を実施し、同法第 7条及び第 9条の規定に基づき、土砂災

害警戒区域等の指定を行う。 

町は、網走建設管理部と連携し、関係する町民に区域指定の意義について周知を図る。 

(3) 土砂災害警戒区域等における警戒避難体制の整備 

町は、土砂災害警戒区域等の指定を受けた場合、その区域において、土砂災害防止法第

8条の規定のうち「避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項」

については、「滝上町防災マップ」、「滝上町土砂災害ハザードマップ」等で整理する。 

防災マップは作成後に町民へ配布する等、土砂災害を防止するために必要な警戒避難体

制の整備を図る。 

(4) 土砂災害特別警戒区域における構造規制等 

道及び町は、今後、滝上町で土砂災害特別警戒区域の指定を受けた区域において、土砂

災害防止法及び建築基準法の規定に基づき、特定開発行為の制限、建築物の構造規制、建

築物の移転勧告等、土砂災害による被害を未然に防ぐための措置を講ずる。 

(5) 土砂災害緊急情報発表時の対応 

国又は北海道は、河道閉塞及び地すべりが発生した場合は、土砂災害防止法に基づき緊

急調査を行い、土砂災害緊急情報を発表し、町に通知する。 

町は、土砂災害緊急情報を踏まえ、重大な土砂災害が想定された区域に対し、避難情報

（避難指示）を発令し、指定緊急避難場所等を開設する。 

 

７ 警戒体制 

町は、大雨により、土砂災害の切迫した危険がある場合において、重大な土砂災害が想定さ

れる土地の区域及び時期を明らかにするため、町、滝上支署、消防団が危険箇所の警戒巡視を

行い、危険があると認められるときは、町長が住民等に対して避難情報（避難指示等）を発令

する。 

また、土砂災害の危険が切迫していると認められる場合は、網走建設管理部と網走地方気象

台が共同で発表する土砂災害警戒情報等を参考にし、基本法第 56 条に規定する警報の伝達

及び警告、同法第 59 条に規定する事前措置、同法第 60 条に規定する避難の指示等の措置

を講じる。 

土砂災害警戒情報等が発表された場合に直ちに避難情報（避難指示等）を発令することを基

本とした具体的な発令基準を設定するとともに、土砂災害警戒区域等を避難指示等の発令単位

として事前に設定するものとする。また、避難情報（避難指示等）は、土砂災害の危険度分布

（大雨警報（土砂災害）の危険度分布及び土砂災害危険度情報）において危険度が高まってい
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るメッシュと重なった土砂災害警戒区域・危険箇所等に発令することを基本とし、キキクル

（危険度分布）も活用することとする。 

(1) 警戒・避難に関する情報の収集 

気象庁や北海道が提供する警戒・避難に関する情報（気象・雨量情報、土砂災害警戒情

報、防災情報提供システムによる情報等）をテレビ、ラジオ、電話、インターネット等に

より収集するとともに、住民、警察、消防支署等から予兆現象や災害発生の情報を収集す

る。 

(2) 避難情報（避難指示等）の発令対象区域 

    大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等は市町村単位で発表されることが多いが、 

発令対象区域を絞らず、災害リスクも想定されていない安全な地域の居住者等にまで避 

難情報を発令することにより様々な支障が生じると考えられるため、次に示す土砂災害 

警戒区域・危険箇所等（土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害危険箇所及 

びその他の場所）を発令対象とする。 

    ※対象区域は、資料編３－６：土砂災害危険箇所一覧及び箇所図のとおり 

ｱ 土砂災害防止法に基づく「土砂災害警戒区域」 

【土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）】 

土砂災害が発生した場合に居住者等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあり、警戒 

避難体制を特に整備すべき区域 

〔参考〕土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン） 

土砂災害警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合に建築物に損壊が生じ居住者等の生     

命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあり、一定の開発行為の制限及び建築物の構造 

の規制をすべき区域 

※土砂災害特別警戒区域は避難情報（避難指示等）の発令単位ではなく、土砂災害警戒 

区域が発令単位であることに留意する。 

ｲ 土砂災害危険箇所 

①急傾斜地崩壊危険箇所の被害想定区域 

傾斜度３０度以上、高さ５ｍ以上の急傾斜地で人家や公共施設に被害を及ぼすおそれ      

のある急傾斜地及びその近接地 

②土石流危険渓流の被害想定区域 

渓流の勾配が３度以上（火山砂防地域では２度以上）あり、土石流が発生した場合に 

    人家や公共施設等の被害が予想される危険区域 

ｳ その他の場所 

基礎調査の結果判明した土砂災害警戒区域に相当する区域を準用する。 

(3) 具体的な区域設定の考え方 

避難情報（避難指示等）の発令対象区域は、土砂災害の危険度分布（土砂キキクル（大 

雨警報（土砂災害）の危険度分布）及び土砂災害危険度情報）における危険度が高まって 

いるメッシュと重なった土砂災害警戒区域・危険箇所等に避難情報を発令することを基 

本とする（土砂災害警戒区域・危険箇所等を避難情報の発令の対象としてあらかじめ定め 

ておく）。状況に応じて、その周辺の発令区域も含めて避難情報（避難指示等）を発令す 
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ることを検討する。 

避難情報（避難指示等）の発令単位としては、市町村の面積の広さ、地形、地域の実情 

等に応じて、市町村をいくつかの地区にあらかじめ分割して設定しておく。その上で、豪 

雨により危険度の高まっているメッシュ又は災害の発生箇所が含まれる地区内の全ての 

土砂災害警戒区域・危険箇所等に対して発令することが考えられる。 

この地域分割の設定については、情報の受け手である居住者・施設管理者等にとっての 

理解のしやすさ及び情報発表から伝達までの迅速性の確保等の観点から設定する。 

(4) 避難情報（避難指示等）の発令を判断するための情報 
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(5) 避難情報（避難指示等）の発令基準 

ｱ 町長は、今後の気象予報や土砂災害警戒箇所の巡視等からの報告を含めて総合的に判断

し、次頁の基準により避難情報（避難指示等）を発令する。 

  ■土砂災害に対する避難勧告等の発令基準 
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ｲ 避難情報（避難指示等）の発令にあたっては次の事項に留意するものとする。 

① 想定を超える規模の災害が発生することや、想定外の事象が発生することもあることか

ら、関係機関との情報交換を密に行いつつ、広域的な状況把握に努めること。 

② 土砂災害の前兆現象等、巡視等により収集する現地情報、レーダー観測でとらえた強い

雨の地域、避難行動の難易度（夜間や暴風の中での避難）等、必ずしも数値等で明確にで

きないものも考慮し、土砂災害危険度情報で「危険（紫）」（警戒レベル４相当情報［土砂

災害］）のメッシュが出現していない場合も総合的な判断を行うこと。 

③ 立退き避難が困難となる夜間において、避難情報（避難指示等）を発令する可能性があ

る場合には、夕方等の明るい時間帯に警戒レベル３高齢者等避難を発令する。（具体的に

は、夕刻時点において、大雨警報（土砂災害）【警戒レベル３相当情報（土砂災害）】が夜

間にかけて継続する場合、又は大雨注意報が発表されている状況で当該注意報の中で夜間

～翌日早朝に大雨警報（土砂災害）【警戒レベル３相当情報（土砂災害）】に切り替える可

能性が言及されている場合） 

④ 避難情報（避難指示等）を発令した後に、他の発令基準や異なる種別の災害における発

令基準に該当した場合でも、同一区域に対して同じ警戒レベルは再発令しない。状況変化

を追加情報として提供し、とり得る行動等を可能な限り居住者等に伝達することに注力す

ること。複数の災害リスクのある区域等の居住者等に対しては、それらの災害が同時に発

生した場合にとるべき行動を避難情報の発令時点から求める必要がある。 

(6) 避難情報（避難指示等）の解除基準 

   避難情報（避難指示等）の解除は土砂災害警戒情報【警戒レベル４相当情報（土砂災害）】 

が解除されるとともに、土砂災害は降雨が終わった後であっても発生することがあるため、 
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気象情報をもとに今後まとまった降雨が見込まれないことを確認した段階を基本として解 

除するものとする。一方で、土砂災害が発生した箇所等については、周辺斜面等が不安定 

な状況にあることも考えられることから、現地状況の確認（崩壊の拡大や新たなクラック 

等の有無など）等を踏まえ慎重に解除の判断を行う。この際、国・道の土砂災害等の担当 

者に助言を求めることを検討する。 

(7)  土砂災害警戒区域等における要配慮者利用施設への情報伝達 

土砂災害に関する情報を得た場合の伝達方法は、第４章災害情報通信計画第１節を基本

とする。 

   ■土砂災害警戒区域等における要配慮者利用施設 

番号 地区名 要配慮者利用施設名称 電話番号 

１ 元町 滝上町こども園 ２９－４１３９ 
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第１６節 地震災害対策計画 

 

地震による災害の発生のおそれがある場合、又は災害が発生した場合の応急対策計画は、次

に定める計画によるものとする。 

 

１ 組織及び活動 

地震による災害の発生のおそれがある場合、又は発生した場合は、町長は第３章第２節

「滝上町災害対策本部」の定めるところにより、対策本部を設置して、指定地方行政機関、

北海道、町内の公共的団体等の協力を得て、応急活動を実施するものとする。 

災害対策本部の設置については、震度３以上の地震が発生した場合は、第１非常配備体制

をとり警戒し、必要に応じ次の非常配備体制をとるものとし、震度５弱以上の地震が発生し

たときは速やかに災害対策本部を設置し応急対策を行う。 

 

２ 通信連絡の対策 

(1) 防災関係の通信施設の活用 

通信連絡は、第４章第３節「災害通信計画」の定めるもののほか、関係機関の通信施設

を最大限に活用するものとする。 

(2) 報道関係機関の協力 

放送局、新聞社等と情報連絡体制を緊密にするものとし、本部長は特別緊急の必要があ

ると認めるときは、報道関係機関に対し災害に関する通知、要請、伝達などについて最も

有効かつ適切な方法で地域一般に周知徹底するよう協力を求めるものとする。 

(3) 機動力による連絡体制の確立 

ｱ 全通信機関が使用できないときは、ヘリコプター、車両などの機動力を動員して連絡

体制を図るものとする。 

ｲ ヘリコプターの派遣は、知事（防災航空室）に要請するものとする。 

 

３ 広報活動 

(1) 広報内容 

災害の規模に応じ内容等を周知するものとするが主なものは次のとおりとする。 

ｱ 避難場所等について（避難場所の位置、経路等） 

ｲ 交通、通信状況（交通機関運行状況、不通箇所、開通見込日時、通信途絶区域） 

ｳ 火災状況（発生箇所、避難情報発令（避難指示等）） 

ｴ 電気､水道､ガス等公益事業施設状況（被害状況､復旧状況､営業状況注意事項等） 

ｵ 医療救護所の開設状況 

ｶ 給食、給水実施状況（供給日時、場所、種類、量、対象者等） 

ｷ 衣料、生活必需品等供給状況（供給日時、場所、種類、量、対象者等） 

ｸ 道路、橋梁、河川、土木施設状況（被害状況、復旧状況等） 

ｹ 住民の心得等､民生の安定及び社会秩序保持のため必要とする事項。 

(2) 広報の方法 
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第６章第３節「災害広報・情報提供計画」の定めるところによるほか、あらゆる広報

媒体(ラジオ、テレビ、新聞、広報車等）を利用して、迅速かつ適切なる広報を行うもの

とする。 

 

４ 消火活動 

第５章第１７節消防計画に定めるもののほか、国、道、自衛隊、近隣市町村及び関係機関の

協力を得て行うものとする。 

(1) 火薬類などの対策及び措置 

火薬品、石油、ガス、ガソリン等の取扱い、販売業者又は消費者に対し本部長は、一時

その取扱、販売、貯蔵、運搬及び消費を禁止又は制限するものとする。 

(2) 本部長は被害が広範囲にわたり引火爆発又はそのおそれがあると判断した場合は、施設

関係者及び関係機関と連絡をとり立入禁止区域を決定するとともに、区域内住民に避難、

立退き等の指示勧告をするものとする。 

 

５ 火災予防活動 

火災による被害を最小限に食い止めるためには、初期消火が重要であるので地域ぐるみ、職

場ぐるみの協力体制や消防体制の確立を図る。 

(1) 一般家庭に対し、予防思想の啓発に努め、消火器の設置促進、消防用水の確保を図ると

共に、これらの器具等の取り扱い方を指導し、地震時における火災の防止と初期消火の徹

底を図る。 

(2) 防火思想の啓発や災害の未然防止に着実な成果をあげるため、地域の自主防災組織など

の育成指導を進める。 

(3) 宿泊施設、病院等、一定規模以上の防火対象物に対し、法令の基準による消防用設備等

の設置を促進すると共に、保守点検の実施及び適正な維持管理の指導を強化する。 

 

６ 避難救出活動 

第６章第４節「避難・救助救出計画」に定めるもののほか、避難場所、救出方法については、

災害時において最も安全かつ適切な方法により行うものとする。 

(1) 避難誘導は、町職員、消防職員、消防団員、警察官、その他指示、捜索の命を受けた職

員が当たるが、要配慮者の避難支援に万全を期して行うものとする。 

(2) 避難救出は、消防機関を主体として行うが、関係機関及び町内会等の住民による自主救

出の実施を促進するものとする。 

 

７ 医療、救護、給水、防疫、保健衛生対策 

第６章「災害応急対策計画」に基づき、万全なる対策を講ずるものとする。 

 

８ 予防計画 

地震による災害の発生及び拡大の防止を図ることを目的に、町は地震災害予防計画を積極

的に推進する。 
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(1) 建物の安全化 

ｱ 町は、不特定多数の者が使用する施設並びに学校及び医療機関等の応急対策上重要な

施設について、耐震性の確保を促進するため、基準の遵守指導に努める。 

ｲ 町は、既存建物の耐震診断・耐震補強等を促進するため、基準の遵守指導等に努め

る。 

ｳ 耐震性の確保を促進し基準を遵守するため、整備・改修する計画の施設は次のとおり

である。 

施 設 名 所 在 地 実施及び予 定 年 度 

国保診療所 幸町 令和4年度～7年度（建替） 

消防支署 旭町 令和5年度～7年度（建替） 

(2) 主要交通の強化 

町は、主要な道路等の基幹的な交通施設等の整備に当たって、耐震性の強化や多重性・

代替性を考慮した耐震設計やネットワークの充実に努める。 

(3) ライフライン施設等の機能の確保 

町は、上下水道等のライフライン代替施設の機能の確保を図るため、主要設備の耐震

化、震災後の復旧体制の整備、資機材の備蓄等に努める。 

 

９ 被災建築物安全対策計画 

被災建築物による二次災害を防止するため､地震により被災した建築物等の当面の使用の可

否を判定し､所有者等に知らせる応急危険度判定の実施に関する計画は､次のとおりである。 

(1) 応急危険度判定の活動体制 

道及び町は、「北海道震災建築物応急危険度判定要綱」に基づき、建築関係団体等の

協力を得て、応急危険度判定士による被災建築物の応急危険度判定活動を行う。判定活

動の体制は、次のとおりとする。 
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 (2) 応急危険度判定の基本的事項 

ｱ 判定対象建築物 

原則として、全ての被災建築物を対象とするが、被害の状況により判定対象を限定する

ことができる。 

ｲ 判定開始時期、調査方法 

地震発生後、できる限り早い時期に、主として目視により、被災建築物の危険性につい

て、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の構造種別ごとに調査表により行う。 

ｳ 判定の内容、判定結果の表示 

被災建築物の構造駆体等の危険性を調査し、「危険」、「要注意」、「調査済」の３段

階で判定を行い、３色の判定ステッカー（赤「危険」、黄「要注意」、緑「調査済」）に

対処方法等の所用事項を記入し、当該建築物の出入り口等の見やすい場所に貼付する。な

お、３段階の判定の内容については、次のとおりである。 

危 険：建築物の損傷が著しく、倒壊等の危険性が高い場所であり、使用及び立ち入

りができない。 

要注意：建築物の損傷は認められるが、注意事項に留意することにより立ち入りが可

能である。 

調査済：建築物の損傷が少ない場合である。 

ｴ 判定の効力 

行政機関による情報の提供である。 

ｵ 判定の変更 

応急危険度判定は応急的な調査であること、また、余震などで被害が進んだ場合あるい

は適切な応急措置が行われた場合は、判定結果が変更されることがある。 
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第１７節 消防計画 

 

この計画は、火災の発生を予防し、又は火災が発生した場合において、その被害を最小限に防

止するため、消防組織及び火災予防対策、警戒計画等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 消防機関及び職（団）員の配置 

 

(1) 平常時の組織 ※資料編４－５：消防機関及び職員（団員）配置図 

 

 
支 署 長 

      
消 防 団 長 

    

              

                          

                副 団 長     

                          

総
務
係 

 

予
防
係 

 

警
防
係 

 
消
防
団
係 

 

救
急
係 

 本 部 

連絡員 

   女性団員 

        部  長 

     

班 長 

   班  長 

                  団  員 

                          

                          

            第１分団  第２分団  第３分団 

            分 団 長  分 団 長  分 団 長 

            副 分 団 長  副 分 団 長  副 分 団 長 

            部 長  部 長  部 長 

            班 長  班 長  班 長 

            団 員  団 員  団 員 

 

消防滝上支署及び滝上消防団機構図 
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(2) 非常災害時の組織 

 

        指 揮 本 部        

        支署長・消防団長        

               本部連絡員 

        現 地 本 部  班  長 

        副 団 長        

        警 防 係 長  女 性 団 員 

        指 令 車  部  長 

               班  長 

滝 上 支 署       団  員 

消 防 隊 

通信 

            

指 揮 車・救 急 車 

水槽付ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車１号 

資 機 材 搬 送 車 

     
 救 護・警 戒 支 援 

       

消 防 ・ 救 助 ・ 警 戒 支 援             

                     

                     

第１分団   第２分団  第３分団 

分団長・副団長   分団長・副団長  分団長・副団長 

１部   １部 ２部  １部 ２部 

ポンプ 

自動車 

２号 

  水槽付 

ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車 

３号 

ポンプ 

自動車 

４号 

 水槽付 

ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車 

５号 

ポンプ 

自動車 

６号 

   

   

 

消防滝上支署及び滝上消防団における災害時の消防他編成 
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２ 消防施設の状況 

滝上町における消防施設は「資料編６－５： 消防施設」に示すとおり。 

署分団名 

消防施設 水利施設 

タンク車 ポンプ車 

資
機
材
搬
送
車 

救
急
車 

指
令
車 

指
揮
車 

消火栓 防火水槽 

滝上支署 
1 

 (1号車） 

 
1 2 1 1   

第１分団 
 1 

(2号車） 
    18 18 

第２分団 
1 

(3 号車） 

1 

(4号車） 
    12 12 

第３分団 
1 

(5 号車） 

1 

(6号車） 
  

 

 
 17 14 

合  計 3 3 1 2 1 1 47 44 

※資料編６－５： 消防施設 

 

３ 予防計画 

火災を未然に防止するため、予防査察、住民の自主的予防及び協力体制の確立指導等防火思

想の普及を推進する。 

(1) 防火思想の普及 

火災の予防運動を年２回実施し、街頭広報、防災チラシとポスターの配布、講習会等を

行うほか、各事業所、町内会、各職域に火災予防行事の参加協力を得て防火思想の普及を

図る。 

(2) 予防査察 

ｱ 防火対象物        年１回 

ｲ 危険物を対象とする査察  年１回 

ｳ その他          随 時 
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◆ 防火対象物及び危険物施設 

防火対象物 

特定防火対象物 30 

非特定防火対象物 48 

計 78 

危険物施設 

屋 内 貯 蔵 所  1 

屋 外 貯 蔵 所  0 

屋外タンク貯蔵所  1 

地下タンク貯蔵所 19 

移動タンク貯蔵所  5 

給 油 取 扱 所  6 

一 般 取 扱 所  3 

計 35 

 

４ 火災警報及び伝達計画 

(1) 火災警報 

気象状況が火災の予防上危険であると認めるときは、火災に関する警報を発することが

できる。 

(2) 火災警報発令基準 

火災警報の発令基準は、実効湿度が 60％以下であって最小湿度が 30％以下となり、最大

風速が 12m/ｓ以上のときである。 

(3) 火災警報発令時の広報 

火災警報を発令したときは、消防支署長は別表１の消防信号により住民に周知徹底を図

るものとする。 

 

５ 警防活動 

(1) 招集計画 

消防支署長は、火災及びその他の災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき、及び

その他の警戒警備等のために、職員、団体の全部を招集する場合は、サイレン吹鳴による

ほか電話によって招集する。なお参集はあらかじめ指定された署所に速やかに参集するも

のとする。 

(2) 出動計画 

消防出動は、火災出動、警戒出動、救護出動、水防出動及び応援出動とし、地域の特殊

性、異常気象時等を考慮し、あらかじめ出動計画をたて、消防団出動の適正運用を図るも

のとする。 

ｱ 火災出動 

火災を覚知したとき。ただし偵察、車両火災等の場合で消防支署のみで十分であると

判断したときは、この出動を縮小できる。 

ｲ 警戒出動 

警戒出動は、火災とまぎらわしい事態を発見又は受報したとき消防支署長の指令によ

り現場に近い分団が出動する。 
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ｳ 救助出動 

救助出動は、火災その他の災害により、人命の救出、救助を要するとき署長の命令に

より救助隊を編成し出動する。 

ｴ 水防出動 

水防出動は、台風又は集中豪雨により、水害の発生又は発生が予想されるとき町長の

要請により署員が出動する。 

(3) 現場での広報活動 

災害の状況、気象その他の情報を住民に周知し、二次災害の防止に努めるものとする。 

 

６ 相互応援計画 

滝上町内で発生した大規模な災害を防除するため、北海道広域消防相互応援協定に基づき出

動を要請する。また、境界地域での応援については、紋別地区消防組合と北海道広域消防相互

応援協定に基づく申し合わせによる要請とする。 

対象とする災害は、消防組織法第１条に規定する水災又は地震等とする。 

 

(1) 北海道広域消防相互応援協定締結機関 

対象機関名 締結年月日 

全道の市町及び消防の一部事務組合 平成 3年 2月 13日 

※消防組織法第２１条の規定に基づく申し合わせ締結機関 

 

(2) 北海道広域消防相互応援協定に基づく申し合わせ締結機関 

締結機関名 電 話 番 号 締結年月日 

南 宗 谷 消 防 組 合 0163-62-1421 平成 3年 3月 1日 

上川北部消防事務組合 01654-3-2627 平成 3年 3月 1日 

遠 軽 地 区 広 域 組 合 0158-42-2050 平成 3年 2月 18日 

士別地方消防事務組合 0165-23-4709 平成 3年 3月 1日 

 

７ 教育訓練 

消防職員、消防団員は、住民の生命、身体及び財産を災害から保護する重要な人的消防力で

あり、機械器具、水利施設等の拡充強化とともに、職団員の資質等能力の向上を図り、消防人

としての人格の陶冶、学術、技能の習得、体力、気力の錬成、規律を保持し、効果的な防災活

動を遂行できるようにするため、計画的に教育訓練を実施するものとする。 
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別表１             消 防 信 号 

消防法施行規則第 34条関係 

区

分 
種 別 打 鐘 信 号 

余いん防止付 

サイレン信号 
その他の信号 

火 
 
 

災 
 
 

信 
 
 

号 

近火信号 

消防屯所から 800m 以

内のとき 

○－○－○－○－○ 

(連 点） 

約３秒 

○－ ○－○－ 

約２秒(短声練点） 

 

出場信号 

署所団出場区域内 

○－○－○ 

○－○－○ 

(３ 点） 

約５秒 

 ○－ ○－ ○ 

約６秒 

 

応援信号 

署所団特命応援出場

のとき 

○－○ 

○－○ 

○－○  (２ 点） 
同    上 

 

報知信号 

出場区域外の火災を

認知したとき 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

(１点） 

  

鎮火信号 

 

○－○－○ ○ ○－

○  

(１点と２点の班打） 

  

山
林
火
災
信
号 

出場信号 

署所団出場区域内 

○－○－○ ○－○ 

(３点と２点の班打） 

約 10秒 

 ○－ ○－ ○ 

約２秒 

 

応援信号 

署所団特命応援出場

のとき 

同   上 同   上 

 

火
災
警
報
信
号 

火災警報発令信号 

○ ○－○－○－○ 

 ○ ○－○－○－○ 

(１点と４点の班打） 

約 30秒 

 ○－ ○－ 

約６秒 

掲示板火災警報

発令中 

赤地に白字､形

状及び大きさは

適宜とする。 

火災警報解除信号 

○ ○ ○－○ 

 ○ ○ ○－○ 

(1点２ヶと２点の班

打） 

 

約 10秒 約 1分 

 ○－ ○－  

約３秒 

口頭伝達､掲示

板撤去､吹流し

及び旗の降下 

演
習
招
集
信
号 

演習招集信号 

○ ○－○－○ 

 ○ ○－○－○ 

(1点と３点の班打） 

約 15秒 

○－ ○－ 

約６秒 

 

備 

考 

1.火災警報発令及び火災警報解除信号は、それぞれの１種又は２種以上を併用することがで

きる。 

2.信号継続時間は適宜とする。 

3.消防職員又は消防団員の非常招集を行うときは、近火信号を用いることができる。 
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第１８節 業務継続計画の策定 

 

町及び事業者は、災害応急対策を中心とした業務の継続を確保するため、業務継続計画（ＢＣ

Ｐ：Business Continuity Plan) の策定に努める。 

 

１ 業務継続計画（ＢＣＰ）の概要 

業務継続計画（ＢＣＰ）とは、災害発生時に町及び事業者自身も被災し、人員、資機材、情報及

びライフライン等利用できる資源に制約がある状況下においても、優先度の高い業務を維持・継続

するために必要な措置を事前に講じる計画として策定するものである。 

この業務継続計画には、災害に即時対応可能な要員の確保、迅速な安否確認、情報システムやデ

ータの保護、代替施設の確保などを規定したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務継続計画の作成による業務改善のイメージ（北海道地域防災計画より） 

 

２ 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 

(1) 町 

町は、災害応急活動及びそれ以外の行政サービスについて、継続すべき重要なものは一

定のレベルを確保するとともに、すべての業務が早期に再開できるよう、災害時において

も町の各部局の機能を維持し、被害の影響を最小限にとどめ、非常時に優先度の高い業務

の維持・継続に必要な措置を講じるための業務継続計画を策定するよう努めるとともに、

策定した計画の持続的改善に努める。 

特に、業務継続計画の策定等に当たっては、少なくとも町長不在時の明確な代行順位及

び職員の参集体制、本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定、電気・水・食料

等の確保、災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保、重要な行政データのバック

アップ並びに非常時優先業務の整理について定めておく。 

(2) 事業者 

事業者は、事業の継続など災害時における企業の果たす役割を十分に認識し、優先度の

高い業務の維持・継続に必要な措置を講じるための業務（事業）継続計画を策定・運用す
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るよう努める。 

(3) 庁舎等の機能確保 

町は、特に、災害時の拠点となる庁舎等について、非構造部材を含む耐震対策等により、

発害時に必要と考えられる高い安全性を確保するよう努める。 

また、災害対策の拠点となる庁舎及びその機能を確保するための情報通信設備や自家発

電装置など主要な機能の充実と災害時における安全性の確保を図るとともに、物資の供給

が困難な場合を想定し、十分な期間に対応する食料、飲料水、暖房及び発電用燃料などの

適切な備蓄、調達、輸送体制の整備に努める。 
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第６章 災害応急対策計画 

 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にこれを防御し、又は応急的救助を行うなど、

機能を有効適切に発揮して住民の安全と被害者の保護を図るための計画である。 

節 主な記載内容 

第１節 応急措置実施計画 災害が発生、又は発生するおそれがある場合は、町、消防

及び防災に関係ある施設の管理者は、所要の措置を講じ、

町長は道及び他市町村、関係機関等の協力を求め応急措置

を実施する旨を記載。 

第２節 動員計画 災害が発生、又は災害が予想される応急措置を迅速かつ適

確に実施するために必要な要員の動員について記載。 

第３節 災害広報・情報提供計画 災害時における報道機関、関係諸機関及び住民に対する災

害情報の提供並びに広報活動について記載。 

第４節 避難・救助救出計画 災害が発生、又は発生するおそれがある場合に、住民の生

命、身体を保護するため、立退きを勧告（指示）し、避難

場所を開設するための計画及び生命若しくは、身体が危険

な状態にある者等を救出・保護する計画について記載。 

第５節 救急医療対策計画 天災、地変、交通、産業災害等により、集団的に多数の死

傷者が発生した場合、当該傷病者に対し防災会議関係機関

は迅速かつ的確な救急医療措置を実施し得る体制を確立

し、被害の軽減を図る旨を記載。 

第６節 災害警備計画 町長が警察に対して応援を要請することにより、災害から

住民の生命、身体及び財産を保護し、被災地における公共

の安全と秩序を維持する計画について記載。 

第７節 交通・輸送対策計画 災害時における道路交通の混乱を防止し、消防、避難、救

助、救護等の応急対策活動を迅速に実施するための交通の

確保について記載。 

第８節 食料供給計画 災害時における被災者並びに災害応急対策に従事している

者に対する主要食料及び副食調味料の供給について記載。 

第９節 給水計画 災害により給水施設が被災し、飲料水の供給が不可能とな

った場合の住民に最小限の飲料水を供給するための応急給

水に関する計画について記載。 

第１０節 衣料生活必需品等物資供給

計画 

災害時における被災者に対する被服その他生活必需品の供

給確保に関する事項について記載。 

第１１節 医療救護計画 災害のためその地域の医療機関の機能が失われ、又は著し

く不足し医療機関が混乱した場合における医療及び助産の

実施について記載。 
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節 主な記載内容 

第１２節 防疫計画 災害時における被災地の防疫について、実施責任者、防疫の

実施組織及び防疫の種別と方法を記載。 

第１３節 廃棄物等処理計画 災害時における被災地のごみ収集、し尿のくみ取り、災害に

伴い生じた廃棄物の処理処分及び死亡獣畜の処理等、廃棄物

等の処理について記載。 

第１４節 行方不明者の捜索及び遺

体の収容処理埋葬計画 

災害により行方不明になった者の捜索及び遺体の収容処理

埋葬の実施について記載。 

第１５節 障害物除去計画 災害によって道路、住居又は周辺に運ばれた土砂、樹木等で

住民の生活に著しい障害を及ぼすものを除去し、被災者の日

常生活に支障のないよう処置する計画について記載。 

第１６節 家庭動物等対策計画 災害時における被災地の家庭動物等の取扱いについて、責任

者、家庭動物等を取扱う場合の、飼い主の対応について記載。 

第１７節 文教対策計画 教育施設の被災又は児童・生徒の被災により、通常の教育に

支障をきたした場合の応急対策について記載。 

第１８節 住宅対策計画 地震・風水害等の災害により住宅を失い、又は破損のため居

住ができなくなった世帯に対する応急仮設住宅の建設、住宅

の応急修理に関する計画について記載。 

第１９節 ライフライン対策計画 各ライフライン機関の防災業務計画等に基づき、町が各ライ

フライン機関から施設の被害、供給状況等の情報を収集の

上、重要施設等の復旧要請を行う計画について記載。 

第２０節 農業用施設対策計画 災害時の農業施設の応急及び復旧対策について記載。 

第２１節 労務供給計画 町及び関係機関が災害時における応急対策が必要なときに

行う一般労働者の供給による災害対策の円滑な推進につい

て記載。 

第２２節 消防防災ヘリコプター活

用計画 

災害が発生し、迅速・的確な災害応急対策の実施のため必要

がある場合に、広域的・機動的に活動できる消防防災ヘリコ

プターの有効活用する際の要請方法等について記載。 

第２３節 自衛隊派遣要請計画 人命又は財産の保護のため必要があると認められる場合に、

自衛隊の災害派遣要請を行う場合の依頼基準及び要請方法

等について記載。 

第２４節 広域応援・受援計画 大規模災害発生時など、町単独では十分な災害応急対策が実

施できない場合において、災害応急対策を円滑に実施するた

めの広域応援・受援対策について記載。 

第２５節 災害救助法の適用と実施 救助法を適用し、同法に基づき実施する応急救助活動につい

て記載。 
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第１節 応急措置実施計画 

 

町の区域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、関係法令及び本計画の定める

ところにより町、消防及び災害に関係ある施設の管理者は、所要の措置を講じ、又は町長は必要

により道及び他市町村、関係機関等の協力を求め応急措置を実施する。 

 

１ 応急措置実施責任者 

法令上、実施責任者として定められているものは次のとおりである。 

ｱ 知事（基本法第70条） 

ｲ 警察官等（基本法第63条第２項） 

ｳ 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長（基本法第77条） 

ｴ 指定公共機関の長及び指定地方公共機関の長（基本法第80条） 

ｵ 町長、町の委員会又は委員、公共的団体及び防災上重要な施設の管理者等（基本法第

62条） 

ｶ 水防管理者（町長）、消防機関の長（水防法第17条及び第21条） 

ｷ 消防支署長、消防団長（消防法第29条等） 

 

２ 町の実施する応急措置 

(1) 警戒区域の設定 

町長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は

身体に対する危険を防止するため特別に必要があると認めるときは、基本法第63条の規定

に基づき警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立

入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。 

(2) 応急公用負担の実施 

町長は、本町の区域において災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に、

応急措置を実施するための必要があると認めるときは、基本法第64条第１項の規定に基づ

き本町区域内の他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の

物件を使用し、若しくは収用することができる。 

なお、この場合においては、基本法第82条及び基本法施行令第24条の規定に基づき措置

をとらなければならない。 

ｱ 工作物及び物件の占有に対する通知 

町長は、当該土地建物その他の工作物又は土石、竹木その他の物件（以下「工作物」

という。）を使用し、若しくは収用したときは、速やかに当該工作物等の占有者、所有

者その他当該工作物等について権限を有する者（以下「占有者等」という。）に対し、

次の事項を通知しなければならない。この場合において、占有者等の氏名及び住所を知

ることができないときは、その通知事項を滝上町公告式条例（昭和21年滝上町条例第３

号、以下「公告式条例」という。）を準用して町役場掲示場に掲示する等の措置をしな

ければならない。 

① 名称又は種類 
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② 形式及び数量 

③ 所在した場所 

④ 処分の期間又は期日 

⑤ その他必要な事項 

ｲ 損失補償 

町は当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。 

(3) 他の市町村長に対する応援の要請等 

ｱ 町長は、本町の地域に係る災害が発生したとき、本町のみでは十分な応急措置を実施

できない場合は「災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」に基づ

き、他の市町村長に対し応援を求めることができる。 

ｲ 応援の種類 

① 食料、飲料水及び生活必需品物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供及び

あっせん 

② 被災者の救出、医療及び防疫、施設の応急措置等に必要な資機材、物資の提供及

びあっせん 

③ 災害応急活動に必要な車両等の提供及びあっせん 

④ 災害応急活動に必要な職員の派遣 

⑤ 被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん 

⑥ 前各号に定めるもののほか、応援の実施に関し必要な事項 

ｳ 応援の要請の手続き 

町長は次に掲げる事項を明らかにして、道を経由して要請する。 

① 被害の種類及び状況 

② ｲの①②に掲げるものの品名、数量等 

③ ｲの③に掲げる車両等の種類、規格及び台数 

④ ｲの④に掲げる職員の職種別人員 

⑤ 応援の期間 

⑥ 前各号に定めるもののほか、応援の実施に必要な事項 

ｴ 応援の経費の負担 

応援に要した経費は、本町が負担する。 

ｵ 他の市町村への応援 

他の市町村で災害が発生し、応援を求められた場合は、同協定に基づき応援を行うも

のとする。 

(4) 知事に対する応援の要請等 

町長は、本町の地域に係る災害が発生した場合において、応援措置を実施するため必要

があると認めるときは、「災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」に

基づき、知事に対し応援を求め、又は応急措置の実施を要請することができる。 

(5) 住民等に対する緊急従事指示等 

ｱ 町長は、本町の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合にお

いて、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、本町の地域住民又は
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当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させることができ

る。（基本法第65条） 

ｲ 水防管理者及び消防滝上支署長は、水防のためやむを得ず必要があるときは、本町地

域内に居住する者又は水防の現場にある者を水防作業に従事させることができる（水防

法第17条）。 

ｳ 消防職員又は消防団員は、緊急の必要があるときは、火災の現場付近にある者を消火

若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができる（消防

法第29条第５項）。 

ｴ 救急隊員は、緊急の必要があるときは、傷病者の発生した現場付近にある者に対し、

救急業務に協力することを求めることができる(消防法第35条の10）。 

ｵ 町長等は、前各号の応急措置等の業務に協力した住民等が、そのため負傷、疾病、廃

疾又は死亡した場合は、別に定める額の補償を行う。 

 

３ 救助法適用の場合 

救助法適用の場合は本章第２５節「救助法の適用と実施」のとおりである。 
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第２節 動員計画 

 

災害が発生し、又は災害が予想される場合の応急措置を迅速かつ適確に実施するために必要

な要員の動員は、次に定めるところによる。 

 

１ 動員の配備、伝達系統と方法 

(1) 本部職員に対する伝達方法 

ｱ 平常執務時の伝達方法 

本部長の配備の決定により、本部の配備体制に従って災害統括部長（住民生活課長）

が各対策部正副部長に対し、庁内放送及び口頭で行う。 

※伝達系統 

本部長配備  災害統括部長  各 対 策 部  各 対 策 部  
班 員 

の 決 定  （住民生活課長）  正 副 部 長  班 長  

 

ｲ 休日又は退庁後の伝達方法 

日直者、夜警員又は消防滝上支署は、次の情報を察知したときは、住民生活課長に連

絡して指示を仰ぎ、必要に応じて関係課長、職員に通知するものとする。 

① 災害発生のおそれのある気象情報等が関係機関から通報されたとき。 

② 災害が発生し、緊急に応急措置を実施する必要があると認められるとき。 

③ 災害発生のおそれのある異常現象の通報があったとき。 

 

※日直者、夜警員又は消防滝上支署による伝達系統 

    
町    長 

     

      

日直者・夜警員 

又は消防滝上支署 

 住民生活課長 

（防災活動係） 

 
副 町 長 

  

      

  
関 係 課 長 

 
関 係 職 員 

   

 

２ 職員の非常登庁 

職員は勤務時間外、休日等において登庁の指示を受けたとき、又は災害が発生し、若しくは

災害のおそれがある情報を察知したときは、災害の情報により所属の長と連絡の上、又は自ら

の判断により登庁するものとする。 

なお､本部が設置された場合は､放送機関に依頼してテレビ・ラジオ等により周知させるもの

とし､職員がこの旨を知った場合は、直ちに登庁するものとする。 

ただし、震度５弱以上の地震が発生した場合は、すみやかに登庁するものとする。各対策部

配備を確定したときは、各部長は直ちに本部長に報告するものとする。 
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３ 消防機関に対する伝達 

本部が設置された場合、その配備体制についての消防機関への伝達は次により行う。 

 

※消防機関への伝達系統 

本部長 
指示 災害統括部長 

(住民生活課長） 

伝達 消 防 伝達 紋別地区消防組合消防本部 

  滝上支署長  消 防 長 

     伝達   

    
滝上消防団長 

伝達 
各 分 団 
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第３節 災害広報・情報提供計画 

 

災害時における報道機関、関係諸機関及び住民に対する災害情報の提供並びに広報活動は、

本計画の定めるところによる。 

 

１ 災害情報等の収集方法 

災害情報の収集については第４章「災害情報通信計画」によるほか、次の収集方法による

ものとする。 

(1) 広報調整班派遣による災害現場の取材 

(2) 一般住民及び報道機関その他関係機関取材による資料の収集 

(3) その他災害の状況に応じ職員の派遣による資料の収集 

 

２ 災害情報等の発表及び広報の方法 

(1) 発表責任者 

災害情報等の発表及び広報は、本部長（町長）の承認を得て、災害統括部副部長（総務

課長）がこれにあたる。 

(2) 住民に対する広報及び内容 

一般住民及び被災者に対する広報活動は、災害時の状況を見極めながら、次の方法によ

り行うものとする。また、要配慮者に配慮し、多様な手段を利用して伝達に努めるものと

する。 

ｱ 新聞、テレビ、ラジオ等の利用 

ｲ 広報紙、チラシの利用 

ｳ 広報車の利用 

ｴ 緊急速報メールの利用 

ｵ 町内会組織による広報 

(3) 広報内容は、次のとおりとする。 

ｱ 災害に関する情報及び関係機関、住民に対する注意事項 

ｲ 避難に関する情報 

ｳ 災害応急、恒久対策とその状況 

ｴ 災害復旧対策とその状況 

ｵ 災害地を中心とした交通に関する状況 

ｶ その他必要と認める事項 
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(4) 報道機関に対する情報発表の方法 

収集した被害状況、災害情報等は、状況に応じ報道機関に対し、次の事項を発表するも

のとする。 

ｱ 災害の種別、名称及び発生日時 

ｲ 災害発生の場所 

ｳ 被害状況 

ｴ 応急対策の状況 

ｵ 住民に対する避難情報（避難指示等）の発令状況 

ｶ 避難場所の開設状況及び住民の避難状況 

ｷ 一般住民、被災者に対する協力及び注意事項 

ｸ 本部の設置又は解散情報 

ｹ その他判明した被災地の情報 

(5) 対策本部職員に対する周知 

広報調整班は、災害状況の推移を対策本部職員に対し周知、各対策班に対して措置すべ

き事項及び伝達方法を連絡する。 

(6) 各関係機関に対する周知 

広報調整班は、必要に応じて防災関係機関、公共的団体及び重要な施設の管理者に対し

て災害情報を提供するものとする。 

 

３ 災害記録の作成 

災害の状況により必要がある場合は、映像記録を作成する。 

 

４ 被災者相談所の開設 

町長は、必要と認めたときは、応急対策情報等を提供するため、町役場内に被災者相談所を

開設し、被災者の相談に応じるものとする。 
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第４節 避難・救助救出計画 

 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、住民の生命、身体を保護するため、

必要と認める地域住民に対して、安全地域への避難のための立退きを勧告し或いは指示し、避難

場所を開設するための計画及び生命若しくは、身体が危険な状態にある者又は、生死不明の状態

にある者を救助救出し、保護することに関する計画は次に定めるところによる。 

 

１ 避難計画 

(1) 避難実施責任者及び措置の内容 

風水害、火災、山（がけ）崩れ、地震等の災害により、人命、身体の保護又は災害の拡

大防止のため、特に必要と認められるときは、町長等避難実施責任者は、次により避難の

勧告等を行う。 

町は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢化の進展等を踏まえ高齢者

等の避難行動要支援者の避難支援プランの作成（個別避難計画の策定等）などにより、避

難支援対策を充実・強化する必要がある。このため、避難指示のほか、避難行動要支援者

の避難に資する高齢者等避難の情報を必要に応じて伝達する。このため、避難指示のほ

か、避難行動要支援者等、特に避難行動に時間を要する者に対して、その避難行動支援対

策と対応しつつ、早めの段階で避難行動を開始することを求めるとともに、高齢者等以外

の者に対して、必要に応じて、普段の行動を見合わせはじめることや、自主的な避難を呼

びかける高齢者等避難を発令する。 

なお、避難指示等を発令するに当たり、対象地域の適切な設定等に留意するとともに、

避難指示及び緊急安全確保を夜間や暴風警報発表時に発令する可能性がある場合には、避

難行動を取りやすい時間帯における高齢者等避難の発令に努める。 

ｱ 町長（基本法第60条、水防法第29条）  

① 町長は、災害時、警戒巡視等によって得られる情報の収集並びに過去の災害事例等

を勘案し、住民の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するた

めに必要があると認めるときは、直ちに必要と認める地域の必要と認める居住者等

に対し、次の指示を行う。 

イ 避難のための立退きの指示 

ロ 必要に応じて行う立退先としての指定緊急避難場所等の避難場所の指示 

ハ 緊急安全確保措置の指示 

② 町長は、避難のための立退き又は緊急安全確保措置の指示を行うことができない

場合は、警察官又は海上保安官にその指示を求める。 

※緊急安全確保…災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避

難のための立退きを行うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれが

あり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、市町村長は、必要と認める

地域の必要と認める居住者等に対し、高所への移動、近傍の堅固な建物への退避、屋

内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避その他の緊急に安全を確保するため

の措置 
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③ 町長は、上記の指示を行ったときは、その旨を速やかにオホーツク総合振興局長

を通じて北海道知事に報告する（これらの指示を解除した場合も同様とする。）。 

④ 水防管理者が、避難のため立退き指示をする場合は、警察署長にその旨を通知す

る。 

⑤ 避難情報（避難指示等）は、広報車等の伝達手段を活用して、対象地域の住民に

迅速かつ的確に伝達する。 

ｲ 知事（オホーツク総合振興局長）又はその命を受けた道の職員（基本法第60条・第72

条、水防法第29条、地すべり等防止法第25条） 

① 知事（オホーツク総合振興局長）又は知事の命を受けた職員は、洪水若しくは地

すべりにより著しい危険が切迫していると認められるとき、又はその可能性が大きい

と判断されるときは、避難のため立退きが必要であると認められる区域の住民に対し

立退きの指示をすることができる。 

② 知事は洪水、地すべり以外の災害の場合においても、市町村が行う避難、立退き

の指示について必要な指示を行うことができる。 

③ 知事は、災害の発生により町長が避難のための立退き又は緊急安全確保措置の指

示に関する措置ができない場合は、町長に代わって実施する。 

④ オホーツク総合振興局長は、町長から避難のための立退きの勧告、指示、立退き

先の指示及び避難所の開設等について報告を受けた場合は、町長と情報の交換に努め

るとともに、速やかに知事にその内容を報告しなければならない。 

また、町長から遠距離、その他の理由により必要な輸送手段の確保の要請があっ

た場合は、北海道防災計画第５章第１４節「輸送計画」の定めるところにより関係

機関に協力要請する。 

ｳ 警察官（基本法第61条、警察官職務執行法第４条） 

① 警察官は、ｱの②により町長から要請があったとき、又は町長が立退き指示するこ

とができないと認めるときは、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立

退き又は緊急安全確保措置の指示を行うものとし、避難のための立退きを指示する場

合に必要があると認めるときには、その立退き先について指示することができる。そ

の場合直ちに町長に報告するものとする。 

② 人の生命若しくは身体に危険を及ぼすおそれのある天災、危険物の爆発等の危険

な事態がある場合、危害を受けるおそれのある者に対し、避難等の措置をとることが

できる。この場合は所属の公安委員会にその旨報告するものとする。 

ｴ 自衛隊（自衛隊法第94条等） 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は災害が発生し、又はまさに発生しようとして

いる場合において、町長、警察官がその場にいないときに限り、次の措置をとることが

できる。 

この場合において、当該措置をとったときは、直ちに、その旨を町長に通知しなけれ

ばならない。 

① 住民等の避難等の措置等（警察官職務執行法第４条） 

② 他人の土地等への立入（警察官職務執行法第６条第１項） 
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③ 警戒区域の設定等（基本法第63条第３項） 

④ 他人の土地等の一時使用等及び被災工作物等の除去等（基本法第64条第８項） 

⑤ 住民等への応急措置業務従事命令（基本法第65条第３項） 

(2) 避難実施責任者の職務代理者 

災害発生時における避難実施責任者である町長の職務代理者の順位は次の通りとする。 

ｱ 町長が指示する暇がない時、又は町長から要請があったときの職務代理者は副町長と

する。 

ｲ 副町長が指示する暇がない時、又は副町長から要請があったときの職務代理者は住民

生活課長とする。 

ｳ 住民生活課長が指示する暇がない時、又は住民生活課長から要請があったときの職務

代理者は総務課長とする。 

(3) 避難措置における連絡及び協力 

ｱ 連  絡 

町長、知事（オホーツク総合振興局長）、紋別警察署長及び自衛隊は、法律又は防災

計画の定めるところにより、避難のための立退きを勧告し、又は指示した場合は相互に

その旨を通報・連絡するものとする。 

ｲ 協力、援助 

紋別警察署長は、町長が行う避難の勧告等について、関係機関と協議し、諸般の情勢

を総合的に判断して、勧告等の時期、避難先、事後の警備措置等に必要な助言と協力を

行うものとする。 

ｳ 助言（基本法第 61条の 2） 

町長は、避難のための立退き又は緊急安全確保措置の指示をしようとする場合にお

いて、必要があると認めるときは、網走開発建設部、網走地方気象台及びオホーツク

総合振興局の長又は知事に対し、避難情報（避難指示等）の発令又は指示に関する事

項について、助言を求めることができる。助言を求められた機関の長若しくは知事

は、必要な助言を行うものとする。 

(4) 避難情報（避難指示等）の発令基準等 

ｱ 避難情報（避難指示等）の発令基準等 

町長は、避難の勧告等の意思決定を迅速・的確に実施するため、避難情報（避難指示

等）の発令基準を策定し、同基準に基づいて避難情報（避難指示等）を発令する。 

発令基準は、災害の危険性の程度により、次の基準とする。 

種  別 居住者等が取るべき行動等 

【警戒レベル１】 
早期注意情報 

（気象庁が発表） 

●発表される状況：今後気象状況悪化のおそれ 
●居住者等が取るべき行動：災害への心構えを高める 
・防災気象情報等の最新情報に注意する等、災害への心構え
を高める。 

【警戒レベル２】 
大雨・洪水注意報 
（気象庁が発表） 

●発表される状況：気象状況悪化 
●居住者等が取るべき行動：自らの避難行動を確認 
・ハザードマップ等により自宅・施設等の災害リスク、避難
場所や避難経路、避難のタイミング等を再確認するととも
に、避難情報の把握手段を再確認・注意するなど、避難に
備え自らの避難行動を確認。 
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【警戒レベル３】 
高齢者等避難 

（市町村長が発令） 

●発令される状況：災害のおそれあり 
●居住者等が取るべき行動：危険な場所から高齢者等は避難 
・高齢者等※は危険な場所から避難（立退き避難又は屋内安
全確保）する。 

※ 避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者
の高齢者及び障がいのある人等、及びその人の避難を支援
する者。 

・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるな
ど普段の行動を見合わせはじめたり、避難の準備をした
り、自主的に避難するタイミングである。 
例えば、地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の
居住者等は、このタイミングで自主的に避難することが望
ましい。 

【警戒レベル４】 

避難指示 
（市町村長が発令） 

●発令される状況：災害のおそれ高い 
●居住者等が取るべき行動：危険な場所から全員避難 
・危険な場所から全員避難（立退き避難又は屋内安全確保）
する。 

【警戒レベル５】 

緊急安全確保 
（市町村長が発令） 

●発令される状況：災害発生又は切迫（必ず発令される情報
ではない） 

●居住者等が取るべき行動：命の危険 直ちに安全確保 
・指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危
険である場合、緊急安全確保する。 
ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安全に取るこ
とができるとは限らず、また、本行動を取ったとしても身
の安全を確保できるとは限らない。 

ｲ 避難情報（避難指示等）発令の時期 

町長は、局所的な豪雨による急激な河川の水位の上昇への対応など、状況に即した早

期発令に努める。 

町長が実施する避難情報（避難指示等）発令の実施時期は、次のとおりとする。 

① 網走地方気象台から豪雨、台風等の気象に関する警報が発せられ、町の区域内に

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、避難を要すると判断されると

き。 

② 河川が氾濫危険水位を突破し、洪水が生じるおそれがあるとき。 

③ 河川の上流が水害を受け、下流地域に浸水による危険があるとき。 

④ 火災の拡大や爆発のおそれがあるとき。 

⑤ ガスの流出拡散により、周辺地域の住民に対して危険が及ぶと予測されるとき。 

⑥ 土砂災害については、第５章第15節「土砂災害対策計画」によるものとする。 

⑦ その他住民の生命又は身体を災害から保護するため必要と認められるとき。 

ｳ 避難情報（避難指示等）発令の対象者 

避難を要すると認められる区域内の避難を要すると認める居住者等を対象とする。 

(5) 避難情報（避難指示等）の周知 

ｱ 避難情報（避難指示等）の発令事項 

① 避難指示等の理由及び内容 

② 指定緊急避難場所等及び経路 

③ 火災、盗難の予防措置等 

④ 携行品等その他の注意事項 
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ｲ 伝達方法 

町長は、避難指示等の避難情報を迅速かつ確実に住民に伝達するため、避難指示等の 

発令に当たっては、消防機関等関係機関の協力を得つつ、次の事項について、生命や身 

体に危険が及ぶおそれがあることを認識できるように避難指示等の伝達文の内容を工夫 

することや、その対象者を明確にすること、避難指示等に対応する警戒レベルを明確に 

して対象者ごとに警戒レベルに対応した取るべき避難行動について、住民にとって具体 

的で分かりやすい内容とするよう配慮し、無線（戸別受信機を含む。）、北海道防災情 

報システム、災害情報共有システム（L アラート）、テレビ、ラジオ、携帯電話（緊急 

速報メール機能含む。）、ワンセグ等のあらゆる伝達手段の特徴を踏まえた複合的な活 

用を図り、対象地域の住民への迅速かつ的確な伝達に努め、住民の迅速かつ円滑な避難 

を図る。 

特に、避難行動要支援者の中には、避難等に必要な情報を入手できれば、自ら避難行 

動を取ることが可能な者もいることから、障がいの状態等に応じ、適切な手段を用いて 

情報伝達を行うとともに、民生委員等の避難支援関係者が避難行動要支援者名簿を活用 

して着実な情報伝達及び早期に避難行動を促進できるよう配慮する。 

(6) 避難場所 

    町は、速やかな指定避難所の供与及び指定避難所における安全性や良好な居住性の確保 

に必要な措置を講ずるよう努める。 

また、指定避難所に滞在する被災者、やむを得ない理由により指定避難所に滞在するこ 

とができない被災者のいずれに対しても、必要となる生活関連物資の配布、保健医療サー 

ビスの提供等、被災者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努める。 

避難場所は、緊急避難のための一時避難場所と、収容避難のための避難所に区分し、災 

害の種別、避難人口等により指定するが、災害の規模や情勢により避難が困難な場合は、 

他の場所、施設を速やかに指示する。 

ｱ 一時避難場所 

施設名 面積（㎡） 所在地 備考 

雄鎮内農業研修センター駐車場 1,064  雄 鎮 内  

基幹集落センター駐車場 1,700  濁川中央  

濁川小学校グラウンド 14,148  新  町  

郷土館前広場 5,300  元  町  

旧町民グラウンド 15,000  元  町  

文化センター駐車場 2,870  栄  町  

滝上小学校グラウンド 15,070  滝 美 町  

滝上中学校グラウンド 33,023  幸  町  

スポーツ公園 46,258  幸  町  

札久留公民館グラウンド 8,307  北札久留  

滝西公民館グラウンド 6,132  滝  西  

合   計 11箇所   
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ｲ 指定避難所（基本法第 49の 7） 

町長は、災害が発生した場合に、避難のための立退きを行った居住者、滞在者その他

の者を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被

災した住民その他の被災者を一時的に滞在させるための施設として、以下の施設を指定

避難所に指定する。 

なお、指定避難所の開設は、災害発生時に全ての指定避難所を開設するのではなく、

町内の被災規模や施設の被災状況（人的被害や建物被害などの程度）を踏まえて行うも

のとするとともに下記の点について留意する。 

    ① 町長は、災害時は、必要に応じ、指定避難所を開設するとともに、住民等に対し周 

知徹底を図る。 

なお、開設に当たっては、施設の被害の有無を確認するとともに、施設の構造や立 

地場所など安全性の確保に努めるものとする。 

また、要配慮者のため、指定福祉避難所を開設するとともに、必要に応じ、あらかじ

め指定した施設以外の施設についても、災害に対する安全性を確認のうえ、管理者の

同意を得て避難所として開設する。 

    ② 町長は、指定避難所だけでは避難所が不足する場合には、ホテル・旅館等の活用も 

     含め、可能な限り多くの避難所を開設し、ホームページやアプリケーション等の多様 

     な手段を活用して周知するように努める。特に高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等 

     の要配慮者に配慮して、被災地以外の地域にあるものを含め、ホテル・旅館等を避難 

     所として借上げるなど、多様な避難所の確保に努める。また、必要に応じ、可能な場 

     合は、避難者に対して、親戚や友人の家等への避難を促す。 

    ③ 町長は、避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や道路の途 

絶による孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に避難所を設置・維持することの 

適否を検討する。 

    ④ 町長は、著しく異常かつ激甚な非常災害により避難所が著しく不足し、特に必要と 

認められるものとして当該災害が政令で指定されたときは、避難所の設置について 

スプリンクラー等の消防用設備等の設置義務に関する消防法第 17 条の規定の適用除 

外措置があることに留意する。 

    ⑤ 町長は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、感染症患者が発生 

した場合の対応を含め、平常時から防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必 

要な場合には、ホテル・旅館等の活用等を含めて検討するよう努める。 

    ⑥ 町長は、避難所において収容人数を超過することがないよう、平時からホームペー 

ジや登録制メール等を含め、効果的な情報発信の手段について検討する。 
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施  設  名 所在地 
使用面積 

（㎡） 

収 容 

人 員 
階 数 

給食施設 

の有無 

給水施設の

有無 
管 理 者 

雄鎮内農業研修センター 雄鎮内 104.97 26 1 有 有 町内会長 

基幹集落センター 濁川中央 293 18 1 有 有 館    長 

濁川小学校（体育館） 新 町 798.9 180 2 有 有 学 校 長 

滝上町商工会館 旭 町 180 16 2 無 有 商工会長 

文化センター 栄 町 446 25 2 有 有 館  長 

滝上小学校（体育館） 滝美町 743.6529 185 1 有 有 学 校 長 

滝上中学校（体育館） 幸 町 988.35 247 2 有 有 学 校 長 

スポーツセンター 幸 町 1,377 100 2 無 有 スポーツ公園長 

札久留公民館（大ホール） 北札久留 374 93 1 有 有 館  長 

一区農業構造改善センター 一 区 98 23 1 有 有 町内会長 

滝西公民館（大ホール） 滝 西 210 127 1 無 有 館  長 

ｳ 指定緊急避難場所の確保 

町内で避難所等の確保が困難な場合は、本章第１節応急措置実施計画に規定する他の

市町村に対する応援要請に基づき、近隣市町村に施設等の提供を受け、避難所等を確保

する。また、要配慮者や男女のニーズの違い等に配慮して、被災地以外の地域にあるも

のを含め、宿泊施設を避難所として借上げる等、多様な避難所の確保に努めるものとす

る。 

ｴ 災害危険区域における一時避難場所及び避難所の指示（指定緊急避難場所） 

町長は、防災施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を総合的に勘案し、必要が

あると認めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ

迅速な避難のための立退きの確保を図るため、以下のとおり、所定の基準に適合する施

設又は場所を災害の種類ごとの指定緊急避難場所として指定する。 

但し、開設に当たっては、災害の発生時期や発生時刻、災害発生時の被災状況（発生

の時期、人的被害や建物被害の程度）などを踏まえ、開設可能な施設について行うもの

とする。 

① ｱに規定する全ての一時避難場所（被災状況により変更） 

② ｲに規定する指定避難所のうち、災害の種類ごとに使用可能な下表の施設（災害の

発生状況や被災状況を踏まえて開設） 

③ その他の災害（融雪害、山火事等の自然災害）発生時は、ｱ、ｲに規定する場所及

び施設のうち、被害地に最も近い場所及び施設を基本として総合的に判断して開設

場所を決定する。 
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施  設  名 所在地 階 数 
緊急時の使用可否 

管 理 者 
土砂災害 洪水災害 地震災害 

暴風雪等 
雪害 

雄鎮内農業研修センター 雄鎮内 1 〇 ○ 〇 ○ 町内会長 

基幹集落センター 濁川中央 1 ○ ○ ○ ○ 館    長 

濁川小学校（体育館） 新 町 2 〇 ○ ○ ○ 学 校 長 

滝上町商工会館 旭 町 2 ○ ○ × ○ 商工会長 

文化センター 栄 町 2 × ○ ○ ○ 館  長 

滝上小学校（体育館） 滝美町 1 〇 ○ ○ ○ 学 校 長 

滝上中学校（体育館） 幸 町 2 〇 ○ ○ ○ 学 校 長 

スポーツセンター 幸 町 2 ○ ○ ○ ○ スポーツ公園長 

札久留公民館（大ホール） 北札久留 1 〇 ○ ○ 〇 館  長 

一区農業構造改善センター 一 区 1 〇 ○ ○ ○ 町内会長 

滝西公民館（大ホール） 滝 西 1 〇 ○ ○ ○ 会 館 長 

※地震災害及び暴風雪等の雪害については、地震による被災状況や冬期における暖房、水道等

の使用可否を踏まえた上で開設する。 

(7) 避難方法 

ｱ 避難誘導 

避難誘導は、町の職員、消防職員・団員、警察官、その他指示権者の命を受けた者が

当たる。避難立退きに当たって、避難誘導者は円滑な立退きについて適宜指導する。そ

の際、自力避難の困難な避難行動要支援者に関しては、その実態を把握しておくととも

に、事前に援助者を定めておく等避難支援プランを整備し、危険が切迫する前に避難で

きるよう十分配慮する。 

また、災害の状況に応じて避難指示等を発令したうえで、避難時の周囲の状況等によ

り、指定避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合は、「近隣の安全な場所」への

避難や「屋内安全確保」といった適切な避難行動を住民が取れるように努める。特に、

台風による大雨発生など事前に予測が可能な場合においては、大雨発生が予測されてか

ら災害のおそれがなくなるまで、住民に対して分かりやすく適切に状況を伝達するとと

もに、避難誘導に当たる者の安全の確保に努める。 

ｲ 移送の方法 

① 小規模な場合 

避難は、各個が行うことを原則とする。ただし、避難者が自力で避難、立退きす

ることが不可能な場合は、町等において車両等により行うものとする。 

② 大規模な場合 

被災地が広域で大規模な避難、立退き移送を要し、町において措置できないとき

は、町は他の市町村又は道に対し応援を求めて実施する。 

(8) 避難路及び避難場所の安全確保 

住民等の避難に当たっては、町の職員、警察官、その他避難措置の実施者は、避難路、

避難場所の安全確保のため支障となるものの排除を行うものとする。 
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(9) 避難所の運営 

避難所の運営は、関係機関の協力のもと町が適切に行い、以下の点に留意する。 

ｱ 町は、各指定避難所の適切な運営管理を行うものとする。この際、指定避難場所にお

ける情報の伝達、食料、水等の配布、清掃等については、避難者、住民、自主防災組

織、自治会及び避難所運営について専門性を有した外部支援者等の協力が得られるよう

に努めるとともに、必要に応じ、他の市町村やボランティア団体等に対して協力を求め

る。 

また、町は、指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、被災者に過度の負担が 

かからないよう配慮しつつ、被災者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する 

運営に早期に移行できるよう、その立上げを支援する。 

ｲ 町は、マニュアルの作成、訓練等を通じて、指定避難所の運営管理のために必要な知

識等の普及に努める。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主体的に避難所

の運営に関与できるように配慮するよう努めるものとする。なお、実情に合わせて、応

援職員やボランティア、地域防災マスター等による避難所運営業務の分担等、自主運営

のための各種支援を行うこととし、関係団体等との連携・協力に努める。 

ｳ 町は、避難所における食事や物資の配布など生活上の情報提供について、手話など障

がい特性に応じた情報伝達手段を用いて、情報伝達がなされるよう努める。 

ｴ 町は、指定避難所ごとに受け入れている避難者に係る情報及び指定避難所で生活せず

食事のみ受け取りにきている被災者、車中泊の被災者等に係る情報を早期に把握すると

ともに、やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者等に係る情報の把握に

努める。 

ｵ 町は、指定避難所の生活環境に注意を払い、常に良好なものとするよう実態とニーズ

の把握に努める。そのため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要

な対策を講じるものとする。その際、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保のた

め、町は、北海道や医療・保健関係者等と連携して、段ボールベッドの早期導入や、衛

生面において優れたコンテナ型のトイレの配備等の支援を行うとともに、専門家等との

定期的な情報交換に努めるものとする。また、避難の長期化等必要に応じて、プライバ

シーの確保状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師等に

よる巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、し尿・ごみの処理の状況等、避難者の健康

状態や指定避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努める。 

また、必要に応じ、避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努める。 

ｶ 町は、指定避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違

い等男女双方の視点等に配慮する。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置

や生理用品、女性用下着の女性による配布、巡回警備や防犯ブザーの配布等による指定

避難所における安全性の確保等、女性や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難所の運

営に努める。 

ｷ 町は、指定避難所等における女性や子ども等に対する性暴力・DV の発生を防止する

ため、女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・入浴施設等

は昼夜問わず安心して使用できる場所に設置する、照明を増設する、性暴力・DV につ

いての注意喚起のためのポスターを掲載するなど、女性や子ども等の安全に配慮するよ
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う努める。また、警察、病院、女性支援団体との連携のもと、被害者への相談窓口情報

の提供を行うよう努める。 

ｸ 町は、やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料等必

要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、情報

提供等により、生活環境の確保が図られるよう努める。 

ｹ 町は、災害の規模、被災者の避難及び受入状況、避難の長期化等に鑑み、必要に応じ

てホテル・旅館等への移動を避難者に促す。特に要配慮者に対しては、あらかじめ「災

害発生時等における宿泊施設の活用に関する協定」を締結し、その施設を活用するなど

良好な生活環境に努める。 

ｺ 町は、災害の規模等に鑑みて必要に応じ、避難者の健全な住生活の早期確保のため

に、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅及び空家等利用可能な既存住

宅の斡旋及び活用等により、指定避難所の早期解消に努める。 

ｻ 町は、車中泊による避難を受け入れる場合は、トイレの確保や医療・保健関係者等と

連携して、エコノミークラス症候群や一酸化炭素中毒等への予防対処策の周知、冬期間

の寒さ対策など健康への配慮を行う。また、安全対策や避難所施設の利用ルール、各種

情報や食事等支援物資の提供方法などについて、あらかじめ規定し、円滑な避難所運営

ができる体制の構築に努める。 

ｼ 町は、避難所における食事については、食物アレルギー等に配慮し、避難生活が長期

化した場合には、メニューの多様化や栄養バランス等を考慮して、適温食を提供できる

よう、専門知識を有する者等の協力を得ながら、ボランティア等による炊き出しや地元

事業者からの食料等の調達のほか、給食センターを活用するなど、体制の構築に努め

る。 

ｽ 町は、指定避難所における感染症対策のため、避難者等の健康状態を確認するととも

に、十分な避難スペースを確保し、定期的に換気を行うなど避難所の衛生環境を確保す

るよう努める。 

ｾ 町は、避難所において感染症が発生又はその疑いがある場合の対応については、感染

者の隔離や病院への搬送方法など、事前に防災担当部局と保健福祉担当部局が連携し

て、適切な対応を検討しておくものとし、感染者又は感染が疑われる者が現れた場合

は、専用スペースを確保し、他の避難者とは区域と動線を分けるなど必要な措置を講じ

る。 

(10) 北海道（オホーツク総合振興局）に対する報告 

ｱ 避難情報（避難指示等）を町長等が発令したときは、発令者、発令日時、発令理由避

難の対象区域、避難先を記録するとともに、オホーツク総合振興局長に対しその旨報告

する。（町長以外の者が発令をした場合は、町長経由とする。） 

ｲ 避難所を開設したときは、オホーツク総合振興局長にその旨を報告する。 

① 避難所開設の日時、場所及び施設名 

② 開設期間の見込み 

③ 収容状況及び人員 

④ 炊き出し等の状況 

ｳ 避難の必要がなくなったときは、直ちにその旨をオホーツク総合振興局長に報告する。 
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(11) 広域避難 

ｱ 広域避難の協議等 

     町は、災害の予測規模、避難者数等に鑑み、町の区域外への広域的な避難、指定避難 

所及び指定緊急避難場所の提供が必要であると判断した場合は、広域避難に係る協議等 

を行う。 

ｲ 道内における広域避難 

町は、道内の他の市町村への広域的な避難等が必要であると判断した場合には、当該 

市町村に対して直接協議を行う。 

ｳ 道外への広域避難 

① 町は、他の都府県の市町村への広域的な避難等が必要であると判断した場合に 

は、北海道に対し、当該他の都府県との協議を求める。 

② 町は、事態に照らし、緊急を要すると認めるときは、①によらず、知事に報告し 

たうえで、自ら他の市町村に協議することができるものとする。 

ｴ 避難者の受け入れ 

町は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際にあわせて広域避難の用にも供 

することについても定めるなど、他の市町村からの避難者を受け入れることができる施 

設等をあらかじめ決定しておくよう努める。 

ｵ 関係機関の連携 

 町、北海道及び運送事業者等は、あらかじめ策定した具体的な手順を定めた計画に基 

づき、関係者間で適切な役割分担を行ったうえで、広域避難を実施するよう努めるもの 

とする。 

(12) 道内における広域一時滞在 

ｱ 災害発生により、被災住民について、道内の他の市町村における一時的な滞在（以下 

「道内広域一時滞在」という。）の必要があると町長が認めたときは、道内の他の市町 

村長（以下「協議先市町村長」という。）に被災住民の受け入れについて、協議を行 

う。なお、適当な協議の相手方を見つけられない場合等は、北海道知事に助言を求め 

る。 

ｲ 町長は、道内広域一時滞在の協議をしようとするとき、あらかじめ、オホーツク総合 

振興局長を通じて北海道知事に報告する。ただし、あらかじめ報告することが困難なと 

きは協議開始後、速やかに、報告する。 

ｳ 町長又は北海道知事より、道内広域一時滞在の協議を受けた協議先市町村長は、被災 

住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、指定避難所を提供し、 

被災住民を受け入れるものとし、受入決定をしたときは、直ちに指定避難所の管理者等 

の被災住民への支援に関係する機関に通知するとともに、速やかに、町長に通知する。 

なお、協議先市町村長は、必要に応じて、北海道知事に助言を求めるものとする。 

ｴ 町長は、協議先市町村長より受入決定の通知を受けたときは、その内容を公示し、及 

び被災住民への支援に関係する機関等に通知するとともに、北海道知事に報告する。 

ｵ 町長は、道内広域一時滞在の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、その旨を 

協議先市町村長及び指定避難所の管理者等の被災住民への支援に関係する機関に通知 
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し、内容を公示するとともに、北海道知事に報告する。 

ｶ 協議先市町村長は、町長より道内広域一時滞在の必要がなくなった旨の通知を受け 

たときは、速やかに、その旨を指定避難所の管理者等の被災住民への支援に関係する 

機関に通知する。 

 ｷ 北海道知事は、災害の発生により町が必要な事務を行えなくなった場合、被災住民 

について道内広域一時滞在の必要があると認めるときは、町長の実施すべき措置を代 

わって実施する。 

また、町が必要な事務を遂行できる状況になったと認めるときは、速やかに事務を 

町長に引き継ぐものとする。なお、上記の事務の代行を開始し、又は終了したとき 

は、その旨を公示するとともに、代行を終了したときは代行した事務の措置につい 

て、町長に通知する。 

(13) 道外への広域一時滞在 

ｱ 災害発生により、被災住民について、道外における一時的な滞在（以下｢道外広域一 

時滞在｣という。）の必要があると認める場合、町長は、北海道知事に対し、他の都府 

県知事（以下｢協議先知事｣という。）に、被災住民の受け入れについて協議することを 

求めることができる。 

ｲ 北海道知事は、町長より道外広域一時滞在に関する要求があったときは、協議先知事 

に協議を行うものとする。 

また、北海道知事は、必要に応じて内閣総理大臣に助言を求めるものとする。 

ｳ 北海道知事は、道外広域一時滞在の協議をしようとするときは、あらかじめ内閣総理 

大臣に報告する。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは協議開始後、速やか

に、報告するものとする。 

ｴ 北海道知事は、協議先知事より受入決定の通知を受けたときは、速やかに町長に通知 

するとともに内閣総理大臣に報告する。 

ｵ 町長は、北海道知事より受入決定の通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示 

し、指定避難所の管理者等の被災住民への支援に関係する機関に通知する。 

ｶ 町長は、道外広域一時滞在の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、その旨を 

北海道知事に報告し、及び公示するとともに避難所の管理者等の被災住民への支援に関 

係する機関に通知する。 

ｷ 北海道知事は、町長より道外広域一時滞在の必要がなくなった旨の通知を受けたとき 

は、速やかにその旨を協議先知事に通知、公示するとともに、内閣総理大臣に報告する 

ものとする。 

ｸ 北海道知事は、災害の発生により町が必要な事務を行えなくなった場合、被災住民に 

ついて道外広域一時滞在の必要があると認めるときは、町長より要請がない場合にあっ 

ても、協議先知事との協議を実施する。 

(14) 広域一時滞在避難者への対応 

町は、広域一時滞在により居住地以外の市町村に避難した被災住民に必要な情報や物 

   資等を確実に送り届けられるよう、被災住民の所在地等の情報を共有するなど、避難元 

と避難先の市町村における連携に配慮する。 
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(15)  内閣総理大臣による協議等の代行 

内閣総理大臣は、災害の発生により町及び北海道が必要な事務を行えなくなった場 

合、被災住民について道内広域一時滞在又は道外広域一時滞在の必要があると認めると 

きは、町長又は北海道知事の実施すべき措置を代わって実施するが、町長又は北海道知 

事が必要な事務を遂行できる状況になったと認めるときは、速やかに町長又は北海道知 

事との事務の引き継ぎが行われるものとする。 

 

２ 救助救出計画 

(1) 実施責任 

ｱ 町（消防機関） 

① 町（救助法の適用を受け、知事の委任を受けた場合を含む。）は、北海道警察等の 

協力を得て、災害により生命、身体が危険となった者をあらゆる手段を講じて早急に 

救助救出し、負傷者については、速やかに医療機関、又は、日本赤十字社の救護所に 

収容する。また、町は、他の市町村等の応援が必要と判断した場合には、隣接市町村 

及び北海道へ協力を求めるものとする。 

② 町長は、被害が甚大であり、町本部のみでの救助救出活動が困難である場合は、北 

海道知事（オホーツク総合振興局長）に自衛隊の派遣要請を依頼する。 

ｲ 北海道 

北海道は、町から救助救出について応援を求められ、必要があると認めたときは、そ

の状況に応じ、自衛隊等防災関係機関の協力を得て適切な措置を講ずる。また、町のみ

では実施できない場合の救助救出を実施する。 

ｳ 北海道警察 

被災地域において生命、身体が危険な状態にある者の救助救出を実施する。 

(2) 救助救出を必要とする場合 

災害のため現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態の者と

し、おおむね次に該当する場合とする。 

ｱ 火災の際、火中に取り残された場合 

ｲ 地震、台風等により倒壊家屋の下敷きになった場合 

ｳ 水害の際、家屋とともに流され、又は孤立した場合 

ｴ 山崩れ、地すべり等により生き埋めになった場合又は自動車等の大事故が発生した場

合 

ｵ その他の大事故が発生し、多数の死傷者が生じた場合 

(3) 救助救出活動 

ｱ 被災地域における救助救出活動 

町、消防滝上支署、北海道及び北海道警察は、職員の安全確保を図りつつ、緊密な連

携のもと被災地域を巡回し、救助救出を要する者を発見した場合は、資機材を有効活用

するとともに、救助関係機関及び住民の協力を得て、被災者の救助救出活動を実施す

る。特に、発災後７２時間は、救命・救助を必要とする被災者が生存している可能性が

高いとされることから、極めて重要な時間帯であることを踏まえ、人命救助及びこのた

めに必要な活動に人的・物的資源を優先的に配分するものとする。 

ｲ 救出状況の記録 

被災者を救出した場合は、記録しておかなければならない。  
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第５節 救急医療対策計画 

 

１ 目  的 

町内において天災、地変、交通、産業災害等により、集団的に多数の死傷者が発生した場

合、当該傷病者に対し、防災会議関係機関が迅速かつ的確な救急医療措置を実施し得る体制

を確立し、被害の軽減を図ることを目的とする。 

 

２ 救急医療の対象と範囲 

(1) 対  象 

暴風、豪雨、暴風雪、豪雪、洪水、地震その他の自然現象、又は大規模な火災、若しく

は爆発、有害物の流出、航空機などの墜落その他極端な雑踏の事故により、集団的に多数

の傷病者が生じ、関係機関による総合的救急対策が必要な事態を対象とする。 

なお、集団的多数の傷病者とはおおむね50人以上に及ぶ災害とする。 

(2) 範  囲 

傷病者発生と同時に行う応急手当、初期診療及び傷病者の病状に応じて行う本格的な救

急医療を開始できるまでの応急的措置を含むものとする。 

なお、死体の検死、洗浄、縫合等の処理を含むものとする。 

 

３ 関係機関業務の大綱 

機 関 名 業務の大綱 

北
海
道 

オホーツク総合振興局 

1 自衛隊の災害派遣要請 
2 救急医療についての総合調整 
3 救急医療についての現地対策本部の設置に係る連

絡調整 
4 関係機関に対する出動要請に係る連絡調整 

オホーツク総合振興局 
保健環境部紋別地域保健室 

1 医療品、医療器具等の調達調整 

滝 上 町 
 

1 救急医療本部の設置 
2 応急救護所の設置及び管理 
3 医師会に対する出動要請 
4 医療材料の整備及び調達 

滝上町国民健康保険診療所 1 被災者の収容・治療 

消 防 
滝 上 支 署 

1 救急医療本部の運営管理 
2 傷病者等の救出、応急措置及び搬送 
3 傷病者等の身元確認 
4 災害現場の警戒等救急医療に関する必要な措置 

紋 別 警 察 署 

1 傷病者等の救出及び災害現場の警戒警備 
2 交通路の確保 
3 死傷者等の身元確認 
4 死体の検死 

紋 別 医 師 会 
1 救護隊出動による医療の実施 
2 医療施設の確保 
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４ 集団救急医療体制 

紋別医師会長は､町長の要請に基づき災害救護隊を編成し応急医療に当たるものとする。 

なお、救護班の構成（医師、看護師、事務職員等）は､紋別医師会の定めるところによる。 

(1) 要請項目 

ｱ 災害発生の日時、場所、原因及び状況 

ｲ 出動の時期及び場所 

ｳ 出動を要する人員及び資機材 

ｴ その他必要な事項 

(2) 出動範囲 

紋別医師会長は、町長の要請に基づき災害救護隊を出動させるときは、災害の規模及び

状況に応じて救護隊の範囲を決定し、出動を命ずるものとする。 

 

５ 応援要請 

災害規模等必要に応じ、知事（オホーツク総合振興局長）に対し、次のとおり応援要請を

行う。 

ｱ 救護班の支援（厚生病院、旭川赤十字病院） 

ｲ 傷病者の救出、搬出、救急医療物資輸送の支援（自衛隊） 

 

６ 救急医療活動報告書の提出 

紋別医師会長は、町長の要請により救護隊を出動させ救急医療活動を実施したときは、事

後速やかに、次に掲げる内容を示した報告書を町長に提出するものとする。 

ｱ 出動場所及び出動期間 

ｲ 出動者の種別及び人員 

ｳ 受診者数（死亡、重傷、軽傷別） 

ｴ 使用した薬剤、医療材料及び医療器具等の消耗、破損等の内容（数量、金額） 

ｵ 応急医療活動の概要 

ｶ その他必要事項 

 

７ 経費の負担及び損害補償 

(1) 経費の負担区分 

救急医療対策に従事した医師等に対する実費弁償及び損害補償を何れかの機関が負担す

るかは、次の区分によることとする。 

ｱ 滝上町 

町が対策を実施し、責務を有する災害の場合 

ｲ 北海道 

救助法が適用された災害の場合 

ｳ 企業体等 

企業体等の施設等において発生した災害及び災害発生の原因が企業体等にある場合 
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(2) 実費弁償 

要請に基づき出動した医師等に対する手当は、災害救助法施行令（昭和22年政令第225

号）第11条の規定に基づき知事が定めた額、若しくは基本法の規定に準じた額に従う。ま

た救急医療活動のため使用した薬剤、医療材料、器具の消耗破損についてはその実費を時

価で、それぞれ前記(1）の負担区分により弁償するものとする。 

(3) 損害補償 

救急医療活動のため出動した医師等がそのため死亡、負傷若しくは疾病にかかり、又は

廃疾になったときは、これによって受ける損害を、救急医療活動のため出動した医師に係

る物件がそのために損害を受けたときは、その程度に応じた額を、それぞれ前記(1）の負

担区分により補償するものとする。 

 

８ 傷病者の把握 

傷病者の把握については、傷病者に対する識別票（トリアージ・タッグ）（様式１）を取

り付けるとともに、救急状況調書（様式２）を作成し、記録集計表（様式３）に記載するも

のとする。 

※資料編７－１３：識別票（トリアージ・タッグ）（様式１） 

※資料編７－１４：救急状況調書（様式２） 

※資料編７－１５：記録集計表（様式３） 

 

(1) トリアージは、災害発生時等に多数の傷病者が同時に発生した場合、傷病者の緊急度や

重傷度に応じて適切な措置や搬送を行うための傷病者の治療優先順位を決定することをい

い、その際に用いるタッグ（識別票）をトリアージ・タッグという。 

(2) 災害時等には、医師会、消防機関、日本赤十字社、自衛隊等複数の機関が参集する大規

模災害における混乱を避けるため、厚生労働省通知に示された様式に準じた様式を用い

る。 

(3) 様式１の基準 

ｱ タッグの形状及び寸法 

23.2cm（縦）×11cm（横）とする。 

ｲ タッグの紙質 

水に濡れても字が書けるなど、丈夫なものとし、本体はやや厚手のもの、複写用紙は

本体より薄手のものとする。 

ｳ タッグ用紙の枚数 

３枚とし、１枚目は「災害現場用」、２枚目は「搬送機関用」とし、本体は「収容医

療機関用」とする。 

ｴ タッグの形式 

モギリ式としモギリの幅は1.8cmとする。 

ｵ タッグに用いる色の区分 

軽処置群を緑色（Ⅲ）、非緊急治療群を黄色（Ⅱ）、最優先治療群を赤色（Ⅰ）、死

亡及び不処置群を黒色（０）とする。モギリ片の色の順番は、外側から緑色、黄色、赤
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色、黒色で両面印刷とし、ローマ数字のみ記載し、模様や絵柄は記載しない。 

ｶ 傷病者の同定及び担当機関の同定等に係る記載内容 

傷病者の同定の項目については、「氏名」「年齢」「性別」「住所」「電話」とし、

外国人の家族や本人が記載することも想定し、これらの項目については英語を併記す

る。担当機関の同定等の項目については、「（タッグの）No.」「トリアージ実施月

日・時刻」「トリアージ実施者氏名」「搬送機関名」「収容医療機関名」とする。ま

た、３枚目の「収容医療機関用」の裏面の上部には「特記事項」の記入できるスペース

を設けることが望ましい。 

ｷ タッグ製作主体の裁量部分 

地域において想定される災害の頻度や種類が異なることや、医療機関で独自に作成す

る場合には簡易カルテとしても利用することが可能なよう、当該部分については、タッ

グ製作主体の裁量により作成するものとする。 
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第６節 災害警備計画 

 

この計画は、町長が警察に対して応援を要請することにより、災害から住民の生命、身体及

び財産を保護し、被災地における公共の安全と秩序を維持することを目的とする。 

 

１ 災害警備 

災害警備については、北海道地域防災計画の定めるところによるほか、次に定めるところ

によるものとする。 

(1) 災害の予報及び警報の伝達に関する事項 

警察官は、基本法第54条第３項の規定に基づき、災害が発生するおそれがある異常な現

象を発見した旨の通報を受けた場合は、速やかに町長に通報するものとする。また、紋別

警察署長は、通信回線の障害等により町長からの要請があった場合は、災害警備上必要と

認められる範囲で、予報及び警報の伝達について協力するものとする。 

(2) 事前措置に関する事項 

ｱ 町長が行う警察官の事前要請 

町長が基本法第 58条に基づき、警察官の出動を求める等、応急措置の実施に必要な準

備をすることを要請し、若しくは求める場合は、紋別警察署長を経て北見方面本部長に

対して行うものとする。 

    ① 派遣を要請する理由 

    ② 派遣を要請する職員の職種別及び人員数 

    ③ 派遣を必要とする機関 

    ④ その他派遣についての必要事項 

ｲ 町長からの要求により行う事前措置 

紋別警察署長は、町長からの要求により、基本法第 59条に基づき事前措置についての

指示を行ったときは、直ちにその旨を町長に通知するものとする。この場合において、

当該措置の事後処理は、町長が行うものとする。 

(3) 災害に関する情報の収集に関する事項 

ｱ 紋別警察署長は、平素から災害の発生に備え、町長その他の防災関係機関と連携して、

災害警備上必要な情報の収集に努めるものとする。 

ｲ 紋別警察署長は、災害発生後直ちに情報の収集体制を確立し、災害警備活動に必要な

情報収集活動を行い、必要事項を町長及び関係機関へ通報するものとする。 

ｳ 紋別警察署長は、災害情報の収集及び連絡等の迅速な処理を図るため、町災害対策本

部に警察幹部を派遣するものとする。 

(4) 避難に関する事項 

ｱ 警察官は、基本法第 61条、又は警察官職務執行法第４条の規定による避難の指示又は

警告を行うとともに、「本章第４節避難・救助救出計画」に定める避難先を示すものとす

る。ただし災害の種別、規模、現場の状況等により本計画によりがたい場合は、適宜の

措置を講ずるものとする。この場合において、紋別警察署長は、速やかに町長に通知す

るものとし、当該避難先の借上げ、給食等は、町長が行うものとする。 
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ｲ 住民の避難誘導にあたっては、町、消防機関等と協力し、安全な経路を選定して誘導

するとともに、被災後の無人化した住宅街、商店街等におけるパトロールを行い、犯罪

の予防及び取締り等にあたるものとする。 

 

(5) 交通規制に関する事項 

災害時における交通の規制等に関する基本法第 76 条ほかの規定に基づき、紋別警察署

長及び道路管理者は、管轄する道路における災害による交通の危険を防止し、住民の避難

経路、緊急交通路の確保のため、近隣市町村管内を含めた広域的な交通対策についての検

討・協議に努めるものとする。 

 

２ 応急設置に関する事項 

(1) 警戒区域設定権等 

紋別警察署長は、警察官が基本法第63条第２項に基づき、警戒区域の設定を行った場合

は、直ちにその旨を町長に通知するものとする。 

この場合において、町長は、当該措置の事後処理を行うものとする。 

(2) 応急公用負担等 

紋別警察署長は、警察官が基本法第64条第７項及び同法第65条第２項に基づき、応急公

用負担（人的、物的公用負担）を行った場合は、直ちにその旨を町長に通知するものとす

る。 

この場合において、町長は、当該措置による損失補償等の事後処理を行うものとする。 

 

３ 救助救出に関する事項 

紋別警察署長は、町長及び関係機関と協力し、被災者の救助・救出活動を実施するとともに、

死体検分等にあたるものとする。 

 

４ 災害時における広報 

紋別警察署長は、災害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、関係機関と密接な連携を

図るとともに、災害の状況に応じ住民の避難、犯罪の防止、交通規制等その他警備上必要と認

められる措置について迅速な広報に努めるものとする。 
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第７節 交通・輸送対策計画 

 

災害時における道路交通の混乱を防止し、消防、避難、救助、救護等の応急対策活動を迅速に

実施するための交通の確保については、本計画の定めるところによる。 

 

１ 交通応急対策の実施 

町、警察及び道路管理者（北海道開発局、北海道）は、消防、避難、救助、救護等の応急対

策活動を迅速に実施するため、以下の交通の確保を行う。 

 

(1) 北海道公安委員会（紋別警察署） 

ｱ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、道路（高速道路を含む。）

における危険を防止し、交通の安全と円滑化を図るため必要があると認めるとき、また、

災害応急対策上緊急輸送を行うため必要があると認められるときは、区域及び道路の区間

を指定して緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限する。 

ｲ 通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の妨害となることにより災

害応急対策の実施に著しい支障があると認められるときは、当該車両その他の物件の占有

者、所有者、管理者に対し、当該車両その他の物件の移動等の措置をとることを命ずるこ

とができる。 

ｳ ｲによる措置を命ぜられた者が当該措置をとらないとき、又は、その命令の相手方が現場

にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、自らその措置をとる

ことができる。この場合において、当該措置をとるためやむを得ない限度において車両そ

の他の物件を破損することができる。 

(2) 北海道開発局（網走開発建設部興部道路事務所） 

ｱ 国道の路線に係る道路の構造の保全と交通の危険を防止するため、障害物の除去に努め

るものとし、必要と認められるときは、車両等の通行を禁止し、又は制限するとともに迂

回路等を的確に指示し、交通の確保を図る。 

ｲ 通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の妨害となることにより災

害応急対策の実施に著しい支障があると認められるときは、基本法第 76条の 6による進路

区間の指定を行い当該車両その他の物件の占有者、所有者、管理者に対し、当該車両その

他の物件の移動等の措置をとることを命ずることができる。 

ｳ ｲによる措置を命ぜられた者が当該措置をとらないとき、又は、その命令の相手方が現場

にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、自らその措置をとる

ことができる。この場合において、当該措置をとるためやむを得ない限度において車両そ

の他の物件を破損することができる。 

(3) 北海道（オホーツク総合振興局網走建設管理部紋別出張所） 

ｱ 道が管理している道路が災害による被害を受けた場合、速やかに被害状況や危険箇所等

を把握するとともに、障害物の除去に努めるものとする。 

ｲ 交通の危険を防止するため、必要と認めるときは、車両等の通行を禁止し、又は制限す

るとともに迂回路等を的確に指示し、関係機関との連絡を密にしながら、交通の確保に努
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める。 

ｳ 通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の妨害となることにより災

害応急対策の実施に著しい支障があると認められるときは、基本法第 76条の 6による進路

区間の指定を行い当該車両その他の物件の占有者、所有者、管理者に対し、当該車両その

他の物件の移動等の措置をとることを命ずることができる。 

ｴ ｲによる措置を命ぜられた者が当該措置をとらないとき、又は、その命令の相手方が現場

にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、自らその措置をとる

ことができる。この場合において、当該措置をとるためやむを得ない限度において車両そ

の他の物件を破損することができる。 

ｵ 道が管理している緊急通行車両のガソリン等の確保に努めるものとするとともに、ガソ

リン等について、市町村長等の要請に基づき斡旋及び調達を行うものとする。 

(4) 滝上町（消防機関） 

ｱ 町が管理している道路で災害が発生した場合は、道路の警戒に努めるとともに、交通の

危険を防止するため必要と認めるときは、その通行を禁止し、又は制限するとともに迂回

路等を的確に指示し、関係機関との連絡を密にし、交通の確保に努める。 

また、町が管理している緊急通行車両のガソリン等の確保に努めるものとする。 

ｲ 通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の妨害となることにより災

害応急対策の実施に著しい支障があると認められるときは、基本法第 76 条の 6 による進

路区間の指定を行い当該車両その他の物件の占有者、所有者、管理者に対し、当該車両そ

の他の物件の移動等の措置をとることを命ずることができる。 

ｳ ｲによる措置を命ぜられた者が当該措置をとらないとき、又は、その命令の相手方が現場

にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、自らその措置をとる

ことができる。この場合において、当該措置をとるためやむを得ない限度において車両そ

の他の物件を破損することができる。 

ｴ 消防吏員は、警察官がその場にいない場合に限り、通行禁止区域等において、車両その

他の物件が緊急通行車両の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障がある

と認められるときは、当該車両その他の物件の占有者、所有者、管理者に対し、当該車両

その他の物件の移動等の措置をとることを命ずることができる。 

ｵ 消防吏員は、ｴによる措置を命ぜられた者が当該措置をとらないとき、又は、その命令の

相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、自らそ

の措置をとることができる。 

この場合において、当該措置をとるためやむを得ない限度において車両その他の物件を

破損することができる。 

２ 道路の交通規制 

(1) 道路交通網の把握 

災害が発生した場合、道路管理者及び紋別警察署は、相互に綿密な連携を図るとともに、

町及び他関係機関の協力を得て、次の事項を中心に本町における被災地内の道路及び交通

の状況について、その実態を把握する。 

ｱ 損壊し、又は通行不能となった路線名及び区間 
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ｲ 迂回路を設定し得る場合はその路線名、分岐点及び合流点 

ｳ 緊急に通行の禁止又は制限を実施する必要の有無 

(2) 交通規制の実施 

道路管理者及び紋別警察署は、次の方法により交通規制を実施するものとする。 

ｱ 交通規制を実施するときは、道路標識等を設置する。 

ｲ 緊急を要し道路標識等を設置するいとまがないとき、又は道路標識等を設置して行う

ことが困難なときは、現場警察官等の指示によりこれを行う。 

(3) 関係機関との連携 

道路管理者及び紋別警察署が交通規制により通行の禁止制限を行った場合には、町及び

関係機関に連絡するとともに、あらゆる広報媒体を通して広報の徹底を図る。 

 

３ 緊急輸送のための交通規制 

災害が発生し、災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送、その

他応急措置を実施するための緊急輸送を確保する必要があると認めるときは、区域又は道路の

区間を指定し、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限する。 

(1) 通知 

北海道公安委員会は、緊急輸送のための交通規制をしようとするときは、予め、当該道

路の管理者に対し、禁止又は制限の対象、区域、区間、期間及び理由を通知する。なお、

緊急を要し、予め通知できない場合は、事後、直ちに通知する。 

(2) 緊急通行車両の確認手続 

ｱ 知事（オホーツク総合振興局長）又は北海道公安委員会（紋別警察署）は、車両の使用

者等の申出により当該車両が、応急対策に必要な物資の輸送等の緊急通行車両であること

を確認する。 

ｲ 確認場所 

緊急通行車両の確認は、道 （オホーツク総合振興局）又は警察本部、方面本部、警察署

及び交通検問所で行う。 

ｳ 証明書及び標章の交付 

緊急通行車両であると確認したものについては、各車両ごとに「緊急通行車両確認証明

書」、「標章」を交付し、当該車両の前面に標章を掲示させる。 

※資料編７－１６：緊急通行車両の標章及び確認証明書 

ｴ 緊急通行車両 

① 緊急通行車両は、基本法に規定する災害応急対策を実施するために使用される車両で

次の事項について行うものとする。 

・ 特別警報･警報の発表及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項 

・ 消防、水防その他の応急措置に関する事項 

・ 被災者の救難、救助その他保護に関する事項 

・ 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項 

・ 施設及び設備の応急の復旧に関する事項 

・ 清掃、防疫その他の保健衛生に関する事項 
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・ 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項 

・ 緊急輸送の確保に関する事項 

・ その他災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項 

② 指定行政機関等が保有し、若しくは、指定行政機関等との契約等により常時指定行政

機関等の活動のために専用に使用される車両又は災害時に他の関係機関・団体等から調

達する車両であること。 

ｵ 事前届出制度の普及等 

道、町及び関係機関は、発災後、当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に交付され

るよう、輸送協定を締結した事業者等に対し、緊急通行車両標章交付のための事前届出制

度の周知を行うとともに、自らも事前届出を積極的にするなど、その普及に努める。 

(3) 通行禁止又は制限から除外する車両 

北海道公安委員会は、業務の性質上、住民の日常生活に欠くことのできない車両等、公

益上又は社会生活上通行させることがやむを得ないと認められる車両については、緊急通

行車両の通行に支障を及ぼさない限り、規制対象除外車両として通行を認める。 

ｱ 確認手続 

① 北海道公安委員会（紋別警察署）は、車両の使用者等の申出により当該車両が、

規制対象除外車両であることの確認を行うものとする。 

② 確認場所 

規制対象除外車両の確認は、警察本部、方面本部、警察署及び交通検問所で行

う。 

③ 証明書及び標章の交付 

規制対象除外車両であると確認したものについては、各車両ごとに「規制対象除

外車両通行証明書」、「標章」を交付し、当該車両の前面に標章を掲示させる。 

ｲ 規制対象除外車両等 

① 傷病者の救護又は医師の緊急患者の診断、治療のため現に使用中の車両 

② 報道機関の緊急取材のために使用中の車両 

③ 他の都道府県公安委員会又は知事の標章及び証明書の交付を受け、緊急輸送のた

め現に使用中の車両 

④ 次に掲げる車両のうち規制対象除外車両として、標章の交付を受け、かつ当該目

的のため使用中の車両 

・ 道路維持作業用自動車 

・ 通学通園バス 

・ 郵便物の収集又は配達のため使用する車両 

・ 電報の配達のため使用する車両 

・ 廃棄物の収集に使用する車両 

・ 伝染病患者の収容又は予防のため使用する車両 

・ その他公益上又は社会生活上、特に通行させる必要があると認められる車両 
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４ 緊急輸送道路ネットワーク 

(1) 概  要 

緊急輸送道路は、災害直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必要

な道路であり、耐震性を有し、災害発生時にネットワークとして機能することが重要であ

る。 

このため、北海道開発局、北海道等の道路管理者と北海道警察等の防災関係機関からな

る北海道緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会では、緊急輸送を確保するため必要

な「緊急輸送道路」を定め、北海道緊急輸送道路ネットワーク計画を策定している。 

各道路管理者は、この計画に基づき緊急輸送道路の整備を計画的に推進することとして

いる。北海道緊急輸送道路ネットワーク計画の概要は次のとおりである。 

(2) 緊急輸送道路の区分及び道路延長 

道内における緊急輸送道路ネットワークは、災害発生後の利用特性により、次のとおり

区分しているが、北海道の広域性を反映して、緊急輸送道路総延長は 10,942㎞に上ってい

る。 

ｱ 第１次緊急輸送道路ネットワーク〈道路延長 7,245.3㎞〉 

道庁所在地（札幌市）、地方中心都市及び重要港湾、空港、総合病院、自衛隊、警察、

消防等を連絡する道路 

ｲ 第２次緊急輸送道路ネットワーク〈道路延長 3,831.3㎞〉 

第１次緊急輸送道路と市町村役場、主要な防災拠点（行政機関、公共機関、主要駅、

港湾、ヘリポート、災害医療拠点、備蓄集積拠点、広域避難地等）を連絡する道路 

ｳ 第３次緊急輸送道路ネットワーク〈道路延長 294.7㎞〉 

第１次及び第２次緊急輸送道路とその他の防災拠点を連絡する道路 

 

５ 輸送計画 

災害時において、災害応急対策・復旧対策等の万全を期するため住民の避難、災害応急対策

要員の移送及び救援、救助のための資材器具、物資の輸送（以下「災害時の輸送」という。）

を迅速的確に行うための方法等は、次に定めるところによる。 

(1) 実施責任者 

ｱ 災害時の輸送は、災害応急対策を実施する機関の長が行うものとする。 

ｲ 災害時の輸送の総括は、庶務対策班が行うものとする。 

(2) 災害時輸送の方法 

ｱ 車両による輸送 

災害時の輸送は、一時的には実施機関の所有する車両等を使用し、被災地までの距離、

被害の状況等により、実施機関の所有する台数で不足する場合は、他の機関に応援を要請

し、又は民間の車両の借上を行うなど、災害の時輸送に支障のないようにする。 

ｲ 人力輸送 

災害の状況により、車両による輸送が不可能な事態が生じた時は、労務者による人力輸

送を行うものとする。 
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ｳ 空中輸送 

地上輸送のすべてが不可能な事態が生じた場合、又は緊急輸送の必要性がある場合には、

北海道消防防災ヘリコプター及び自衛隊へリコプターによる輸送を要請するものとする。 

※ヘリポート 

滝上町元町 町民グラウンド 15,000㎡ 

（座標 北緯 44度 11分 45秒 5、東経 143度 04分 11秒 5） 

※資料編６－４：ヘリポート適地一覧及び位置図 

(3) 緊急輸送の範囲 

災害時における緊急輸送の範囲は次のとおりとする。 

ｱ 被災者を避難させるための輸送 

ｲ 医療及び助産で緊急を要する者の輸送 

ｳ 被災者救出のため必要な人員、資機材等の輸送 

ｴ 飲料水の輸送 

ｵ 救助、救援物資及び器材の輸送 

ｶ 死体の捜索及び処理のための輸送 

ｷ その他特に緊急を要する輸送 
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第８節 食料供給計画 

 

災害時に食料を迅速に供給するとともに、あらかじめ供給協定を締結した緊急物資保有業者

等から速やかに物資を調達し供給する。また、町において実施不可能な場合は、北海道、近隣

市町村、その他関係機関の応援を得て実施する。 

緊急物資の配分に当たっては、事前に地域住民に対し、広報を行うとともに、自主防災組織

等の協力を求め、公平の維持に努める。なお、食料の応急供給等に当たっては、要配慮者、孤

立状態、在宅、応急仮設住宅の避難者及び広域避難者に対しても物資等が円滑に提供されるよ

う努めるとともに、被災地の実情や男女のニーズの差違にも十分配慮する。 

 

１ 主要食料供給計画 

(1) 実施責任者 

供給の責任者は、町長（財政対策班）であるが、救助法が適用された場合は、知事の委

任を受けて町長が実施する。また、町において実施不可能な場合は、北海道、近隣市町

村、その他関係機関の応援を得て実施する。なお、主要食料の確保は商工会の協力を得て

対応する。 

(2) 供給の対策 

ｱ 被災者に対し、炊き出しによる給食を行う必要がある場合。 

ｲ 被災により供給機関が通常の供給を行うことができないため、その機関を通じないで

供給を行う必要がある場合。 

ｳ 災害地における救助作業、急迫した災害の防止及び緊急復旧作業に従事する者に対し

て供給を行う必要がある場合。 

(3) 供給の方法及び手続等 

町長は災害が発生した場合又はそのおそれがある場合で、炊き出し等の給食に必要な応

急用米穀等を現地で確保できないときは、その確保についてオホーツク総合振興局長を通

じて知事に要請するものとする。 

(4) 食品衛生 

町は、炊き出しに当たっては常に食品の衛生に心がけ、特に次の点に留意する。 

ｱ 炊き出し施設は、学校等の給食施設又は福祉館、社寺等の既存施設を利用するほか、 

これが得がたい場合は、湿地、排水の悪い場所、塵芥汚物処理場等から遠ざかった場所 

を選定して設ける。 

ｲ 炊き出し場所には、手洗設備及び器具類の消毒ができる設備を設け、感染症等の発生 

予防に十分留意する。 

 

２ 副食調味料供給計画 

(1) 実施責任者 

災害時における炊き出し、給食のための調味料、副食等の調達は町長（避難所設置班）

が実施する。また、町において実施不可能な場合は、北海道、近隣市町村、その他関係機

関の応援を得て実施する。副食調味料の確保については、避難所設置班が、商工会、農協
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の協力を得て行う。 

(2) 供給の方法及び手続等 

副食、調味料の町内における調達が不可能であり、又は必要数量を確保できない場合に

あっては、オホーツク総合振興局長を経由して知事に対してその斡旋を要請する。 

(3) 食品衛生 

町は、炊き出しに当たっては常に食品の衛生に心がけ、特に次の点に留意する。 

ｱ 炊き出し施設は、学校等の給食施設又は福祉館、社寺等の既存施設を利用するほか、 

これが得がたい場合は、湿地、排水の悪い場所、塵芥汚物処理場等から遠ざかった場所 

を選定して設ける。 

ｲ 炊き出し場所には、手洗設備及び器具類の消毒ができる設備を設け、感染症等の発生 

予防に十分留意する。 

 

３ 炊き出し計画 

(1) 実施責任者 

炊き出しの給与は本部長（町長）が行うが、その事務は避難所設置班が行うものとす

る。 

(2) 協力団体 

町内会及びボランティア団体の協力を得るものとする。 

(3) 炊き出しの対象者 

ｱ 避難所に収容された者 

ｲ 住家に被害を受けて炊事のできない者 

ｳ 災害応急対策に従事している者 

(4) 業者からの購入 

町において直接炊き出しをすることが困難な場合で、米飯提供業者で注文することが可

能と認められるときは、炊き出しの基準等を明示して、町内の米飯提供業者より購入して

供給する。 

※資料編６－６：町内米穀小売業者 

 

４ 乳幼児に対する食料品計画 

乳幼児に対する食料品は、最寄の取り扱い店舗より調達する。 
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第９節 給水計画 

 

災害により給水施設が被災し、飲料水の供給が不可能となった場合、住民に最小限の飲料水を

供給するための応急給水は、本計画の定めるところによる。 

 

１ 実施責任者 

応急給水は町長（上下水道対策班）が実施する。上下水道対策班員は、相互連絡を密にし

浄水の確保と給水に万全を期するものとする。なお、救助法が適用され知事の委任を受けた

場合も同様とする。 

 

２ 給水方法 

上下水道対策班はオホーツク総合振興局保健環境部紋別地域保健室の指示に基づき、関係

機関に協力を求め、被災地域への給水を行う。この場合において、応援等が必要な場合は、

北海道等に応援を要請する。なお、自己努力により飲料水を確保する住民に対しては、衛生

上の注意を広報する。 

飲料水の供給に当たっては、要配慮者、孤立状態、在宅、応急仮設住宅の避難者及び広域

避難者に対しても物資等が円滑に提供されるよう努めるとともに、被災地の実情にも十分配

慮する。 

(1) 水道施設に被害のない場合 

給水用資器材により、上水道の水を給水する。 

(2) 水道施設のうち給配水管にのみ被害のあった場合 

被災地域は直ちに断水し、関係町民に被害状況を周知徹底させ、給水用資器材により搬

送給水する。 

(3) 水源地を含む水道施設全部が被災した場合 

ｱ 被災地付近の家庭用井戸水、湧水等をろ水器によりろ水し、消毒薬で滅菌処理して水

質検査の結果、飲料水として適当と認めたときは、その付近の住民に飲料水として給水

する。 

ｲ 被災地において水源を確保することが困難なときは、隣接市町村に依頼して、その水

源地から給水用資器材により搬送給水するほか、他市町村又は北海道、自衛隊へ飲料水

の供給又はこれに要する要員及び給水資機材の応援を要請する。 

     また、北海道知事は、その事態に照らし緊急を要し、被災した町からの要求を待つい 

とまがないと認められるときは、要求を待たず被災した町に対する応急給水について必 

要な措置を講ずる。 

 

３ 給水施設の応急復旧 

被災した水道施設について、在庫資材、発注資材をもって応急処置を実施し、住民に必要

な飲料水の確保、医療施設、消火栓等緊急を要するものから優先的に復旧させるものとす

る。 
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４ 住民への周知 

給水に際しては、給水時間、給水場所を事前に住民に対して周知する。また、個人備蓄を 

推進するために、飲料水をはじめとする生活用水を災害発生後１週間分程度、準備しておく 

よう、住民に広報していく。 

 

５ 給水資器材 

給水資器材については、保管場所より調達する。 

※資料編６－７：給水資器材保管場所  
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第１０節 衣料生活必需品等物資供給計画 

 

災害時における被災者に対する被服その他生活必需品の供給確保に関する事項は、この計画

の定めるところによる。町において処理不可能な場合は、北海道、近隣市町村、その他関係機

関の応援を得て実施する。 

緊急物資の配分に当たっては、事前に地域住民に対し広報を行うとともに、自主防災組織等

の協力を求め、公平の維持に努める。なお、生活必需品等の給与等に当たっては、要配慮者、

孤立状態、在宅、応急仮設住宅の避難者及び広域避難者に対しても物資等が円滑に提供される

よう努めるとともに、被災地の実情や男女のニーズの差違にも十分配慮する。 

 

１ 実施責任者 

(1) 救助法が適用された場合の被災者に対する被服その他生活必需品の供給確保については、

知事の委任において町長が実施する。 

(2) 救助法が適用されない場合における被災者に対する物資の供給は、町長（避難所設置

班）が行うものとし、物資の調達が困難なときは、知事に斡旋又は調達を要請する。 

 

２ 実施の方法 

(1) 次に掲げるものについては、災害状況に応じて給与又は貸与を行うものとする。 

ｱ 災害により住宅が全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水の被害を受けた者。 

ｲ 災害により被服、寝具その他生活必需物資を失い、日常生活を営むことが困難と思わ

れる者。 

 

３ 給与又は貸与物資の種類 

被災者に給与又は貸与する救援物資の品目は、おおむね次のとおりとし、被災状況及び物 

資調達の状況等から決定する。なお、給与又は貸与する物資は、要配慮者等のニーズや男女 

のニーズの違いに配慮しながら行う。 

ｱ 寝具（毛布、布団、タオルケット等） 

ｲ 外衣（洋服、作業衣、子ども服等） 

ｳ 肌着（シャツ、パンツ等） 

ｴ 身の回り品（タオル、手拭き、靴下、傘等） 

ｵ 炊事道具（炊飯器、鍋、包丁、ガス器具等） 

ｶ 食器（茶碗、皿、箸等） 

ｷ 日用品（石けん、ティッシュペーパー、歯ブラシ、歯磨き粉、生理用品等） 

ｸ 光熱材料（マッチ、ロウソク等） 

ｹ その他日常生活に欠くことができないと認められるもの 

 

４ 衣類、生活必需品の調達 

災害の規模に応じて町内の各衣料品及び日用品取扱店を調達先とする。なお、調達困難な

場合は、近隣市町村又は知事に要請して、調達するものとする。 
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５ 給与又は貸与の方法 

(1) 取扱責任者 

救援物資の給与又は貸与は、各町内会長の協力を得て迅速かつ的確に行うものとする。 

(2) 給与又は貸与台帳 

救援物資の給与又は貸与にあたり、次の簿冊を備えその経過を明らかにして処理するも

のとする。 

ｱ 世帯構成員別被害状況  （様式１） 

ｲ 物資購入（配分）計画書 （様式２） 

ｳ 物資受払簿       （様式３） 

ｴ 物資給与及び受領簿   （様式４） 

※資料編７－１８：生活必需物資給付（貸与）簿 
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第１１節 医療救護計画 

 

災害のため、その地域の医療機関の機能が失われ、又は著しく不足し、若しくは医療機関が混

乱した場合における医療救護の実施は、本計画の定めるところによる。 

 

１ 実施責任者 

(1) 救助法が適用された場合における医療・助産は、知事の委任を受けた町長（避難所設置

班）が実施するほか、知事の委託を受けた日本赤十字社北海道支部が実施する。 

(2) 救助法が適用されない場合における医療・助産は、町長（避難所設置班）が実施する。 

(3) 上記（1）及び（2）については、社団法人紋別医師会と緊密な連絡協議のもとに実施す

るものとする。 

 

２ 医療及び助産の対象者並びにその把握 

(1) 対象者 

医療及び助産の対象者は、医療を必要とする状態にあるにもかかわらず、災害のため医

療の途を失った者及び災害の発生日前後７日以内の分娩者で、災害のため助産の途を失っ

た者。 

(2) 対象の把握 

対象者の把握は、所管のいずれかを問わずできる限り正確かつ迅速に把握し、町長に連

絡するものとする。連絡を受けた町長は、直ちに救護に関し、医師・助産師等の派遣要請、

救護所の開設、患者の救急輸送、通信連絡の確保、医療資器材の確保、手配等必要な措置

を講ずるよう関係班に指示する。 

 

３ 応急救護所の設置 

応急救護所は、次に掲げる施設とするが、全町的な大災害の場合は、他の公共施設等を使用

するものとする。 

※応急救護所として指定する施設 

施 設 名 所 在 地 電 話 収容人員 備 考 

基 幹 集 落 セ ン タ ー 濁川中央 29-2467 18  

文 化 セ ン タ ー 栄  町 29-3735 25  

滝 上 小 学 校 滝 美 町 29-2029 70  

滝 西 公 民 館 滝  西 29-2696 70  

 

  



166 

 

４ 紋別医師会に対する出動要請 

(1) 町長は、災害の規模等により応急医療の必要があるときは、紋別医師会長に対し出動要

請を行う。 

(2) 要請する場合は、次の項目を通知する。 

ｱ 災害発生の日時、場所、原因及び状況 

ｲ 出動の時期及び場所 

ｳ 出動を要する人員及び資器材 

ｴ その他必要な事項 

 

５ 医療班の編成 

紋別医師会長は、町長の要請に基づき医療班を編成し応急医療にあたるものとする。 

 

６ 医療品等の確保 

医療・助産に必要な医薬品及び衛生資器材が、災害の状況等により町内において確保でき

ない場合は、隣接市町村及び知事に調達を要請する。 

 

７ 患者の搬送 

傷病患者の搬送は、現地での応急措置ののち、最寄りの病院に搬送するものとする。 

 

８ 関係機関の応援 

町長は、災害規模に応じ知事に対し、次の関係機関に応援要請を行う。 

(1) 医療班の支援（広域紋別病院、遠軽厚生病院、旭川赤十字病院、災害派遣医療チーム

（ＤＭＡＴ） 

(2) 搬送体制の確保 

道路の損壊などにより移動が困難な場合又は緊急を要する場合は、ドクターヘリ、道所

有ヘリコプター等により行う。 

なお、状況に応じて自衛隊へのヘリコプター等の派遣を要請する。 

 

９ 医療機関等の状況 

(1) 町内医療機関 

医療機関名 所 在 地 電  話 主な診療科目 

滝上町国民健康保険診療所 幸 町 29-2220 内科・外科 

滝 上 町 歯 科 診 療 所 幸 町 29-2047 歯   科 

 

(2) 町内薬品及び衛生器材取扱店 

店   名 所 在 地 電  話 備  考 

た き の う え 調 剤 薬 局 幸 町 29-2047 調剤薬局 
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第１２節 防疫計画 

 

災害時における被災地の防疫は、本計画の定めるところによる。 

 

１ 実施責任者 

(1) 被災地の防疫は、町長（環境整備班）が知事の指導指示に基づき実施するものとする。 

(2) 災害による被害が甚大で、町のみで防疫の実施が不可能又は困難なときは、知事に応援

を求め実施するものとする。 

 

２ 防疫の実施組織 

災害防疫実施のための各種作業実施組織として、町長は、次の班を組織するものとする。 

(1) 防疫班の編成 

町長は、被災地における防疫活動を的確に実施するため、次のとおり防疫班を編成する

ものとする。担当部は、災害統括部（環境整備班）、避難救護保健対策部（保健班）とす

る。 

(注）① 環境整備班の活動範囲は、当該箇所の外部消毒を主とし、家屋内部の消毒その他は

被災家族で実施するものとする。 

② 保健班は、感染症予防に伴う臨時予防接種及び感染症発生に伴う対応とする。 

 

３ 防疫の種別と方法 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症法」という。）

に基づき、被災地の防疫についてはオホーツク総合振興局保健環境部紋別地域保健室（以下

「紋別保健所」という。）の指導を得て、次の要領により速やかに実施するものとする。 

(1) 清潔方法 

   家屋周辺の清潔方法は、各個人において実施するものとするが、北海道知事が必要と認 

め、指示があったときは、町長は、町内における道路溝渠、公園等の公共の場所を中心に 

実施する。 

ｱ ごみ 

  収集したごみ、汚染その他の汚物は焼却、埋立等衛生的に処分させる。この場合の取 

扱いは廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）に規定すると 

ころによる。 

ｲ し尿 

  し尿は、できる限り、し尿処理施設又は下水道終末処理施設を利用させるなどの方法 

により不衛生にならないよう処分する。 

(2) 環境整備班の消毒活動 

ｱ 浸水家屋、下水、その他不衛生な場所の消毒を被災後直ちに実施する。 

ｲ 避難所、その他不衛生場所の消毒を少なくとも１日１回以上実施する。 

ｳ 井戸の消毒を実施する。 

なお、水害等で汚水が直接入った場合、又は病毒に汚染されたおそれが強いときは、
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消毒の上、井戸替えを施さないと使用させないものとする。 

ｴ 状況によっては、ねずみ、昆虫等の駆除について地域及び期間を定めて実施する。 

(3) 各世帯における家屋等の消毒 

ｱ 床上浸水地域に対しては、被災直後に各戸にクレゾール、クロール石灰等の消毒剤を

配布して床、壁の洗浄、便所の消毒、手洗い設備の設置、その他不衛生な場所の消毒、

汚染度の強い野菜の投棄等、衛生上の指導を行う。 

ｲ 家屋内の汚染箇所の洗浄、手洗水、便所の消毒は、クレゾール石けん液などで行う。 

(4) 患者等に対する措置 

町長は、感染症患者が発生したときは、感染症法に基づき速やかに紋別保健所及び広域

紋別病院と連携して対応するものとする。 

(5) 臨時予防接種 

被災地の感染症発生を予防するため必要があるときは、知事（紋別保健所）の指示を受

け予防接種を実施するものとする。 

(6) 生活用水の供給 

町長は、感染症法第 31 条第２項の規定による北海道知事の指示があったときは、その

期間中継続して容器により搬送、ろ水機により、ろ過給水等実情に応じ、特に配水器具等

は衛生的に処理して実施するものとする。なお、供給量は１日１人当たり約 20 リットル

を目安とする。 

(7) 避難所等の防疫指導 

町長は、避難所等の応急施設については、知事（紋別保健所）の指導のもと、次により 

防疫指導等を実施するものとする。 

ｱ 検病調査等 

避難者に対しては少なくとも１日１回検病調査を実施するものとし、調査の結果必要

が生じたときは、検便等による健康診断（感染症法第17条の規定による）を受けるよう

指導する。 

ｲ 消毒の実施 

避難者に衣服等の日光消毒を行うよう指導するとともに、必要があるときは、クレゾ

ール等による消毒、ノミ等の発生防止のための薬剤散布を行い、便所、炊事場、洗濯場

等を消毒するほか、クレゾール石けん液、逆性石けん液を適当な場所に配置し、手洗い

の励行等について十分指導徹底させるものとする。 

ｳ 集団給食の衛生管理 

給食従事者は、原則として健康診断を終了した者をもってあて、できるだけ専従させ

るものとする。また、配膳等の衛生保持及び残廃物、生ごみ等の衛生的処理について

も、十分徹底させるものとする。 

ｴ 飲料水の管理 

飲料水については、水質検査を実施するとともに、使用の都度消毒させるものとする。 
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第１３節 廃棄物等処理計画 

 

災害時における被災地のごみ収集、し尿のくみ取り、災害に伴い生じた廃棄物の処理処分及び

死亡獣畜の処理等については、本計画の定めるところによる。ただし、住居又はその周辺に運ば

れた土石、竹木等の除去については、本章第 15節「障害物除去計画」によるものとする。 

 

１ 実施責任者 

(1) ごみ及びし尿処理 

ｱ 被災地におけるごみ収集、し尿のくみ取り、災害に伴い生じた廃棄物の処理処分は地

域住民、西紋別地区環境衛生施設組合、し尿及びし尿浄化槽汚泥委託業者等の協力を得

て、町長（環境整備班）が実施するものとする。 

ｲ 町長は、災害により被害甚大で町のみで処理することが困難な場合は、隣接市町村又

は知事に応援を求め実施するものとする。 

(2) 死亡獣畜の処理（牛、馬、豚、めん羊、やぎ等の死んだもの） 

ｱ 死亡獣畜の処理は、所有者が行うものとする。ただし所有者が判明しないとき、又は

所有者において処理することが困難なときは、町（環境整備班）が関係機関と協議し処

理する。 

ｲ 放浪犬の処理は、紋別保健所の指示により町（環境整備班）が実施する。 

 

２ 廃棄物等の処理方法 

(1) 廃棄物の収集、運搬及び処分の基準 

町長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第６条の２第２項

及び第３項、第１２条第１項並びに第１２条の２第１項に規定する基準に従い所要の措置

を講ずるものとする。なお、町長は、基本法に基づき環境大臣が「廃棄物処理特例地域」

に指定した場合には、基本法第86条の５の規定に従い必要な措置を講ずるものとする。 

また、町長は、損壊家屋の解体を実施する場合には、解体業者、産業廃棄物処理業者、

建設業者等と連携した解体体制を整備するとともに、必要に応じて速やかに他の市町村及

び北海道への協力要請を行う。 

(2) ごみ処理班 

ｱ ごみの収集、し尿のくみ取り、災害に伴い生じた廃棄物の処理処分及び死亡獣畜の処

理等の作業を効果的に実施するため、ごみ処理班を編成するものとする。 

ｲ ごみ処理班は災害統括部（環境整備班）が行い、各町内会衛生部員に協力を求めるも

のとする。なお、死亡獣畜処理に関しては現地対策部（農林業対策班）が行うものとす

る。 

(3) ごみ収集処理の方法 

ｱ 収  集 

① 被災地の住民に協力を要請して生ごみ類及び感染症の源となるものを優先的に収

集し、一般のごみはその後に収集するものとする。 

② 災害の状況により現有車両による処理が困難な場合は、一般車両の出動を要請し
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実施するものとする。 

ｲ 処  理 

① 西紋別地区広域ごみ処理センターを利用して完全処理に努めるが、災害の状況に

よっては滝上町クリーンセンターに一時保管し、後日処理することとする。また、

リサイクル等の資源再利用にも配慮を行う。 

② ごみ処理施設の名称及び位置 

名   称 所 在 地 

西紋別地区広域ごみ処理センター 紋別市新生224番地1 

滝上町クリーンセンター 滝上町一区 

ｳ 災害廃棄物の仮置き 

① 被災家庭から排出される畳、障子、家具類、家電製品、寝具、衣類、本類、植木

類、倒壊家屋や商店等から排出される食料品、紙類、ガラス、陶器類、電気製品等

の粗大ごみ及び不燃性廃棄物等は、災害の程度にもよるが大量に発生することが考

えられる。そのため、必要に応じて、環境保全に支障のない仮置場を指定し、住民

が自己搬入するよう指導するなど、暫定的に積置きするなどの方策を講じる。 

② 仮置場は、公共用地を優先して指定し、土砂の搬入がないよう監視する。また、

衛生害虫等が発生しないよう、町は、仮置場の管理を徹底する。 

 

(4) し尿の収集処理の方法 

ｱ 収  集 

被災地のし尿収集はし尿及びし尿浄化槽汚泥許可業者により、バキューム車を借上

げ、業者作業員の協力を得て実施するものとする。また、便所の崩壊、溢水等によりし

尿が他に散乱しないように被害程度の大きな所から収集し、短時間に処理するものとす

る。 

ｲ 処  理 

① 紋別市のし尿処理場を利用して完全処理に努めるが、災害の状況により必要に応

じて簡易処理場を設置するものとする。 

② し尿処理施設の名称及び位置 

名   称 所 在 地 

紋別アクアセンター 紋別市南が丘町１丁目１２－１ 

 

３ 野外仮設共同便所の設置 

便所が倒壊、溢水等の被害を受けた場合、又は水洗トイレを使用している団地等におい

て、災害により使用不可能となった場合に対処するため、必要に応じ、避難所、野外に仮設

共同便所を設置するものとする。実施にあたっては、立地条件等を考慮し漏洩等により地下

水の汚染が無いようにするとともに、恒久対策の障害にならないように必要箇所に最小限度

の仮設便所を設ける。 
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４ 使用不能建物内のし尿及び汚水処理 

被災地における防疫面から、被災した使用不能の建物内便槽に貯留されているし尿及び汚

水等についても、早急に処理が行われるよう人員及び機材の確保を図る。 

 

５ 死亡獣畜の処理方法 

死亡獣畜の処理は、死亡獣畜取扱場において処理するものとし、取扱場が災害等により処

理又は運搬が困難な場合は、網走家畜保健衛生所と協議し処理する。 

(1) 環境衛生上他に影響を及ぼさないよう配慮して、埋却及び焼却の方法で処理。 

(2) 移動できないものについては、紋別保健所長の指導を受け臨機の措置を講ずるものとす

る。 

(3) （1）及び（2）において埋却する場合にあっては、１ｍ以上覆土するものとする。 

※近隣の死亡獣畜取扱場  鈴木畜産  湧別町計呂地 

  藤富産業  湧別町東 

 

６ 被災家畜舎等の防疫 

被災した家畜舎等の防疫活動は、環境整備班が農業対策班の協力を得て、網走家畜保健衛生

所等関係機関と協議し、必要に応じて実施する。 
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第１４節 行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画 

 

災害により行方不明になった者の捜索及び遺体の収容処理埋葬の実施については、本計画の

定めるところによる。 

 

１ 実施責任者 

救助法が適用された場合は、知事の委任を受けて町長（救護対策班）が実施するが、遺体の

処理のうち、洗浄等の処置及び検案については、知事の委託を受けた日本赤十字社北海道支部

が行うものとする。また、救助法が適用されない場合でも町長は警察官、自衛隊、あるいは民

間協力団体等の協力を得て実施する。 

 

２ 行方不明者の捜索 

(1) 捜索の対象 

捜索の対象は、災害により現に行方不明の状態にあり、かつ周囲の状況により既に死亡

していると推定される者とする。 

(2) 実施の方法 

行方不明者の捜索は、町長が警察官、消防機関及び地域住民の応援を得て捜索班を編成

し、被災の状況によって自衛隊、民間協力団体等の協力を得て実施するものとする。 

(3) 捜索の要請 

町内において被災した行方不明者が流失等により他市町村に漂着していると考えられる

場合は、関係市町村に対し、次の事項を明示して捜索を要請する。 

ｱ 行方不明者が漂着又は埋没していると思われる場所。 

ｲ 行方不明者数及び氏名、年令、性別、容ぼう、特徴及び着衣等。 

 

３ 遺体を発見した場合の処理 

作業中又は捜索中において遺体を発見した時は、直ちに警察官に届出るものとし、遺体処

理は検死後に行うものとする。 

 

４ 遺体の収容処理方法 

(1) 遺体の処理は身元が判明している場合は、原則として遺族、親族に連絡のうえ引渡すも

のとする。 

(2) 災害による社会混乱のため遺族等が遺体の処理を行うことができないもの又は、遺族等

のいない遺体については、町長が行うものとする。 

(3) 遺体の収容処理 

ｱ 遺体識別のため遺体の洗浄、縫合、消毒をし、また遺体の撮影により身元確認の措置

をとるものとする。 

ｲ 遺体の一時保存 

遺体の身元識別のため相当の時間を必要とし、又は死亡者が多数のため短時間に埋葬

ができない場合は、遺体を特定の場所（町内寺院、公共建物、病院又は公園等遺体収容
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に適当な場所）に安置し、埋葬の処理をするまで一時保存する。 

ｳ 検  案 

遺体について、死因その他医学的検査を行う。 

ｴ 死体見分 

死体見分について、警察官が行う。 

 

５ 遺体の埋葬 

災害時の混乱の際に死亡した者及び災害のため埋葬を行うことが困難な場合又は遺族のい

ない遺体で町長が必要と認めた場合は、応急的に遺体を埋葬するものとする。埋葬に当り次

の事項に留意する。 

(1) 事故死の遺体については、警察機関から引継ぎを受けた後埋葬する。 

(2) 町長は、遺体を土葬又は火葬に付し、又は棺、骨つぼ等を遺族に支給する等現物給付を

もって行うものとする。 

(3) 身元不明の遺体については、警察その他関係機関に連絡して、その調査に当たるととも

に埋葬に当たっては土葬又は火葬にするものとする。（火葬に付す場合は無縁仏の碑に合

奏する） 

(4) 被災地以外に漂着した遺体のうち、身元が判明しないものの埋葬は、行旅死亡人扱いと

する。 

(5) 埋葬の実施が町において実施できないときは、関係機関や協定による協力を得て行う。 

 

６ 火葬場及び墓地の状況 

(1) 火葬場 

名 称 所在地 処理能力（体/日） 

滝上火葬場 幸 町 ４ 

 

(2) 霊園、墓地 

名   称 所 在 地 

たきのうえ霊園 幸 町 

 

７ 行方不明者の捜索、遺体の収容及び埋葬のための、費用及び期間 

救助法が適用された場合に準じて行うものとする。 

 

８ 広域火葬の調整等 

町は、大規模災害等により、平常時に使用している火葬場の能力だけでは当該遺体の火葬

を行うことが不可能になった場合、又は火葬場が被災して稼働できなくなった場合は、北海

道に広域火葬の応援を要請する。 

北海道は、町の応援要請及び把握した被災状況等に基づき広域火葬の実施が必要と判断し

た場合は、周辺市町村に協力を依頼するなど、広域火葬に係る調整を行う。 
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９ 他市町村から漂着した遺体の処理 

(1) 遺体の身元が判明している場合は、死亡した者の遺族等又は町長に連絡のうえ、引渡

す。ただし、被災地域が災害発生直後において、災害による混乱のため遺族等が直ちに引

き取ることができない場合は、町において処理する。 

(2) 身元不明の遺体で、かつ、被災地から漂着した遺体であることが推定できない場合は、

行旅病人及び行旅死亡人取扱法の規定により処理する。 

 

10 平時時の規制の適用除外措置 

町及び墓地・納骨堂・火葬場の管理者は、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、公衆衛 

生上の危害の発生を防止するため緊急の特に必要があると認められるものとして当該災害が 

政令で指定されたときは、埋葬及び火葬に関する各種証明・許可証が同一の市町村で発行され 

ない場合等に対応し、厚生労働大臣が、その定める期間に限り、墓地、埋葬等に関する法律（昭 

和 23 年法律第 48 号）第５条及び第 14 条に規定する手続の特例を定めることができるこ 

とに留意する。 
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第１５節 障害物除去計画 

 

水害、がけ崩れ等の災害によって、道路、住居等又はその周辺に運ばれた土砂、樹木等で住民

の生活に著しい障害を及ぼしているものを除去して、被災者の日常の生活に支障のないよう処

置する場合は、本計画に定めるところによる。 

 

１ 実施責任者 

(1) 障害物の除去は町長（土木対策班）が行う。ただし、住居又はその周辺については、救

助法が適用された場合は、知事の委任により町長が行うものとする。 

(2) 道路、河川その他公共施設に障害を及ぼすおそれのある場合は、道路法、河川法その他

関係法令に定めるそれぞれの施設の管理者がこれを行うものとし、災害の規模及び障害の

内容等により、各管理者は相互に協力し交通の確保を図るものとする。 

 

２ 障害物除去の対象 

災害時における障害物の除去は、住民の生活に著しい支障及び危険を与え、又は与えると予

想される場合並びにその他公共的立場から必要と認めたときに行うものとするが、その概要

は、次に掲げる場合に行うものとする。 

(1) 住民の生命、財産等を保護するため、速やかに障害物の排除を必要とするとき。 

(2) 障害物の除去が、交通の安全と輸送の確保に必要なとき。 

(3) 河川における障害物の除去は、河川の流れを良くし、溢水を防止し、又は護岸等の決壊

を防止するため必要なとき。 

(4) その他公共的立場から除去を必要とするとき。 

 

３ 障害物の除去の方法 

(1) 実施責任者は、自らの応急対策器具を使用し、又は状況に応じ自衛隊及び建設業者等の

協力、応援を得て、速やかに障害物を除去するものとする。 

(2) 障害物の除去の方法は、原形回復でなく応急的な除去に限るものとする。 

 

４ 障害物の集積及び保管等 

障害物は、住民の日常生活に支障にない次のような場所に一時的に集積する。 

(1) 廃棄するものは、町有地その他廃棄に適当な場所 

(2) 保管するものは、その保管する工作物に対応する適当な場所 

 

５ 放置車両の除去 

放置車両の除去については、本章第７節「交通・輸送対策計画」の定めるところによる。 
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第１６節 家庭動物等対策計画 

 

災害時における被災地の家庭動物等の取扱いについては、本計画の定めるところによる。 

 

１ 実施責任者 

町長は、被災地における逸走犬等の管理を行うものとし、環境整備班が実施する。 

町のみで処理することが困難な場合は、近隣市町村及び北海道に応援を求め、実施する。 

なお、町長から逸走犬等の保護・収容に関する応援要請をした場合、北海道は、速やかに 

必要な人員の派遣、資機材の斡旋等所要の措置を講ずる。 

 

２ 家庭動物等の取扱い 

(1) 動物の飼い主は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号）及び北海

道動物の愛護及び管理に関する条例（平成13年条例第3号、以下「条例」という。）に基

づき、災害発生時においても、動物の健康及び安全を保持し適正に取り扱うものとする。 

(2) 災害発生時において、町は、関係団体の協力を得て、逸走犬等の保護・収容するなど適

切な処置を講ずるとともに、住民等に対し、逸走犬等の収容について周知を図るものとす

る。 

 

３ 同行避難 

家庭動物との同行避難について、あらかじめ町等は避難所における家庭動物の種に応じた 

同行避難の可否について調整しておくとともに、災害時には家庭動物同行避難所の開設状況 

を広報する。 

また、災害時には、条例第６条第１項第４号の規定に基づき、動物の飼い主は自らの責任に 

より、同行避難（飼養している動物を伴い、安全な場所まで避難すること。）を行う。 
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第１７節 文教対策計画 

 

教育施設の被災又は児童・生徒の被災により、通常の教育に支障をきたした場合の応急対策

は、本計画の定めるところによる。 

 

１ 実施責任者 

(1) 町・教育委員会 

町内小中学校における応急教育及び町内文教施設の応急復旧対策は、教育委員会（文

教対策班）が行う。 

ただし、救助法が適用された場合は、児童・生徒に対する教科書、文房具等の給与な

ど知事の委任を受けて町長（教育委員会）が実施する。 

(2) 学校管理者 

学校毎の災害発生に伴う適切な措置については、学校長が具体的な応急計画を立てて行 

うものとする。 

ｱ 防災上必要な体制の整備 

災害発生時に迅速かつ適切な対応を図るために、各学校では平素から災害に備え職員

等の任務の分担、相互の連携、時間外における職員の参集等についての体制を整備す

る。 

ｲ 児童・生徒等の安全の確保 

① 在校（園）中の安全の確保 

在校（園）中の児童・生徒等の安全を確保するため、児童・生徒等に対して防災

上必要な安全教育を行うとともに、災害発生時に迅速かつ適切な行動をとることが

できるよう防災訓練等の実施に努める。 

② 登下校時の安全確保 

登下校時の児童・生徒等の安全を確保するため、情報の収集や伝達の方法、児

童・生徒等の誘導方法、保護者との連携方法、緊急通学路の設定及びその他登下校

時の危険を回避するための方法等について計画を立てるとともに、あらかじめ教職

員、児童・生徒等、保護者及び関係機関に周知徹底を図る。 

ｳ 施設の整備 

文教施設、設備等を災害から防護するため、日常点検や定期点検を行い、危険箇所あ

るいは要補修箇所の早期発見に努めるとともに、これらの改善を図る。 

 

２ 応急教育対策 

(1) 休校措置 

災害が発生し、又は発生が予想される気象条件となったときは、学校長は教育委員会と

協議し、必要に応じて休校措置をとるものとする。 

ｱ 休校措置を登校後に決定したときは、帰宅させる場合など、十分注意事項を徹底させ

るものとし、低学年にあっては、教師が地域別に付き添うなど児童・生徒の安全、保護

に留意するものとする。 
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ｲ 休校措置を登校前に決定したときは、直ちにその旨を各学校があらかじめ定める伝達

方法（電話、報道機関）により周知するものとする。 

(2) 学校施設の確保 

被害の程度により応急修理できる場合は、速やかに修理を行うものとし、授業実施のた

めの校舎等施設の確保は、災害の規模、被災者の程度により次の方法によるものとする。 

ｱ 校舎の一部が使用できない場合 

特別教室、屋内体育施設等を利用し、なお不足の場合は２部授業等の方法をとるもの

とする。 

ｲ 校舎の全部又は大部分が使用不能の場合 

最寄りの学校又は公共施設を利用するものとする。なお、利用する施設がないとき

は、応急仮校舎を建設する等の対策を講じ、又はオホーツク教育局を通じ北海道教育委

員会に対し、施設の斡旋を要請する。 

(3) 教職員の確保 

教育委員会は、教職員の被災状況を把握するとともに、オホーツク教育局と緊密な連絡

をとり、教職員の確保に努めるものとする。 

 

３ 教育の要領 

(1) 災害状況に応じた特別教育計画を立て、できるだけ授業の確保に努める。特に授業の実

施が不可能な場合にあっても家庭学習の方法等について指導し、学力の低下を防ぐように

努める。 

(2) 特別教育計画による授業の実施に当たっては、次の点に留意する。 

ｱ 教科書、学用品等の損失状況を考慮し、学習の内容、方法が児童・生徒の過度の負担

にならないよう配慮する。 

ｲ 教育活動の場所が寺院、公民館等学校以外の施設を利用する場合は、授業の効率化、

児童・生徒の安全確保に留意する。 

ｳ 通学路その他の被害状況に応じ、通学の安全について遺漏のないよう指導する。（集

団登下校の際は、地域住民、関係機関、団体、父母の協力を得るようにする。） 

ｴ 学校に避難所が開設された場合には、特に児童・生徒の指導・管理に注意するととも

に、避難収容が授業の支障とならないよう留意する。 

ｵ 教育活動の実施に当たっては、被災による精神的な打撃によって児童・生徒に生じや

すい心理的な障害に十分配慮する。 

(3) 災害復旧については、教育活動に支障のない限り可能な協力をするものとする。 

 

４ 教科書・学用品の調達及び支給 

(1) 支給対象者 

住宅が全焼、全壊、流失、半焼、半壊又は床上浸水等の被害を受けた世帯の児童・生徒

で、教科書・学用品を減失又はき損した者に対して支給する。 
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(2) 支給品名 

ｱ 教科書及び教材 

ｲ 文房具 

ｳ 通学用品 

(3) 調達方法 

ｱ 教科書の調達 

被災学校別、学年別、使用教科書別にその所要数量を速やかに調査し、北海道教育委

員会に報告するとともに、教科書供給書店に連絡して供給を受けるものとする。また、

町内の他の学校及び他の市町村に対し、使用済み教科書の供与の依頼をするものとする。 

ｲ 学用品の調達 

北海道教育委員会の指示により調達する。 

(4) 支給方法 

教育委員会は、学校長と緊密な連絡を保ち、支給の対象となる児童・生徒を調査把握

し、各学校長を通じて対象者に支給する。 

(5) 救助法が適用されない場合 

被災の状況により、救助法が適用された場合に準じて行う。 

 

５ 授業料等の減免、就学生との活用援助 

   高等学校の生徒が被害を受けた場合は、北海道教育委員会（私立高等学校にあっては北 

海道及び学校設置者）は必要に応じ、次の措置を講ずるものとする。 

(1) 保護者又は本人の申請に基づく授業料等の減免 

(2) 公益財団法人北海道高等学校奨学会で実施する奨学金等の活用周知 

 

６ 被災教職員・児童・生徒の健康管理 

災害の状況により、被災学校の教職員・児童・生徒について予防接種、健康診断等を紋別

保健所に依頼して実施するものとする。 

 

７ 学校給食等の措置 

(1) 給食施設設備が被災したときは、できる限り給食の継続が図られるよう応急措置を講じ

るものとする。 

(2) 給食用物資が被災したときは、米穀、小麦粉、脱脂粉乳及び牛乳について、関係機関と

連絡の上、緊急配送を行うものとし、その他の物資については応急調達に努めるものとす

る。 

(3) 衛生管理には特に留意し、食中毒などの事故防止に努めるものとする。 

 

８ 施設の衛生管理等 

学校及びその他の文教施設が被災者避難所として使用される場合は、次の事項に留意をし

て保健管理をするものとする。 
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(1) 水飲み場、便所等の衛生管理が必要なところは常に清潔にして消毒に万全を期するこ

と。 

(2) 施設の一部に被災者を収容して授業を継続する場合は、必要に応じ衛生及び環境を考慮

して収容場所との間をできるだけ隔絶すること。 

(3) 受入施設として使用が終わったときは、校舎全体の清掃及び消毒を行うとともに、便槽

の汲取りを実施すること。 

 

９ 学校教育及び社会教育施設の応急復旧措置 

(1) 施設の管理者は速やかに被害の状況を把握し、施設の機能回復のための応急復旧措置を

講ずる必要がある。 

(2) 学校教育施設については、道との協議の上、速やかに復旧工事を行う。 

(3) 社会教育施設については、被害状況調査を実施し、道との協議の上復旧計画を策定し、

当該復旧計画に基づいて速やかに復旧工事を行う。 

 

10 文化財の保全対策 

文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）及び北海道文化財保護条例（昭和 30 年条例第 

83 号）等による文化財（有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統

的建造物群）の所有者並びに管理者は常に当該指定物件の保全、保護に当たり、災害が発生し

たときは、町教育委員会に被害状況を連絡するとともに、その復旧に努める。 
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第１８節 住宅対策計画 

 

地震・風水害等の災害により住宅を失い、又は破損のため居住ができなくなった世帯に対す

る応急仮設住宅の建設、住宅の応急修理については、本計画の定めるところによる。 

 

１ 実施責任者 

(1) 北海道 

救助法を適用し、応急仮設住宅の設置（賃貸住宅の居室の借上げを含む。）が必要な場

合は、その建設は原則として知事が行う。 

(2) 滝上町 

町長は、災害のため住宅に被害を受け、自己の資力により住宅の応急修理をすることの

できない被災者に対しては、大工あるいは技術者を動員して応急修理を実施するものと

し、必要により賃貸住宅の斡旋に努めるものとする。また、救助法が適用された場合は、

知事からの委任を受けて避難所の設置及び応急仮設住宅の建設を行うものとする。 

 

２ 被災者の住宅対策 

町は、災害のため住家に被害が生じた場合、応急仮設住宅の建設及び住宅被災に対する応

急処理に必要な被害状況を調査する。 

 

３ 実施の方法 

(1) 避難所 

町長は、災害により住家が被害を受け居住の場所を失った者を収容保護するため、公共

施設等を利用し、避難所を開設するものとする。 

(2) 公営住宅等のあっせん 

町は、災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住宅、民間賃貸住宅及び空

家等の把握に努め、災害時にあっせんできるよう、あらかじめ体制を整備するものとす

る。 

(3) 応急仮設住宅（賃貸住宅の居室の借上げを含む） 

救助法が適用された場合の応急仮設住宅の建設等に関する基本的事項は、次のとおりで

ある。 

ｱ 次の入居対象者の条件に該当していなければならない。 

① 住宅が全壊、全焼又は流出した者であること。 

② 居住する住宅がない者であること。 

③ 自らの資金で住宅を確保できない者で、次に該当する者であること。 

(ｱ) 生活保護法の被保護者及び要保護者 

(ｲ) 特定の資産のない失業者、寡婦、母子世帯、高齢者、病弱者、身体障がい者、

勤労者、小企業者等 

ｲ 入居者の選定 

応急仮設住宅の入居者の選定については、滝上町が行う。 
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ｳ 建設型応急住宅の建設 

原則として建設型応急住宅の設置は、知事が行う。 

ｴ 建設型応急住宅の建設用地 

町は、災害時に建設型応急住宅の設置が速やかに行われるよう、建設可能用地や建設 

可能戸数について、あらかじめ把握する。 

ｵ 建設戸数（借上げを含む。） 

町長は、北海道に要請し、設置戸数を決定する。 

ｶ 規模、構造、存続期間及び費用 

① 応急仮設住宅の標準規模は、１戸当り29.7㎡を基準とする。構造は、原則として

軽量鉄骨組み立て方式又は木造による２～６戸の連続建て若しくは共同建てとし、

その仕様は、「応急仮設住宅仕様基準」のとおりとする。 

ただし被害の程度その他必要と認めた場合は、一戸建て又は木造住宅により実施

する。 

② 応急仮設住宅の存続期間は、その建築工事（又は借上げに係る契約を締結）を完

了した後、3箇月以内であるが、特定行政庁の許可を受けて、2年以内とすることが

できる。 

但し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特定措置に関する

法律に基づき、政令で指定されたものに係る応急仮設住宅については、更に期間を

延長することができる。 

③ 費用は救助法及び関係法令の定めるところによる。 

ｷ 維持管理 

知事が設置した場合、その維持管理は、町長に委任する。 

ｸ 運営管理 

応急仮設住宅の運営管理に当たっては、安心・安全の確保、孤独死や引きこもりなど

を防止するための心のケア、入居者によるコミュニティの形成及び運営に努めるととも

に、女性の参画を推進し、女性を始めとする生活者の意見を反映できるよう配慮する。 

また、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れに配慮する。 

(4) 平常時の規制の適用除外措置 

町は、著しく異常かつ激甚な非常災害により避難所又は応急仮設住宅が著しく不足し、

被災者に対して住居を迅速に提供することが特に必要と認められるものとして当該災害が

政令で指定されたときは、避難所又は応急仮設住宅に関し、スプリンクラー等の消防用設

備等の設置義務に関する消防法第 17 条の規定の適用の除外措置があることに留意する。 

(5) 住宅の応急修理 

ｱ 応急修理を受ける者 

① 住宅が半壊又は半焼し、当面日常生活を営むことができない者であること。 

② 自らの資力で応急修理ができない者であること。 

ｲ 応急修理実施の方法 

応急修理は、応急仮設住宅の建設に準じて行う。 

ｳ 修理の範囲と費用 
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① 応急修理は、居室、炊事場及び便所等日常生活に欠くことのできない部分で必要

最小限とする。 

② 費用は、救助法及び関係法令の定めるところによる。 

(6) 災害公営住宅の整備 

ｱ 災害公営住宅は、大規模な災害が発生し、住宅の被害が次の各号のいずれかに該当し 

た場合に、滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため、国から補助を受け 

て整備し、入居させる。 

① 地震、暴風雨、洪水、高潮その他の異常な天然現象による災害の場合 

  ・被災地全域の滅失戸数が 500 戸以上のとき。 

      ・１市町村の区域内の滅失戸数が 200 戸以上のとき。 

  ・滅失戸数がその市町村の区域内の住宅戸数の１割以上のとき。 

② 火災による場合 

  ・被災地域の滅失戸数が 200 戸以上のとき。 

  ・滅失戸数がその市町村の区域内の住宅戸数の１割以上のとき。 

ｲ 整備及び管理者 

災害公営住宅は、町が整備し、管理するものとする。ただし、北海道知事が北海道に 

おいて整備する必要を認めたときは、北海道が整備し、整備後は公営住宅法（昭和 26  

年法律第 193 号）第 46 条の規定による事業主体の変更を行って町に譲渡し、管理は 

町が行う。 

ｳ 整備管理等の基準 

災害公営住宅の整備及びその管理は、概ね次の基準によるものとする。 

① 入居者資格 

  ・当該災害発生の日から３年間は当該災害により住宅を失った者であること。 

      ・収入分位 50％（月収 259,000円）を限度に、地方公共団体が条例で定める収入 

以下の者であること。ただし、当該災害発生の日から３年を経過した後は、通常 

の公営住宅と同じ扱いとする。 

・現に住宅に困窮していることが明らかであること。 

② 構造 

  再度の被災を防止する構造とする。 

③ 整備年度 

  原則として当該年度、やむを得ない場合は翌年度 

④ 国庫補助 

  ・建設、買取りを行う場合は当該公営住宅の建設、買取りに要する費用の 2/3。 

ただし、激甚災害の場合は 3/4。 

・借上げを行う場合は住宅共用部分工事費の 2/5。 

(7) 資材の調達 

町長は、建築資材等の調達が困難な場合は、道に斡旋を依頼するものとする。 
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４ 住宅の応急復旧活動 

道及び町は、必要に応じて、住宅事業者の団体と連携して、被災しながらも応急対策をすれ

ば居住を継続できる住宅の応急修繕を推進するものとする。 
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第１９節 ライフライン対策計画 

 

ライフラインの応急対策は、各ライフライン機関があらかじめ定めた防災業務計画等に基づ

き実施する。滝上町は、各ライフライン機関から施設の被害、供給状況等の情報を収集の上、各

ライフライン機関に対して、重要施設等の復旧要請を行う。 

 

１ 上水道施設 

(1) 応急活動体制の確立 

上下水道対策班は、各種災害により被害が発生した場合は、必要な要員を動員し、応急

体制を確立する。 

(2) 応急活動 

上下水道対策班は、浸水区域等の被害状況を調査する。上水道施設が被災し、機能が停

止した場合は、緊急止水をした上で機能回復作業を行う。 

(3) 上水道の復旧対策 

上下水道対策班は、被害状況を調査し、復旧計画を作成する。復旧計画に基づき次のよ

うな復旧作業を実施する。 

○管類等の資機材の確保 

○復旧に必要な人員の確保 

○被害状況、復旧の見込み等の広報 

○他水道事業者の応援要請 など 

 

２ 下水道施設 

(1) 応急活動体制の確立 

上下水道対策班は、地震や浸水等の被害が発生した場合は、必要な要員を動員して応急

活動体制を確立する。 

(2) 応急活動 

上下水道対策班は、地震や浸水等により被害が発生した場合は、被害状況の調査、施設

の点検を実施し、下水道機能の低下、二次災害の防止等に対しては、次のような応急活動

を行う。 

○排水機能の回復 

・可搬式ポンプによる緊急送水 

・仮管渠の設置 

・土砂の浚渫 

○処理場の二次災害の防止 

 

(3) 下水道の復旧対策 

上下水道対策班は、施設の重要度、危険度を考慮し、詳細な被害調査を実施し、復旧計

画を作成する。復旧計画に基づき次のような復旧作業を行う。 
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○資機材の確保 

○復旧に必要な人員の確保 

○被害状況、復旧の見込み等の広報 

○他下水道事業者等への応援要請 など 

 

３ 電力施設 

北海道電力ネットワーク株式会社紋別ネットワークセンターは、電力の円滑な供給を確保す

るために必要な災害応急復旧対策を講じる。また、町との協定に基づき相互協力する。 

(1) 非常体制の確立 

非常災害が発生すると予想される場合又は非常災害が発生した場合は、必要な人員を動

員し、非常体制を確立する。 

(2) 応急復旧対策 

非常災害が発生した場合は、関係機関から情報収集を行うとともに、電力設備の被害状

況を把握し、速やかに応急復旧対策をたてる。 

(3) 応急復旧作業 

電力施設の被害状況及び重要度、被害復旧の難易度を勘案し関係機関と協議を図るとと

もに、連携をとり安全を確認しながら応急復旧を行い、極力送電の確保に努める。 

(4) 情報連絡 

非常災害時における電力設備の被害状況等の情報連絡を関係機関に行うとともに、復旧

状況の通報及び報告を行う。 

 

４ 通信施設 

東日本電信電話（株）は、災害が発生した場合は、電気通信設備の予防措置、災害応急対策、

災害復旧等に対する適切な措置をとる。 

(1) 災害時の活動体制 

災害が発生した場合は、非常態勢を発令し対処する。この場合、北海道、町及び各防災

機関と密接な連携を保ち相互協力に努める。 

(2) 設備、資機材の点検及び出動準備 

災害の発生とともに、設備、資機材の点検等を行う。 

(3) 応急措置 

電気通信設備に被害が発生した場合、当該設備及び回線の復旧に関し応急措置をとる。

この場合、重要通信の確保に留意し、災害の状況、電気通信設備の被害状況に応じて、電

気通信事業法に定められた復旧順位に従って実施する。 

(4) 広報 

災害が発生し、通信が途絶若しくは利用の制限を行ったときは、利用制限の措置状況及

び被災した設備の復旧状況を、テレビ、ラジオ、新聞及び広報車により地域の住民に周知

する。 
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５ 公共施設 

各施設管理者は、所管施設の被災状況を調査し、施設利用者等の安全確保を図るため、避難

誘導措置を行うとともに、二次災害の防止等の応急措置を行う。 

冬期に災害が発生した場合、重要施設の暖房・給油設備等の被害状況を調査し、応急工事等

を手配する。また、暖房に必要な燃料を販売業者から調達する。 
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第２０節 農業用施設対策計画 

 

農業施設の応急対策は、本計画に定めるところによる。 

 

１ 実施責任者 

農業施設における応急対策は、施設管理者及び国営造成施設管理受託者である町長（農林

業対策班）が行う。 

なお、ここでいう農業施設とは雑用水施設（取水施設、浄水施設、配水施設、配水管路 

等）、かんがい用水施設（滝上頭首工、沈砂池、導水路、用水路、ファームポンド等）、用

排水路及び町営牧野等町が管理を行う施設とする。 

 

２ 非常態勢の確立 

非常災害が発生すると予想される場合又は非常災害が発生した場合は、必要な人員を動員

し、非常体制を確立するとともに、農業施設が適正に機能発揮できるよう管理規定等に基づ

き操作を行う。なお、滝上頭首工等施設については「滝上地区基幹水利施設管理強化計画＿

第８流域治水に係る取組」及び「滝上頭首工管理条例施行規則」に基づき操作を行う。 

 

３ 応急活動 

農林業対策班は、浸水区域等の被害状況を調査する。農業施設が被災した場合は被災状況

等の情報連絡を関係機関に行い協議を図るとともに、連携をとり安全を確認しながら応急復

旧を行う。 

 

４ 農業施設の復旧対策 

農林業対策班は、被害状況を把握し、関係機関と協議のうえ復旧計画を作成する。復旧計

画に基づき次のような復旧作業を実施する。 

(1) 管類等の資機材の確保 

(2) 復旧に必要な人員の確保 

(3) 被害状況、復旧の見込み等の広報など 
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第２１節 労務供給計画 

 

町及び関係機関は、災害時における応急対策に必要なときは、次により一般労働者の供給を受

け、災害対策の円滑な推進を図るものとする。 

 

１ 実施責任者 

町が実施する災害応急対策に必要な労務者の雇上げ及び民間団体への協力依頼について

は、町長（財政対策班）が行う。 

 

２ 民間団体への協力要請 

(1) 動員の順序 

災害応急対策の動員を確保する場合として、町内会及び被災地区以外の住民の協力を得

るものとし、特に必要と認める場合は、労務者の雇上げをするものとする。 

(2) 動員の要請 

本部の各班において町内会等の労力を必要とするときは、次の事項を示し、町長（財政

対策班）を通じて要請するものとする。 

ｱ 動員を必要とする理由 

ｲ 作業の内容 

ｳ 作業場所 

ｴ 作業予定期間 

ｵ 所要人員 

ｶ 集合場所 

ｷ その他参考事項 

 

３ 協力団体等の活動 

(1) 活動内容 

ｱ 避難所に収容された被災者の世話 

ｲ 被災者への炊き出し 

ｳ 救援物資の整理、配送及び支給 

ｴ 被災者への飲料水の支給 

ｵ 被災者への医療、助産の協力 

ｶ 避難所の清掃及び防疫 

ｷ 行方不明者の捜索及び遺体収容の協力 

ｸ 町の依頼による被害者状況調査 

ｹ その他災害応急措置の応援 
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４ 労務者の雇上げ 

活動要員等の人員が不足し、又は特殊作業のため労働力が必要なときは、労務者を雇上げ

るものとする。 

(1) 労務者雇上げの範囲 

ｱ 被災者の避難誘導のための労務者 

ｲ 医療、助産のための移送労務者 

ｳ 被災者救出用機械、機具、資材の操作のための労務者 

ｴ 飲料水の運搬、器材操作、浄水用薬品の配布等のための労務者 

ｵ 救援物資支給のための労務者 

ｶ 行方不明者の捜索及び処理のための労務者 

(2) 公共職業安定所長への要請 

町において労務者の雇上げができないときは、次の事項を明示し、公共職業安定所長に

要請するものとする。 

ｱ 職種別所要労務者数 

ｲ 作業場所及び内容 

ｳ 期間及び賃金等の労働条件 

ｴ 宿泊施設等の状況 

ｵ その他必要な事項 
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第２２節 消防防災ヘリコプター活用計画 

 

災害時におけるヘリコプター等の活用については、本計画の定めるところによる。 

 

１ 基本方針 

北海道は、道内において地震・風水害等の災害が発生し、迅速・的確な災害応急対策の実

施のために必要がある場合は、広域的・機動的に活動できる消防防災ヘリコプターの有効活

用を図ることとしており、本町において地震・風水害等の災害が発生し、本町の消防力等に

よって災害応急対策が著しく困難な場合又はヘリコプターによる活動が最も有効と認められ

る場合に要請する。 

 

２ 運航体制 

消防防災ヘリコプターは、「北海道消防防災ヘリコプター運航管理要綱」、「北海道消防

防災ヘリコプター緊急運航要領」及び「北海道消防防災ヘリコプターによる救急患者の緊急

搬送手続要領」の定めるところにより運航する。 

※資料編１－４：北海道消防防災ヘリコプター運航管理要綱 

※資料編１－５：北海道消防防災ヘリコプター緊急運航要領 

※資料編１－６：北海道消防防災ヘリコプターによる救急患者の緊急搬送手続要領 

 

３ 応援要請 

消防防災ヘリコプターの要請は、「北海道消防防災ヘリコプター応援協定」に基づき知事

に対し要請するものとする。 

※資料編５－２：北海道消防防災ヘリコプター応援協定 

(1) 要請の要件 

町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、次の各号のいずれかに該当

する場合に、知事に応援を要請する。 

ｱ 災害が隣接する市町村に拡大し、又は影響を与えるおそれがある場合 

ｲ 町の消防力等によっては災害応急対策が著しく困難な場合 

ｳ その他消防防災ヘリコプターによる活動が最も有効と認められる場合 

(2) 要請方法 

知事（危機対策局危機対策課防災航空室）に対する要請は、電話により次の事項を明ら

かにして行うとともに、速やかにＦＡＸにより消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票を提

出する。 

ｱ 災害の種類 

ｲ 災害発生の日時及び場所並びに災害の状況 

ｳ 災害現場の気象状況 

ｴ 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び災害現場との連絡方法 

ｵ 消防防災ヘリコプターの離着陸場の所在地及び地上支援体制 

ｶ 応援に要する資機材の品目及び数量 
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ｷ その他必要な事項 

※資料編７－４：消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票 

※資料編７－５：消防防災ヘリコプター緊急運航に係る災害等状況報告書 

(3) 要請先 

北海道総務部危機対策局危機対策課防災航空室 

電話 011-782-3233 FAX 011-782-3234 

 

４ 消防防災ヘリコプターの活動内容 

消防防災ヘリコプターは、次に掲げる活動で、ヘリコプターの特性を十分に活用すること

ができ、その必要性が認められる場合に運航する。 

(1) 災害応急対策活動 

ｱ 被災状況の偵察、情報収集活動 

ｲ 救援物資、人員、資機材等の搬送 

ｳ その他（災害応急対策活動上、特に防災ヘリの活用が有効と認められる場合） 

(2) 救急活動 

ｱ 傷病者の搬送 

① 現場救急 

② 転院搬送 

③ 感染者患者等の搬送 

④ 事後検証 

ｲ 医師等の搬送 

(3) 救助活動 

ｱ 中高層ビル等の火災における救助・救出 

ｲ 山岳遭難、河川・湖沼等の水難事故における救助・救出 

ｳ 自動車専用道路上での事故における救助・救出 

ｴ その他（救助活動上、特に防災ヘリの活用が有効と認められる場合） 

(4) 火災防御活動 

ｱ 林野火災における空中消火 

ｲ 偵察・情報収集 

ｳ 消防隊員、資機材等の搬送 

ｴ その他（救助活動上、特に防災ヘリの活用が有効と認められる場合） 

(5) 広域航空消防防災応援活動 
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【消防防災ヘリコプター緊急運航要請フロー】 

 

 

 

 

                  通 報      通 報 

 

                             報告 

偵  察                               空中消火 

救助救出                               救助偵察 

     輸  送                 運航要請          救助救出 

                         TEL・FAX          輸  送 

             出 動                出 動 

 

 

                         報告 

 

 

 

  

地震・風水害等の災害、 

事故交通遠隔地等の傷病者 
林 野 火 災 

滝 上 町 

（消防機関） 

オホーツク 

総合振興局 

北 海 道 

防災航空 室 

道    庁 
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第２３節 自衛隊派遣要請計画 

 

災害時、人命又は財産保護のための応急対策の実施が、町本部だけでは不可能、若しくは困

難である場合において、自衛隊の活動が必要かつ効果的であると認められるとき、町長は、災

害対策基本法第 68 条の２の規定により、北海道知事に対して自衛隊の派遣要請の要求を行

う。 

 

１ 災害派遣要請依頼基準 

災害派遣の要請は、人命又は財産の保護のため必要があると認められる場合に行うものと

し、自衛隊法の趣旨を踏まえ、①公共性、②緊急性、③非代替性の３要件すべてを満たす事

案について、同法に基づき災害派遣を要請することを原則とする。具体的な事案は次のとお

りとする。 

(1) 自然災害 

ｱ 台風・大雨・地震・津波・火山噴火による救出・救助等 

ｲ 雪害による救出・救助等 

(2) 山岳・海洋等の遭難・事故による救出・救助 

(3) 鳥インフルエンザ発生による防疫措置等 

(4) その他 

ｱ 救急患者の空輸による搬送等 

ｲ その他事件・事故の発生による救出・救助等 

 

２ 災害派遣要請依頼の要領等 

(1) 要請依頼方法 

町長は、自衛隊の災害派遣の必要があると認められる時は、次の事項を明らかにした文

書をもって知事（オホーツク総合振興局）に要請を依頼するものとする。ただし、緊急を

要する場合は、電話などで要請を依頼し、また、第25普通科連隊に通報するとともに、そ

の後、速やかに文書を提出するものとする。 

ｱ 災害の状況及び派遣を要請する理由 

ｲ 派遣を希望する期間 

ｳ 派遣を希望する区域及び活動内容 

ｴ 派遣部隊が展開できる場所 

ｵ 派遣部隊との連絡方法、その他参考となる事項 

※資料編７－２：自衛隊災害派遣要請要求書 
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(2) 知事（オホーツク総合振興局長）に依頼できない場合の対応 

町長は、人命の緊急救助に関し、要請権者に依頼するいとまがないとき、又は通信の途

絶等により要請権者と指定部隊との連絡が不能である場合等については、直接指定部隊等

の長に通知することができる。ただし、この場合、速やかに要請権者に連絡し、上記

（１）の手続きを行うものとする。 

(3) 担当班及び要請依頼先 

災害派遣要請依頼は、町長（統括班）が担当する。関係書類の提出先は、オホーツク総

合振興局地域創生部地域政策課（FAX 0152-44-7261）とする。 

 

３ 災害派遣部隊の受入れ体制 

(1) 受入れ準備の確立 

知事（オホーツク総合振興局長）から災害派遣の通知を受けたときは、次により措置す

る。 

ｱ 宿泊所の準備 

派遣部隊の宿泊所及び車両、資機材等の保管場所の準備その他、受入れのために必要

な措置をとる。 

ｲ 連絡職員の指名 

連絡部隊及びオホーツク総合振興局長との連絡職員を指名し、連絡に当たらせる。 

ｳ 作業計画の作成 

応援を求める作業の内容、所要人員、機械等の確保その他について計画をたて、派遣

部隊の到着と同時に作業ができるよう準備する。 

(2) 派遣部隊到着後の措置 

ｱ 派遣部隊との作業計画等の協議 

派遣部隊が到着したときは、目的地に誘導するとともに責任者と応援作業計画につい

[派遣要請系統図] 

報告 命令 

要請 

通報 

要 請 権 者 

北 海 道 知 事 

(事務手続きは振興局長に委任) 

オホーツク総合 

振 興 局 長 

滝上町長 

(滝上町住民生活課長) 

災 害 派 遣 部 隊 

 

第 25 普通科連隊 

担当：第 3 科 

(0158-42-5275)内線 232(課業中)  

内線 302(課業外) 

滝上町担当：重迫撃砲中隊 

第２師団長 北部方面総監部 

連絡調整 

報告 

依頼 
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て協議し、調整のうえ必要な措置をとる。 

ｲ 知事（オホーツク総合振興局長）への報告 

統括班は、派遣部隊到着後必要に応じて、次の事項を知事（オホーツク総合振興局

長）に報告する。 

① 派遣部隊の長の官職氏名 

② 隊員数 

③ 到着日時 

④ 従事している作業の内容及び進捗状況 

⑤ その他参考となる事項 

(3) 経費 

ｱ 次の費用は、町において負担する。 

① 資材費及び機器借上費 

② 電話料及びその施設費 

③ 電気料 

④ 水道料 

⑤ し尿処理料 

ｲ その他の経費については、自衛隊及び関係機関において協議のうえ定める。 

ｳ 派遣部隊は、関係機関又は民間から宿泊・給食の施設、設備等の提供を受けた場合

は、これを利用することができる。 

(4) 自衛隊との情報交換 

自衛隊は、収集した情報を必要に応じ関係機関に伝達するとともに、町等においても災

害情報について自衛隊に提供するものとする。 

 

４ 派遣部隊の撤収要請 

町長は、災害派遣の目的を達成したとき又はその必要がなくなったと認めるときは、速や

かに文書をもって知事（オホーツク総合振興局長）に撤収要請を依頼するものとする。 

ただし、文書による報告に日時を要するときは、電話等で要請を依頼し、後日文書を提出

するものとする。 

※資料編７－３：自衛隊災害派遣撤収要請要求書 

 

５ 自衛隊との連携強化 

(1) 連絡体制の確立 

町長は、北海道知事（オホーツク総合振興局長）と相互に連携し、災害時に自衛隊との

相互連絡が迅速に行えるよう、予め要請（通報）手順、連絡調整窓口、連絡方法を定める

など、情報収集・連絡体制の確立に努めるものとする。 

(2) 連絡調整 

町長は、北海道知事（オホーツク総合振興局長）と相互に連携し、災害時に自衛隊の救

助活動が適切かつ効率的に行われるよう、災害派遣を要請した指定部隊等の長と密接な連

絡調整を行う。 
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６ 派遣部隊の権限 

災害派遣時の自衛官の権限行使は、自衛隊法及び基本法並びにこれらに基づく政令、総理

府令及び訓令の規定によるものとし、警察官等職権を行う者がその場にいない場合に限り、

次の措置を行うことができる。この場合において、当該措置をとったときは、直ちにその旨

を町長に通知しなければならない。 

 

(1) 住民等の避難等の措置等（警察官職務執行法第 4条、自衛隊法第 94条） 

(2) 他人の土地等への立入り（警察官職務執行法第 6条第 1項、自衛隊法第 94条） 

(3) 警戒区域の設定等（基本法第 63条第 3項） 

(4) 他人の土地等の一時使用等及び被災工作物の除去等（基本法第 64条第 8項） 

(5) 住民等への応急措置業務従事命令（基本法第 65条第 3項） 

(6) 自衛隊用緊急運行車両の通行の確保のための車両等の移動等の措置命令等（基本法第 76

条の 3第 3項） 
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第２４節 広域応援・受援計画 

 

大規模災害発生時など、町単独では十分な災害応急対策が実施できない場合において、災害応

急対策を円滑に実施するための広域応援・受援対策については、本計画の定めるところによる。 

 

１ 国、道、市町村間の応援・受援活動 

(1) 町に対する応援（受援） 

ｱ 大規模災害等が発生し、町単独では十分に被災者の救援等の災害応急対策を実施できな

い場合は、「災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」のほか、市町

村間の各種相互応援協定等に基づき応援・受援の実施を図る。 

※資料編５－３：災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定 

ｲ 町長は、災害応急対策を実施するに当たり必要があると認めるときは、他の市町村長及

び知事（オホーツク総合振興局長）に対し、応援を求めることができる。この場合におい

て、応急措置を実施するための応援を求められた市町村長は、正当な理由がない限り、応

援を拒んではならないものとする。 

ｳ 知事（オホーツク総合振興局長）は、町の行う災害応急対策の的確かつ円滑な実施を確

保するため、特に必要があると認めるときは、町長に対し、災害応急対策の実施を求め、

又は「災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」に基づき、市町村相

互間の応援について必要な指示又は調整・要求を行う。 

※資料編５－３：災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定 

ｴ 知事（オホーツク総合振興局長）は、町長から応援の求め又は災害応急対策の実施を要

請されたときは、適切に応援又は災害応急対策を実施する。この場合において、道は、正

当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならないものとする。 

ｵ 知事（オホーツク総合振興局長）は、町と連絡が取れない又は緊急を要する場合であっ

て必要と認めるときは、町の被災状況等に関する情報収集を行うとともに、当該情報に基

づく応援を行うものとする。 

(2) 道から他の都府県に対する応援の要求 

知事は、道及び市町村相互間の応援の要求等のみによっては、災害応急対策に係る応援

が円滑に実施されないと認めるときは、内閣総理大臣に対し、他の都府県知事に対して知

事又は町長の応援を要請するよう求めるものとする 

(3) 道から指定行政機関等に対する応援の要求 

北海道において大規模災害が発生し、災害応急活動を的確かつ円滑に実施するため必要

があると認めるとき、知事は、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、応援

を求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。この場合において、応援を求

められ、又は災害応急対策の実施を要請された指定行政機関の長又は指定地方行政機関の

長は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならないこととさ

れている。 

(4) 他の都府県等からの応援要求への対応 

ｱ 知事は、災害発生都府県知事又は内閣総理大臣から、災害発生都府県知事や災害発生市
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町村長の応援を求められた場合、必要と認める事項について応援協力に努める。 

また、知事は、特に必要があると認められた場合、市町村長に対し、当該災害発生市

町村長の応援を求めるものとする。 

ｲ 町長は、知事が、災害発生都府県知事又は内閣総理大臣から、都府県の災害発生市町村

長の応援を求められたことにともない、知事から当該災害発生市町村長の応援について求

められた場合、必要と認める事項について応援協力に努める。 

 

２ 消防機関 

(1) 大規模災害が発生し、被災地域の消防機関単独では十分に被災者の救援等の災害応急対

策を実施できない場合は、道等に応援を要請するほか、「北海道広域消防相互応援協定」

に基づき他の消防機関に応援を要請するとともに、必要に応じ、町長を通じ、道に対して

広域航空消防応援（ヘリコプター）、他都府県の緊急消防援助隊による応援等を要請する

よう依頼する。 

※資料編５－４：北海道広域消防相互応援協定 

(2) 他の消防機関等の応援が円滑に行なわれるよう、日頃から災害対策上必要な資料の交換

を行なうほか、他の消防機関等の応援の受入体制を確立しておく。 

(3) 大規模災害時における緊急消防援助隊の応援要請や受入れは、「緊急消防援助隊北海道

隊応援等実施計画」及び「緊急消防援助隊受援計画」に基づき、迅速かつ的確に対処す

る。 

※資料編５－５：緊急消防援助隊北海道隊応援等実施計画 

※資料編５－６：緊急消防援助隊受援計画 

 

３ 北海道警察 

北海道公安委員会は、大規模災害が発生し、単独では十分に被災者の救助救出活動等を実施

できない場合は、都府県公安委員会に警察災害派遣隊の部隊、装備資機材等の援助要求を行う。 
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第２５節 災害救助法の適用と実施 

 

救助法を適用し、同法に基づき実施する応急救助活動については、本計画の定めるところによ

る。 

 

１ 救助法の適用基準 

(1) 災害が発生した場合 

救助法による救助は、町の区域において災害が発生し、当該災害にかかり現に救助を必 

要とする者に対して行う。 

救助法施行令の定めにより、滝上町における適用基準は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 災害が発生するおそれがある場合 

災害が発生するおそれがある段階において、国が基本法に基づく災害対策本部を設置し、  

   所管区域を告示した場合で、当該所管区域内の市町村において現に救助を必要とする者に 

対して行う。 
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２ 滅失世帯の算定 

(1) 滅失世帯の算定基準 

住家が滅失した世帯の数の算定は、住家の「全壊（全焼・流失）」した世帯を基準とする。

そこまで至らない半壊等については、災害救助法施行令第１条第２項の規定により以下の

とおり換算を行う。 

■滅失世帯の算定基準 

滅失住家 1 世帯 

全壊（全焼・流失）住家    １世帯 
半壊（半焼）住家       ２世帯 

床上浸水、土砂の堆積により一時的に居住できな状態
になった住家 

３世帯 

(2) 住家被害の認定 

土木対策班は、被害住家の調査を行い、被害程度の認定を行う。被害滅失、半壊等の

認定は、「被害状況判定基準」によるが、住家被害については、以下の表のとおりであ

る。 

※資料編２－２：被害状況判定基準 

■住家被害程度の認定基準 

被害の区分 認 定 の 基 準 

住家の全壊 
（全焼・全流失） 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、
住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が
甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、
具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積が
その住家の延床面積の 70％以上に達した程度のもの又は住家の
主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表
し、その住家の損害割合が 50％以上に達した程度のものとする。 

住家の半壊 
（半焼） 

住家がその居住するための基本的機能の一部を喪失したもの、
すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに使用で
きる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積
の 20％以上 70％未満のもの、又は住家の主要構成要素の経済的被
害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が
20％以上 50％未満のものとする。 

住家の床上浸水
土砂の堆積等 

全壊及び半壊に該当しない場合であって、浸水が住家の床上に
達した程度のもの、又は土砂、竹木等のたい積により一時的に居
住することができない状態となったもの。 

(1) 住家被害戸数については、「独立して家庭生活を営むことができるように建築され
た建物又は完全に区画された建物の一部」を戸の単位として算定するものとする。 

(2) 損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることによ
り、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。 

(3) 主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の
一部として固定された設備を含む。 

 

３ 災害救助法の適用手続き 

(1) 救助法の適用要請 

町長（統括班）は、滝上町の災害が救助法の適用基準のいずれかに該当し、又は該当す

る見込みであるときは、直ちにその旨をオホーツク総合振興局長に報告し、災害救助法適

用を知事に要請する。その場合には、次に掲げる事項について、口頭又は電話をもって要

請し、後日文書によりあらためて処理する。 

■報告事項 
○災害発生の日時及び場所 
○災害の原因及び被害の状況 
○適用を要請する理由 
○適用を必要とする期間 
○既に取った救助措置及び取ろうとする救助措置 
○その他必要な事項 
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(2) 適用要請の特例 

町長（統括班）は、災害の事態が急迫して、知事による救助の実施の決定を待つことが

できない場合には、救助法の規定による救助に着手し、その状況を直ちにオホーツク総合

振興局長に報告し、その後の処置に関して指導を受けなければならない。 

また、災害救助の対象数量及び期間については、特別な基準の適用を申請できる。申請

は知事に対して行うが、期間延長については救助期間内に行う。 

 

４ 救助の実施 

(1) 救助の実施者 

災害救助法による救助は、知事が行い（法定受託事務）、町長がこれを補助する。知事

は、町が実施した者がより迅速に災害に対処できると判断される次に掲げる救助の実施に

ついて、町長へ個別の災害ごとに救助に関する事務を通知により委任する。 

なお、この法律の適用以外の災害については、基本法第5条に基づき町長が応急措置を

実施する。 

(2) 救助の内容 

知事は、救助法を適用した町に対し、同法に基づき、次に掲げるもののうち、必要と認

める救助を実施する。 

ｱ 災害が発生した場合 

救助の種類 実施期間 実施者区分 
避難所の設置 ７日以内 市町村 

応急仮設住宅の供与 

20日以内に着工 
建設工事完了後 3 箇月以
内 
※特定行政庁の許可を受 
けて 2年以内に延長可能 

対象者、対象箇所の選定～市町村 
設置～道（但し、委任したときは 
市町村） 

炊き出しその他による食品の
給与 

７日以内 市町村 

飲料水の供給 ７日以内 市町村 
被服、寝具その他生活必需品 
の給与又は貸与 

10日以内 市町村 

医療 14日以内 
医療班～道・日赤道支部（但し、 
委任したときは市町村） 

助産 分娩の日から７日以内 
医療班～道・日赤道支部（但し、 
委任したときは市町村） 

被災者の救出 ３日以内 市町村 

住宅の応急修理 
３箇月以内（国の災害
対策本部が設置された
場合は、６箇月以内） 

市町村 

学用品の給与 
教科書等 １箇月以内 
文房具等 15日以内 

市町村 
市町村 

埋葬 10日以内 市町村 
遺体の捜索 10日以内 市町村 
遺体の処理 10日以内 市町村・日赤道支部 
障害物の除去 10日以内 市町村 
生業資金の貸与  現在運用されていない 

（注）期間については、すべて災害発生の日から起算することとし、内閣総理大臣の承認を得て実施

期間を延長することができる。 
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ｲ 災害が発生するおそれがある場合 

救助の種類 実施期間 実施者区分 

避難所の設置 

救助を開始した日から、
災害が発生しないと判明
し、現に救助の必要がな
くなった日まで 

市町村 

(3) 救助に必要とする措置 

北海道知事は、救助を行うため必要とする場合における関係者に対する従事命令、協

力、物資の収用、立入検査等を、その緊急の限度においてそれぞれ救助法及び同施行令、

規則並びに細則の定めにより公用令書その他所定の定めにより実施するものとし、同法第

５条、第６条により行う指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長が公用令書等によっ

て行う職務について相互に協力をしなければならない。 

 

５ 基本法と救助法の関連 

基本法の定めるところによる災害について、救助法が適用された場合における救助事務の 

取扱いについては、救助法の適用時期等によりその責任を明らかにしなければならない。 
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第７章 事故災害対策計画 

 

 

節 主な記載内容 

第１節 林野火災予消防計画 「滝上町火入れに関する条例」及び「滝上町林野火災予消

防対策要綱」に基づき、林野火災の予防を目的とした林野

火災予消防計画について記載。 

第２節 排出油災害対策計画 本町を流れる河川流域における排出油事故が発生し、排出

油により流域環境へ多大な影響を及ぼす恐れがある場合の

応急対策について記載。 
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第１節 林野火災予消防計画 

 

林野火災の予防を目的とした林野火災予消防計画は、本計画及び「滝上町火入れに関する条例」

及び「滝上町林野火災予消防対策要綱」の定めるところによる。 

※資料編１－７：滝上町火入れに関する条例 

 

１ 実施機関及び協力機関 

林野火災の予消防対策を推進するため関係機関相互の連絡、情報交換計画の実施及び指導

等、予消防対策の円滑なる実施を図るものとする。 

(1) 実施機関 

滝上町、網走西部森林管理署西紋別支署、北海道オホーツク総合振興局西部森林室、滝

上町森林組合、消防滝上支署、滝上消防団、滝上町森林愛護組合連合会、単位森林愛護組

合とする。 

(2) 協力機関 

滝上町教育委員会、町内各小中学校、滝上町商工会、滝上町観光協会、オホーツクはま

なす農業協同組合滝上支所、滝上林業協同組合、林業事業者、滝上町建設業協会、紋別警

察署滝上警察官駐在所、北紋バス株式会社、各町内会とする。 

 

２ 気象情報対策 

林野火災の誘発及び拡大延焼を防止するには気象情報（状況）を完全に把握することが最

も必要である。このため、別表により気象通報の伝達系統が定められているので、これらに

より周知徹底を図る。 

(1) 林野火災気象通報 

町長は、オホーツク総合振興局から林野火災気象通報を受理したときは、次の系統によ

り関係機関及び一般住民に対して伝達するものとする。 

(2) 伝達系統 

発令された通報の伝達系統は滝上町林野火災予消防対策協議会で定める気象情報伝達系

統により行う。 
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３ 林野火災予防対策 

(1) 揚煙届出 

林野火災発生の主な原因にゴミ焼却等からの延焼が多く発生してきており、これらの未

然防止と事前指導に努めるため、揚煙届出の励行を徹底する。 

消防滝上支署（℡29-2049） 

(2) 火入対策 

林野火災危険期間（おおむね3月～6月）中の火入れは極力避けるようにし、できる限り

夏季又は秋季に行うよう指導するとともに、許可を受けて火入れをする場合には火入れ方

法、許可附帯条件の遵守と、火入れ跡地の完全消火の確認を指導する。 

(3) 入林者対策 

観光遊山、山菜採取者などの入林者による失火が多いので、警戒を促すため森林所有

者、管理者の協力を願う。なお、入林者においては、吸い殻入れを携行するように指導す

林野火災気象通報の伝達系統 

網走地方気象台 

オホーツク総合振興局 

各市町村 

消防機関 総合振興局森林室 森林管理署・支署 

協力関係機関 

一般住民 
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る。 

ｱ 入林の許可 

入林しようとする者は、国有林にあっては所轄森林管理署長の、町有林にあっては町

長、民有林にあっては森林所有者又は管理者の許可を受けることとし、入林許可・届出

等に際し、入林者に対して適切な指導を行う。なお、林野火災危険期間、あるいは非常

警戒発令中は、入林制限等をすることがある。 

ｲ 入林労務者の警戒 

① 造林造材その他林内事業者は防火の責任体制を整え、火気責任者を定めるととも

に巡視人、見張人を配置し完全な措置を講じて事業にあたること。 

② 事業所には、火気責任者の指定する喫煙所、焚火所を設け、標識及び消火設備を

完備すること。 

③ 事業所の責任者は、予め連絡系統を定め関係機関との連絡等には万全を図るとと

もに作業従事者の警戒及び思想の普及指導を図ること。 

(4) 天塩岳道立自然公園の入林 

自然探勝のため多数の入林が見込まれるので、タバコ・マッチ等の不始末による失火を

避けるため関係機関の協力を得て入林者への警防思想の高揚にあたる。 

(5) 機械力導入に関する予防対策 

林業機械の普及により林野火災の発生が危惧されるので、特にチェンソー・刈払機等を

使用するときは、次のことがらに留意すること。 

ｱ 燃料又は引火性薬剤のある所では絶対火気を使用しないこと。 

ｲ 機械に燃料を補給するときは機械を止め十分気をつけて補給すること。 

ｳ 機械の点検整備を励行し、失火時の対策として現地に小型消火器を備付けておくこ

と。 

(6) 薬剤使用に関する予防対策 

ｱ 除草剤散布後は少なくとも１箇月間は火気の接触を絶対に避け、散布地域には「入林

禁止」の立札を掲示する。 

ｲ 危険物取扱責任者の指示を厳守させる。 

(7) 巡視人・見張人の配置 

網走西部森林管理署西紋別支署・森林組合・大面積森林所有者においては巡視人・見張

人等を配置し、無断入林者に対する指導など自主防衛体制の確立を図ること。 

(8) 林野火災予防のための取締りについて 

毎年林野火災により生命財産に多大の被害を及ぼしているばかりでなく直接、間接的に

公共の安定と秩序を脅かしているので、警察等関係機関に協力を依頼する。 

 

４ 林野火災消防対策 

林野火災が発生した場合には、町長は状況に応じて直ちに消防滝上支署に対策本部を設

け、各機関に連絡し出動及び消火体制にあたる。また、必要に応じ現地に現地対策本部を設

ける。 

(1) 組  織 
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滝上町林野火災消防対策本部は「滝上町林野火災防火隊編成要綱」に基づき設置する。 

※林野火災防火隊編成表（別紙１） 

(2) 火災発生時の通報及び出動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ヘリコプターによる空中消火 

地上消火が困難であり住家への延焼拡大の危険性がある場合、林野火災が広域化する場

合等は消防にヘリコプターの出動を要請し、空中消火を実施する。 

 

  

林野火災発見者 

紋別地区消防 

組合消防署 

 

消防滝上支署 

紋別警察署 

滝上警察官 

駐在所 

 

滝上消防団 

滝上町森林組合 

 

地元森林愛護組合 

地 元 町 内 会 

林 業 関 係 者 

隣 接 市 町 村 

オホーツク 

総合振興局 

 

 

滝上町役場 

自 衛 隊 

林 野 火 災 通 報 連 絡 系 統 
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消
防
副
団
長 

  林 野 火 災 防 火 隊 編 成 表  別紙１ 

           

     対策本部長      

     町 長      

            

現地本部長      

 

網走西部森林管理署 
西紋別支署 

総括事務管理官 
 

副町長 
 

    滝上町森林愛護組合連合会副会長 

 
付 

現地無線       滝上消防団副団長 

   支 署 主 任 

 

       

網走西部森林管理署西紋別支署長           

滝上町林業協同組合代表理事   連  絡        

滝上町森林愛護組合連合会長    

現

場

及

び 

現
地
本
部
連
絡 

       

滝上消防団長   総   括      

滝上町森林組合代表理事組合長   総 務 課 長      

    まちづくり推進課長      

    
商 工 観 光 課 長

林 政 課 長 
     

総   括   保健福祉課長        

林 政 課 長   

保
健
福
祉
課
職
員 

       

林 政 課 職 員               

網走西部森林管理署西紋別支署職員               

消防滝上支署長    無 

線 

資 

材 

救 

援 

給 

与 

輸 

送 

医 

務 

総 

務 滝上町森林組合職員    

無線 
  

  対
策
本
部
・
現
地
本
部
等 

 

の
通
信 

消
防
団
と
の
連
絡
調
整 

救

急

車 

資

材

器

具

手

配 

集

約 

自

衛

隊

へ

の

要

請 

各
関
係
機
関
へ
の
要
請 

食

料

・

炊

出 

隊

員

・

食

料 

資

材

器

具

・

そ

の

他 

医

療

・

救

護 

職

員

動

員 

車

両

管

理 

情

報

・

記

録 

  

  
 

   

     

防 火 隊   

第 

一 

第 

二 

第 

三 

消
防
団 

  

  消
防
支
署
各
係
長 

住
民
生
活
課
長 

農

政

課

長 

農
業
振
興
担
当
課
長

補

 

建

設

課

長 

国
保
診
療
所
長 

国
保
診
療
所
事
務
長 

国
保
診
療
所
参
事 

議
会
事
務
局
長 

網
走
西
部
森
林
管
理
署 

西
紋
別
支
署
総
括
森
林
整
備
官 

滝
上
町
林
業
協
同
組
合
副
理
事 

滝
上
町
森
林
愛
護
組
合
連
合
会

副
会
長 

 

 

 

 

無線 

  

  

  

  

消
防
支
署
職
員 

住
民
生
活
課
職
員 

商
工
観
光
課
職
員 

農
政
課
職
員
・
農
業
委
員
会
職

員
・
農
業
振
興
担
当
課
職
員
・

教
育
委
員
会
職
員 

建

設

課

職

員 

保

健

師 

管

理

栄

養

士 

診

療

所

職

員 

総

務

課

職

員 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
職
員 

出

納

室

職

員 

議
会
事
務
局
職
員 

  

網
走
西
部
森
林
管
理
署 

西

紋

別

支

署

職

員 

滝
上
町
林
業
協
同
組
合
員 

滝
上
町
単
位
森
林
愛
護
組
合
員 

滝

上

消

防

団

員 
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第２節 排出油災害対策計画 

 

本町を流れる河川流域における排出油事故が発生し、排出油により流域環境へ多大な影響を

及ぼす恐れがある場合の応急対策については、本計画の定めるところによる。 

 

１ 事故の伝達 

事故情報は、次の「渚滑川水系水質事故連絡系統図」に基づき伝達するものとする。 

(1) 情報伝達の第１報 

町は発見者から通報があった場合はすみやかに電話もしくはＦＡＸにて、河川管理者に

報告する。 

(2) 事故情報の収集及び報告 

河川管理者は情報収集後、報告は電話とＦＡＸの両方で行い、把握できている範囲で関

係機関に明確に伝達する。 

対処方法の変更や事故状況の変化、新たに事実が発覚したときは、その都度同様に報告

するものとする。 

ｱ 発生・発見地点 

ｲ 発見者 

ｳ 原因者 

ｴ 規模の大小 

ｵ 現地の状況 

ｶ 現地対策者 

ｷ 対策状況 

ｸ 流出量等 
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渚滑川水系水質事故連絡系統図 

 

  発 見 者   

        

        

消 防  滝上町役場  北海道警察 

滝 上 支 署  紋 別 市  北見方面本部 

  
  

  

       

紋別地区消防組合 

 

 

 
遠軽開発事務所 

（網走開発建設部） 

 
消 防 本 部 

網走建設管理部紋別出張所 

（オホーツク総合振興局） 

     

         

    

  発 見 者   

 

２ 排出油防除対策 

(1) 事故発生源の処理 

ｱ 原則として河川区域内で発生の事故については、河川管理者が行うものとし、町が管

理する河川区域で発生の事故については、第３章第２節「災害対策本部」に準じ、排出

油災害対策本部を設置し、本部長が防除対策にあたる。 

ｲ 汚染の拡散を早急に食い止めるため、発見者及び事故対策が可能な者は、区域に縛ら

れずに事故処理を率先して行うものとする。また、流出防止対策（オイルフェンス設置

等）についても同様とする。 

(2) 費用負担 

油事故処理や流出対策事故にかかった費用は、事故原因者負担を原則とするが、事故の

規模及び種類により各管理者は、原因者と協議を行い費用負担者の決定を行ってもよい。 

(3) 動員方法 

動員方法は、「災害対策本部」に準じ動員し、必要に応じて消防団の出動を要請する。ま

た、防除対策を効果的に進めるため本部員会議で協議し、必要な人員、体制づくりを行う。 
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第８章 災害復旧復興・被災者援護計画 

 

 

節 主な記載内容 

第１節 災害復旧復興計画 災害復旧に当たり、災害の再発生を防止するため、公共施設

等の復旧は単なる原形復旧にとどまらず、必要な改良復旧を

行う等、将来の災害に備える計画について記載。 

第２節 被災者援護計画 被災者に対する各種支援措置を早期に実施するため、住家等

の被害程度の調査、罹災証明書の交付、融資・貸付等による

金融支援、災害義援金の受付及び配分について記載。 
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第１節 災害復旧復興計画 

（実施責任者、復旧事業計画、災害復旧予算措置、激甚災害に係る財政援助措置） 

 

災害が発生した際には、速やかに、被災施設を復旧し、被災者に対して適切な援護を行うこ

とにより、被災地の復興へとつなげていく必要がある。 

このため、道及び市町村は、防災関係機関との適切な役割分担及び連携の下、被災地域の特

性や被災状況、関係する公共施設管理者の意向等を勘案し、迅速な原状復旧を目指すのか、災

害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決をも図る計画的復興を目指すのかについて早急に

検討し、基本となる方向を定め、又は、これに基づき計画を作成することにより、計画的に災

害復旧事業を実施するものとする。併せて、災害に伴い生じた廃棄物については、広域的な処

理を含めた計画的な収集・運搬・処分により、適切かつ速やかに廃棄物処理を行うものとす

る。 

また、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保や生活資金の援助等、きめ細かな支援を

講じるものとする。なお、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し、国に緊急災害対策本部が

設置され、当該災害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、大規模災害

からの復興に関する法律（平成25年法律第55号）に基づき、被災地の復興を図るため必要とな

る措置を行うものとする。 

 

１ 実施責任者 

町長、その他の執行機関、指定地方行政機関の長、指定公共機関及び指定地方公共機関、

その他法令の指定により、災害復旧の実施について責任を有するものが実施するものとす

る。 

 

２ 復旧事業計画 

町は、道、国と連携して災害の再発を防止し、単なる原形復旧にとどまらず、必要な改良

を行うなど将来の災害に備えるため、法律に基づいて次のような災害復旧事業計画を策定し

復旧事業にあたる。 

(1) 公共土木施設災害復旧事業計画 
ｱ 河川 
ｲ 砂防設備 
ｳ 林地荒廃防止施設 
ｴ 地すべり防止施設 
ｵ 急傾斜地崩壊防止施設 
ｶ 道路 
ｷ 下水道 
ｸ 公園 

(2) 農林水産業施設災害復旧事業計画 
(3) 上水道施設災害復旧事業計画 
(4) 住宅災害復旧事業計画 
(5) 社会福祉施設災害復旧事業計画 
(6) 公共医療施設、病院等災害復旧事業計画 
(7) 学校教育施設災害復旧事業計画 
(8) 社会教育施設災害復旧事業計画 
(9) その他の災害復旧事業計画 
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３ 災害復旧予算措置 

災害復旧事業、その他関係事業に要する費用は、別に法律に定めるところにより、予算の範

囲内において、国及び道が全部、又は一部負担し、又は補助して行われる。 

なお、事業別の国庫負担及び補助率は、おおむね「北海道地域防災計画本編第１０章別表」

のとおりである。 

※資料編８-１：事業別国庫負担及び補助率等一覧 

４ 激甚災害に係る財政援助措置 

著しく激甚である災害が発生した場合には、町は、被害の状況を速やかに調査把握し、早

期に激甚災害の指定が受けられるように措置して、公共施設の災害復旧事業が円滑に行われ

るよう努めるものとする。 

 

５ 農林業応急融資 

被災農林業者に対し、次のとおり融資制度の導入を積極的に推進し、農林業経営の維持安

定を図る。 

(1) 天災による被災農林業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用を図り、低利

の経営資金を導入する。 

(2) ㈱日本政策金融公庫資金の積極的な活用を図るものとし、このため自作農維持資金及び

農地等の復旧資金、農林業者の共同施設復旧施設資金等、長期低利の資金の導入を図る。 

 

６ 生活確保資金融資 

災害を受けた低所得者に対する資金の融資、貸付金等の対策は、次によるものとする。 

(1) 生業資金の貸付 

町は被災した生活困窮者等の再起に必要な事業資金その他小額融資の貸付資金を確保す

るため、資金の導入に努める。 

(2) 被災世帯に対する住宅融資 

低所得世帯あるいは母子・父子世帯で災害により住宅を失い、又は破損等のために居住

することができなくなった場合、住宅を補修し又は非住宅を改造する等のため、資金を必

要とする世帯に対しての、資金の導入に努める。 

(3) 被災世帯に対する支援金 

住宅被害がある場合、被災者生活再建支援制度等を積極的に活用し生活資金の確保に努

める。 
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第２節 被災者援護計画 

（罹災証明書の交付、台帳の作成及び利用・提供、応急金融対策、災害義援金募集（配分）計画） 

 

１ 罹災証明書の交付 

(1) 町 

ｱ 町は、被災者に対する各種支援措置を早期に実施するため、災害の状況を迅速かつ的

確に把握するとともに、災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付の体

制を確立する。 

ｲ 町長は、町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請が

あったときは、遅滞なく、住家の被害その他町長が定める種類の被害の状況を調査し、

罹災証明書を交付しなければならない。 

ｳ 町は、効率的な罹災証明書の交付のため、当該業務を支援するシステムの活用につい

て検討する。 

ｴ 町は、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者が撮影し

た住家の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な手法により実施す

る。 

ｵ 町は、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局と応急危険度判定担当部局とが

非常時の情報共有体制についてあらかじめ検討し、必要に応じて、発災後に応急危険度

判定の判定実施計画や判定結果を活用した住家被害の調査・判定を早期に実施できるよ

う努める。 

ｶ 町は、被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調

査など、住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調

査の必要性や実施時期の違い、民間の保険損害調査との違い等について、被災者に明確

に説明する。 

(2) 消防機関 

ｱ 町長は、罹災証明書のうち火災に起因するものの交付に関する事務について、必要に

応じて、消防長等に、消防法による火災損害調査の結果に基づき行わせることとするこ

とができるものとする。 

ｲ 消防事務の共同処理に関して複数の市町村が、一部事務組合や広域連合を設立してい

る場合において、その規約上、火災に起因する罹災証明書の交付についても共同処理の

対象とされている場合には、当該一部事務組合等が火災に係る罹災証明書の交付を行う

ものとする。 

※資料編７－１９：罹災証明 

 

２ 被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供 

(1) 被災者台帳の作成 

ｱ 町長は、災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的

に実施するため必要があると認めるときは、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措

置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の
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援護の総合的かつ効率的な実施に努めるものとする。 

ｲ 被災者台帳には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとす

る。 

① 氏名 

② 生年月日 

③ 性別 

④ 住所又は居所 

⑤ 住家の被害その他町長が定める種類の被害の状況 

⑥ 援護の実施の状況 

⑦ 要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由 

⑧ 電話番号その他の連絡先  

⑨ 世帯の構成 

⑩ 罹災証明書の交付の状況 

⑪ 町長が台帳情報を本町以外の者に提供することに被災者本人が同意している場合には、そ

の提供先 
⑫ ⑪の提供先に台帳情報を提供した場合には、その旨及びその日時 
⑬ 被災者台帳の作成に当たり、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第５項に規定する個人番号を利用する場合には、

当該被災者に係る個人番号 
⑭ その他被災者の援護の実施に関し町長が必要と認める事項 

※資料編７－２０：被災者台帳 

ｳ 町長は、被災者台帳の作成に必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被災

者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部

で利用することができる。 

ｴ 町長は、必要に応じて、被災者台帳の作成のため、道や他の市町村等に対して被災者

に関する情報の提供を求めることができる。 

(2) 台帳情報の利用及び提供 

ｱ 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、台帳情報を、その保有に当

たって特定された利用の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することができ

る。 

① 本人（台帳情報によって識別される特定の個人をいう。以下この号において同
じ。）の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

② 町が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用すると
き。 

③ 他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受
ける者が、被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利
用するとき。 

ｲ 台帳情報の提供を受けようとする申請者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書

を町長に提出しなければならない。 

① 申請者の氏名及び住所（法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名
及び主たる事務所の所在地） 

② 申請に係る被災者を特定するために必要な情報 
③ 提供を受けようとする台帳情報の範囲 
④ 提供を受けようとする台帳情報に申請者以外の者に係るものが含まれる場合
には、その使用目的 

⑤ その他台帳情報の提供に関し、町長が必要と認める事項 
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ｳ 町長は、ｲの申請があった場合において、当該申請が不当な目的によるものと認めると

き又は申請者が台帳情報の提供を受けることにより知り得た情報が不当な目的に使用さ

れるおそれがあると認めるときを除き、申請者に対し、当該申請に係る台帳情報を提供

することができる。ただし、その場合、提供する台帳情報には、当該被災者に係る行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規

定する個人番号（本節２の（1）のｲの⑬）を含めないものとする。 

 

３ 融資・貸付等による金融支援 

被災した町民等の生活再建や経営安定等を図るため、次の融資・貸付等の金融支援を行

う。 

① 生活福祉資金 

② 母子・寡婦福祉資金 

③ 災害援護資金貸付金 

④ 災害弔慰金 

⑤ 災害障害見舞金 

⑥ 住家被害見舞金等（都道府県見舞金・災害対策交付金を含む） 

⑦ 災害復興住宅資金 

⑧ 農林漁業セーフティネット資金 

⑨ 天災融資法による融資 

⑩ 農林漁業施設資金（主務大臣指定施設（災害復旧）） 

⑪ 農林漁業施設資金（主務大臣指定施設）水産業施設資金（災害復旧） 

⑫ 造林資金 

⑬ 樹苗養成施設資金 

⑭ 林道資金 

⑮ 主務大臣指定施設資金 

⑯ 共同利用施設資金 

⑰ 備荒資金直接融資資金 

⑱ 中小企業総合振興資金「経営環境変化対応貸付（災害復旧）」 

⑲ 勤労者福祉資金 

⑳ 「被災者生活再建支援法」に基づく支援 

 

４ 災害義援金の受付及び配分 

(1) 義援金の受付 

町長（財政対策班）は、災害発生後速やかに金融機関の協力を得て、義援金受入れ窓口

を開設する。また、義援金の受入れにあたっては、寄託者へ受領書を発行し、保管する。 

(2) 義援金の配分 

町長（財政対策班）は、集まった義援金の配分方法について、必要に応じて、日本赤十

字社北海道支部、滝上町社会福祉協議会等と協議し決定する。町長（財政対策班）は、こ

の決定に基づき、適切かつ速やかに被災者に配分する。 


